
 

第１０回 尾瀬国立公園協議会 次第 

 

 

                                     日時 平成 25 年 3 月 18 日（月） 13:30～15:30 

                                     場所 環境省関東地方環境事務所会議室 

 

１ 開会 

 

    

２ あいさつ 

    

 

３ 議事 

     

  （１）尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況について 

 

 

（２）尾瀬国立公園快適利用の促進（利用分散等）に関する小委員会について 
 

 

（３）その他 

 

 

４ 閉会 



氏名 所属 出欠 随行

1 阿部　宗広 一般財団法人自然公園財団　代表（専務）理事 ○

2 池田　直弥 関東森林管理局計画部長 ○ 入澤森林施業調整官

3 石﨑　均 栃木県環境森林部長 ×

4 遠藤　孝一 日本野鳥の会栃木県支部　副支部長 ×

5 大平　悦子　　　　 魚沼市長 代理：観光振興室長　桜井幸男

6 大宅　宗吉 南会津町長 代理：舘岩総合支所　振興課長　星　善彦　

7 大山　義幸 南会津町観光協会舘岩支部長 ×

8 影山　嘉宏
東京電力株式会社環境部　執行役員　環境部長兼技術開発本部（環境担当） 代理：尾瀬・交流グループグループマネージャー　小島　実　 桒原　泰穂

9 樫村　利道 福島大学名誉教授 ○

10 加瀬　由紀子 新潟県自然観察指導員の会顧問 ○

11 加藤　峰夫 横浜国立大学大学院教授 ○

12 倉田　剛 片品村観光協会事務局次長 ○

13 桑原　幸子 魚沼市観光協会事務局長 ○

14 斉藤　江美 三井物産(株)環境・社会貢献部　社有林・環境基金室 ○

15 斎藤　晋 群馬県立女子大学名誉教授 ○

16 斎藤　文夫 日光市長 ×

17 佐藤　俊信 尾瀬林業株式会社代表取締役 ○ 尾瀬戸倉支社長　清水秀一

18 関根　進 尾瀬山小屋組合組合長 ○

19 千明　金造 片品村長 ○ むらづくり観光課長　木下浩美

20 中村　稚枝子 新潟県県民生活・環境部長 代理：環境企画課　副参事　須藤弘之　

21 沼野　健輔 片品山岳ガイド協会事務局長 ○

22 長谷川　哲也 福島県生活環境部長 代理：自然保護課長　新関勝造

23 星　浩彦 尾瀬檜枝岐温泉観光協会理事 ○

24 星　一彰 尾瀬保護指導員福島県連絡協議会 ○

25 星　菊芳 尾瀬山小屋組合 副組合長 ○

26 星　光祥 檜枝岐村長 ○

27 森谷　賢 環境省関東地方環境事務所長 ○

28 山口  栄一 群馬県環境森林部長 代理：尾瀬保全室長　須藤雅紀 尾瀬保全推進室：遠藤係長

29 湯沢　長久 湯西川・川俣・奥鬼怒温泉観光協会事務局長 ×

30 横山　隆一 財団法人日本自然保護協会常勤理事 ○

※50音順　敬称略

事務局

1 関東地方環境事務所 統括自然保護企画官 大坪 三好

2 〃 国立公園・保全整備課長 中野 圭一

3 〃 国立公園・保全整備課　自然保護官 吉田　祥子

4 〃 檜枝岐自然保護官事務所　首席自然保護官 宇賀神　知則

5 〃 檜枝岐自然保護官事務所　自然保護官 山本　豊

6 〃 片品自然保護官事務所　自然保護官 末續 野百合

7 尾瀬保護財団 企画課長 山本　勉

8 〃 副主幹 友松 浩二

9 〃 主任 原田　林太郎

第10回尾瀬国立公園協議会委員名簿



 

斎藤（晋）

委員

佐藤

委員
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尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況把握表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－１

①国立公園区域の見直し（拡張）

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山の自然環境等に関する調査を実施 ～H１９

・H19.8.30に会津駒ヶ岳、田代山・帝釈山地域が編入された尾瀬国立公園を指定 H１９

・会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山地域　景観保全管理方針策定検討委託業務において

同地域の景観保全管理方針を策定

H２０

その他国

(関東森林管理局）

平成１９年４月、会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山を含む奥会津地域の国有林約８．４万

haを「奥会津森林生態系保護地域」に指定→以後モニタリング調査を実施

尾瀬保護財団

（福島県）

・尾瀬国立公園福島県地域協議会を開催。管理者の協力体制を強化する。（23.2.8休

止）

～Ｈ２２

・福島・群馬・新潟の3県知事連名で、環境省に対し、尾瀨国立公園の新設を要望 Ｈ９

 (南会津町）

・「尾瀬国立公園実現期成同盟会」の構成員として、環境省に対し、尾瀬国立公園の

新設を要望

・田代山・帝釈山周辺を対象とした保護・利用・管理のあり方を示した。(町協議検討

会設立：H20)

山小屋等事業者

・「尾瀬国立公園実現期成同盟会」の構成員として、環境省に対し、尾瀬国立公園の

新設を要望

土地所有者

・「尾瀬国立公園実現期成同盟会」の構成員として、環境省に対し、尾瀬国立公園の

新設を要望

地域住民

・「尾瀬国立公園実現期成同盟会」の構成員として、環境省に対し、尾瀬国立公園の

新設を要望

公園利用者

NGO/NPO

研究者 ・会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山の自然環境等に関する科学的知見を提供

国民・企業

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

■公園計画見直し点検

  公園計画の再検討終了後、引

き続き検討すべき課題について、

５年ごとに行われる公園計画の

見直しの際に反映させる。

例えば、戸倉地区など国立公園

の入口として利用拠点となる地

域について、公園区域に編入す

ることを検討する。

・中央環境審議会

自然環境部会自

然公園小委員会

・田代山帝釈山管

理検討会（南会津

町）

関係市町村

課題

概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

国立公園区

域の見直し

（拡張）

公園計画

再検討

　自然環境が尾

瀬と同様に見ら

れ、文化・伝統･

利用の面からも

尾瀬と深いつな

がりがある。会

津駒ヶ岳や田代

山・帝釈山地域

を公園地域に含

め、尾瀬と一体

として保護して

いくことについ

て、現在、環境

省が進めている

公園計画の再

検討に反映させ

る。

なお、上記地域

を加えた新しい

「尾瀬」の公園

区域では、２１

世紀の新しい国

立公園にふさわ

しい、保護・利

用・管理運営の

ための施策を一

体的に行うこと

とする。

環境省

関係県

・尾瀬国立公園福

島県地域協議会

（福島県南会津地

方振興局）

－１－



尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況把握表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－１

②生態系の状況の的確な把握　１／２

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

環境省 ・利用適正化事業で学術論文検索サイト「尾瀬生物多様性情報システム」を運用 H１７～

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

環境省

・関係者の各種課題への科学的な対応に資するデータ提供の

ため、システムの運用を継続

その他国

・湿原研究者を支援する「尾瀬賞」を設置。将来性のある若手研究者には尾瀬奨励

賞を授与　（H21～）

H９～ ・湿原研究者を支援する「尾瀬賞」を継続実施する。 毎年継続

・尾瀬における植物の開花時期や山ノ鼻・至仏山の気象観測などを継続して実施。 H１６～

・尾瀬の経年変化の把握のための定点観測（植生変化把握）地

点の設定との実施の検討

H２５～

・環境省から利用適正化事業を受託し、学術論文検索サイト「尾瀬生物多様性情報

システム」を運用

H１７～

・環境省からの利用適正化推進事業を受託したうえで、掲載す

る論文等の収集を行うとともに随時更新する。

継続実施

・環境省から利用適正化事業を受託し、尾瀬国立公園協議会の下に「生態系の状況

の的確な把握」に関する小委員会を設置（Ｈ22～）

H２２～２３

関係県

（福島県・群馬県・新潟県）

・第３次尾瀬総合学術調査を実施

Ｈ６～８

関係市町村

(南会津町）

・南会津町・田代・帝釈山自然保護巡視員等による、動物の出没、植物の開花情報

の提供

毎年（5月中旬～

11月中旬）

関係市町村

(南会津町）

・南会津町・田代・帝釈山自然保護巡視員等による、動物の出

没、植物の開花情報の提供

毎年（5月中旬～

11月中旬）

山小屋等事業者

・動物の出没情報、植物の開花情報等の自然情報を提供し、VC等における自然情

報の蓄積を支援

土地所有者

地域住民

公園利用者

・動物の出没情報、植物の開花情報等の自然情報を提供し、VC等における自然情

報の蓄積を支援

NGO/NPO

研究者

・動物の出没情報、植物の開花情報等の自然情報を提供し、VC等における自然情

報の蓄積を支援

研究者

・パークボランティアとして、環境省の各種調査活動を支援

・尾瀬ボランティアとして尾瀬保護財団の各種啓発活動を支援

課題

必要となる具体的取り組み

生態系の状況

の的確な把握

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

調査研究促

進のための

支援実施

国民・企業

　尾瀬の生態系

の状況の推移

について調査す

ることは極めて

重要であるの

で、調査研究活

動を促進するた

めの支援を実施

する。

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

尾瀬保護財団

概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

■第４次学術調査の実施

  第3次尾瀬総合学術調査が行わ

れてから10年が経過するが、まだ

解明されていない事項やこれまで

の調査データと比較して尾瀬の状

況を把握するため、第4次の学術調

査の実施について検討する。

　

■モニタリング体制の確立

  尾瀬地域内で行われている様々

なモニタリング調査の実態を把握

し、効率的かつ効果的なモニタリン

グ体制を確立する。

　

■学術情報の公園管理への反映

   尾瀬地域内で行われる各種学術

的な調査から得られる情報を今後

の公園管理に役立たせるためのシ

ステムをつくる。

尾瀬保護財団

－２－



尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況把握表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－１

②生態系の状況の的確な把握　２／２

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・利用適正化事業として航空撮影とGISを活用した施設等管理システムを構築（財団

に委託）

H１７～

・関係者の各種課題への科学的な対応に資するデータ提供の

ため、システムの運用を継続

・利用適正化事業として、尾瀬国立公園協議会の下に「生態系の状況の的確な把

握」に関する小委員会を設置（財団に委託）

H２２～

（国土交通省）

・平成８年から尾瀬沼から維持流量（環境流量）を沼尻川に放流、平成１８年からは倍

量の放流をしている

(関東森林管理局）

・平成５年～１３年に、希少野生動植物保護管理事業として、帝釈山周辺の猛禽類の

生息確認、行動圏把握等モニタリング調査を実施

・平成１７年より、御池周辺等において固定プロットを設け、原生的な自然林の状況を

把握しながら、二次林から自然林への遷移過程など未解明の分野について、必要な

基礎データを収集するためのモニタリングを継続的に実施

・平成１７年より、御池周辺等において固定プロットを設け、原生

的な自然林の状況を把握しながら、二次林から自然林への遷

移過程など未解明の分野について、必要な基礎データを収集す

るためのモニタリングを継続的に実施

当面平成27年度

まで実施予定

・環境省から利用適正化事業を受託し、航空撮影と、GISを活用した施設等管理シス

テム「すいすい尾瀬なび」を構築

H１８～ ・「すいすい尾瀬ナビ」を継続して活用 継続実施

・環境省から利用適正化事業を受託し、尾瀬国立公園協議会の下に「生態系の状況

の的確な把握」に関する小委員会を設置（Ｈ22～）

H２２～２３

（福島県）

・昭和45年から尾瀬保護指導委員会に委託し、各種モニタリング調査を実施すると共

に、調査結果を「尾瀬の保護と復元」にまとめた。平成19年には、「尾瀬の保護と復

元・特別号」として集大成版を取りまとめた（第３０号まで）。

～Ｈ２４

（福島県）

・尾瀬保護指導委員会による調査を継続（シカ被害の調査など

喫緊のテーマを中心に）

～Ｈ２９

・会津駒ヶ岳、田代山・帝釈山地域について自然環境の変遷を把握・調査するため尾

瀬保護指導委員会を活用し、モニタリングの手法、箇所等について検討。（H20-H22）

・環境省から自然環境調査事業として、会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山地域の動植物の

生物多様性調査を受託

（群馬県）

・昭和41年から尾瀬保護専門委員に委託し、各種モニタリング調査を実施すると共

に、昭和52年からは調査結果を、「尾瀬の自然保護」にまとめた。

Ｓ４１～H２４

・尾瀬保護専門委

員会（群馬県）

（群馬県）

・尾瀬保護専門委員による各種モニタリング調査を実施すると

共に、調査結果を「尾瀬の自然保護」にまとめて発行する。

～Ｈ２９

・至仏山調査基盤システムをGISとして整備 Ｈ１５ － －

関係市町村

(南会津町）

・南会津町・田代・帝釈山自然保護巡視員等による、動物の出没、植物の開花情報

の提供

関係市町村

(南会津町）

・南会津町・田代・帝釈山自然保護巡視員等による、動物の出

没、植物の開花情報の提供

山小屋等事業者

土地所有者

（東京電力）

・昭和56年から、尾瀬沼からの取水による尾瀬地域の自然環境に与える影響評価を

実施

土地所有者

（東京電力）

・これまで（～H24年度まで）の取り組み継続実施

地域住民

公園利用者

NGO/NPO

研究者 ・尾瀨の総合学術調査を実施し、これまでに1次～3次の報告書をまとめた。 研究者

国民・企業

■第４次学術調査の実施

  第3次尾瀬総合学術調査が行わ

れてから10年が経過するが、まだ

解明されていない事項やこれまで

の調査データと比較して尾瀬の状

況を把握するため、第4次の学術調

査の実施について検討する。

　

■モニタリング体制の確立

  尾瀬地域内で行われている様々

なモニタリング調査の実態を把握

し、効率的かつ効果的なモニタリン

グ体制を確立する。

　

■学術情報の公園管理への反映

   尾瀬地域内で行われる各種学術

的な調査から得られる情報を今後

の公園管理に役立たせるためのシ

ステムをつくる。

その他国 林野庁

尾瀬保護財団

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

尾瀬保護財団

関係県

・尾瀬保護指導委

員会(福島県自然

保護課）
関係県

生態系の状況

の的確な把握

効果的なモ

ニタリング調

査等の実施

　各種ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

調査の結果の

統合や調査手

法の統一化を進

めるとともにGIS

ｼｽﾃﾑ等への蓄

積を行う。

環境省

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

環境省

関係県

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

－３－



尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況把握表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－１

③野生動物対策　１／２

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・「尾瀬国立公園シカ対策協議会」、「尾瀬国立公園シカ対策アドバイザー会議」を設

置し、尾瀬のシカ対策について検討（H13）。協議会において「尾瀬国立公園シカ管理

方針」を決定（H20）。

H１３～

・関係機関が実施する対策の情報共有及び、全体として相

補的で効果的な取組となるよう、シカ対策協議会を通じて調

整を図る。

・自然公園法に基づく「尾瀬生態系維持回復事業計画」の策定 H２２

・特別保護地区を含め尾瀬全体で捕獲実施 H２１～

・尾瀬地域の生態系を維持するため、効果的な捕獲策を検

討・実施

・植生被害モニタリング調査を実施 H１９～

・関係各者による取組の成果を確認するため、植生被害モ

ニタリング調査を実施

・シカ個体数の増減を把握するためのライトセンサス調査を実施 H１３～

・関係各者による取組の成果を確認するため、ライトセンサ

ス調査を実施

・シカの行動把握調査を実施 H１４～

・より効果的・効率的な捕獲方法を検討する為、行動把握調

査を実施

（森林管理署）

・シカによる剥皮被害防止のためのネット等の設置

（森林管理署）

・シカによる剥皮被害防止のためのネット等の設置

・大江湿原周辺の植生保護対策について検討

尾瀬保護財団

（福島県）

・「尾瀬の植生を保全するためのシカ対策（第４期計画）」を策定し、尾瀬の植生被害を

防ぐため町村の有害捕獲を支援

～Ｈ２４

（福島県）

「尾瀬の植生を保全するためのためのシカ対策（第５期）」を

策定し、尾瀬の植生被害を防ぐため各種対策を進めるとと

もに、町村の有害捕獲を支援

～Ｈ２７

・ニホンジカの侵入ルート解明調査、生息調査、捕獲方法の再検討を行うとともに、狩

猟の担い手への支援として技術講習会を実施

～Ｈ２４

「南会津・尾瀬ニホンジカ対策協議会（仮称）」（県、町村、地

元猟友会、観光団体、山小屋組合、尾瀬保護財団）による

捕獲戦略立案、捕獲調査、被ニッコウキスゲ食害対策等の

実施

～Ｈ２７

（栃木県）

・「第5期計画」を策定し、適正な生息密度管理に向けた個体数調整を実施

（群馬県）

・「第3次管理計画」を策定し、適正な生息密度管理に向けた個体数調整を実施

Ｈ２２～２４

（群馬県）

・「第3次管理計画」に基づき、適正な生息密度管理に向け

た個体数調整を実施

～Ｈ２７

（檜枝岐村）

・檜枝岐村猟友会が環境省及び県から受託した個体数調整の業務をサポートしている

（檜枝岐村）

・檜枝岐村猟友会が環境省及び県から受託した個体数調整

の業務をサポートする。

（日光市）

・尾瀬との関連性が指摘されている奥日光において、個体数の調整を行っている

（日光市）

・尾瀬との関連性が指摘されている奥日光において、個体

数の調整を行っていく。

（片品村）

・片品村猟友会が環境省から受託した調査業務をサポートしている

（片品村）

・群馬県及び関係機関等と共に群馬県尾瀬地域生物多様

性協議会を設置し生物多様性の保全再生等に取り組む。

(南会津町)

・南会津町猟友会が福島県の調査捕獲業務等をサポートしている

(南会津町)

・南会津町猟友会が福島県の調査捕獲業務等をサポート

・南会津町田代・帝釈山自然保護巡視員による出没情報、被害情報の提供

・南会津町田代・帝釈山自然保護巡視員による出没情報、

被害情報の提供

・シカの生息状況、植生への影響等に関する情報提供

・大清水湿原へのシカ柵設置（尾瀬保護協会　２４年８月） H２４．８

土地所有者

（森林管理署）

・樹皮剥による樹木被害軽減措置を実施

（尾瀬高校）

・ライトセンサス調査

（猟友会員）

・狩猟免許及び経験を活かし、個体数調整に参画

公園利用者

NGO/NPO

（尾瀬シカ対策アドバイザー）

・シカの生態調査、植生への影響等に関する調査の実施すると共に、シカ対策の知見を提供

（尾瀬保護指導委員）

・シカの生態調査、植生への影響等に関する調査を実施

国民・企業

環境省

関係市町村

野生動物対策

シカによる植

生攪乱の実

態把握と将

来予測

　ﾆﾎﾝｼﾞｶが及ぼ

す尾瀬の植生に

対する攪乱が深

刻な状況になっ

ているため、そ

の実態把握と将

来予測の実施。

尾瀬からﾆﾎﾝｼﾞ

ｶを排除すること

を含めた積極的

管理を行う。

毎年（5月中旬～

11月中旬

山小屋等事業者

年間

（5月中旬～11月

中旬）

・尾瀬国立公園シ

カ対策協議会（環

境省）

・尾瀬シカ対策ア

ドバイザー会議

（環境省）

関係県

地域住民

研究者

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

環境省

関係県

林野庁

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

研究者

その他国

概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

関係市町村

■シカ管理体制の確立

  尾瀬でのニホンジカの管理体制を

確立する。

－４－



尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況把握表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－１

③野生動物対策　２／２

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・利用適正化事業により、「尾瀬山ノ鼻地区ツキノワグマ対策会議」及び「ヨシッ堀田代

地区ツキノワグマ対策連絡会議」を設置し、それぞれの地区において対策マニュアル

を作成。また、尾瀨全体のクマ対策マニュアルとして「尾瀬国立公園ツキノワグマ保護

管理マニュアル」を策定（財団に委託）

H２０

「尾瀬国立公園ツキノワグマ出没対応マニュアル」に沿っ

て、直轄歩道についてササの刈り払いや巡視等を実施

・同事業により尾瀬国立公園ツキノワグマ対策協議会を設置 H２１

その他国

林野庁

（土地所有者）

・環境省の利用適正化事業を受託し、「尾瀨山ノ鼻地区ツキノワグマ対策マニュアル」

及び「ヨシッ堀地区ツキノワグマ対策マニュアル」、「尾瀬国立公園ツキノワグマ保護管

理マニュアル」を策定

H１７～

・尾瀬国立公園ツキノワグマ対策協議会の事務局として、構

成する関係機関と協議しながら対策を実施する。

継続実施

・同事業により、尾瀬国立公園ツキノワグマ対策協議会を設置（H21）、マニュアルに基

づき関係者が取り組みを実施、クマ対策専門員も配置

H２１～

・同協議会により、継続可能な対策として、「ツキノワグマ出

没対応マニュアル」の見直しを行う。

継続実施

・事故を未然に防ぐために、財団ホームページ内にクマの目撃情報（時間、場所など）

を随時掲載等による利用者への啓発を実施。

H１２～

・山小屋等と連携して目撃情報の収集するとともに、その結

果を随時、ホームページ等に掲載して注意喚起を図る。

継続実施

・クマとの突然の遭遇による事故を防止するため、ササ等の刈払い作業を実施。

･過去の目撃情報等を参考に関係者と連携のうえ、ササ等

の刈り払い作業を実施する。

継続実施

・尾瀬国立公園ツキノワグマ対策協議会を事務局として運営し、ツキノワグマ対策員の

任命、現地での対策実施体制の調整を行う

H１７～

・環境省の利用適正化事業を受託し、ツキノワグマ対策員の研修、対策実施体制の構

築を行う（H22)

H１７～２２

（福島県）

・ツキノワグマ保護管理計画（Ｈ21.3策定）及び尾瀬国立公園ツキノワグマ保護管理マ

ニュアルに基づき、被害の軽減と地域個体群の保護を図る。

～Ｈ２４

（福島県）

・ツキノワグマ保護管理計画（H25.3改定）及び尾瀬ツキノワ

グマ保護管理マニュアルに基づき、被害の軽減と地域個体

郡の保護を図る

～Ｈ２８

・人身被害が想定される緊急時には、警察等と連携し、迅速な対応に努める ～Ｈ２４

・人身被害が想定される緊急時には、警察等と連携し、迅速

な対応に努める（Ｈ２５から、南会津町、檜枝岐村に、緊急

時の銃による捕獲許可の権限を移譲）

～Ｈ２８

（新潟県）

・ツキノワグマ保護管理計画（H23.9策定）に基づき、被害防止と個体群の安定的維持

を図る。

（新潟県）

・これまでの取り組みを継続する。

（群馬県）

・ツキノワグマ保護管理計画（H24.3策定）に基づき、被害の軽減と地域個体群の保護

を図る。

Ｈ２４

（群馬県）

・ツキノワグマ保護管理計画に基づき、被害の軽減と地域個

体群の保護を図る。

～Ｈ２９

・危険時対策（有害獣捕獲）について申請を行う

・猟友会事務局を運営

(南会津町）

・クマ目撃情報の提供・捕獲対策

(南会津町）

・クマ目撃情報の提供・捕獲対策
通年

・クマの誘引するゴミ等を適正に管理。

・クマ目撃情報などを提供すると共に、必要に応じ巡視を実施。

・クマ目撃情報やクマに遭遇した際の対応などについて、利用者に必要な情報を提供

土地所有者

（東京電力）

・ツキノワグマが頻繁に通過するエリアについて、クマと利用者の接触を避けるために

木道を高架型に改修，クマ出没地域に注意喚起の看板と鐘の設置・管理

土地所有者・歩

道管理者

東京電力(株)

（東京電力）

・必要に応じて、検討・対応していく

地域住民

(猟友会）

・危険時対策の際の追い払い又は学習放獣を実施

・クマ目撃情報を通報

・尾瀬はクマの生息地だと認識し、マニュアルやセルフガイドに沿った利用を行う

NGO/NPO

研究者 ・専門的知見から、クマの生態、安全管理等についての知見を提供

国民・企業

尾瀬保護財団

・山ノ鼻地区ツキ

ノワグマ対策連絡

会議（尾瀬保護財

団）

・ヨシッ堀田代地

区ツキノワグマ対

策連絡会議（尾瀬

保護財団）

・尾瀬国立公園ツ

キノワグマ対策協

議会（尾瀬保護財

団）

尾瀬保護財団

関係県 関係県

関係市町村 関係市町村

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

山小屋等事業者

野生動物対策

クマ対策マ

ニュアルの作

成・普及啓発

　尾瀨においてツ

キノワグマと人間

が共存していくた

め、その具体的対

策を示した「ツキノ

ワグマ対策マニュ

アル」を作成する

と共に、関係者及

び一般利用者へ

の普及啓発を図

り、安全・快適に

尾瀨を利用できる

ようにする。

環境省

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

環境省

（歩道管理者）

山小屋等事業

者

公園利用者

■クマの生態把握

  ツキノワグマ対策をより実効あるも

のにするため、尾瀬のツキノワグマ

の生態について把握するための調

査を継続して実施する。

－５－



尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況把握表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－１

④環境保全　１／３

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

環境省 ・環境省所管地内のゴミの撤去・搬出、並びに植生復元を実施していく H１９～

環境省

（土地所有者）

H25にて予定されていた事業が終了する予定 H２５

その他国

・過去に廃棄されたゴミを撤去し、域外への搬出

S47～H8(財)国立

公園協会

H9～23(財)国立公

園協会・財団

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発 毎年継続実施

H24～財団

（福島・群馬）

・過去に廃棄されたゴミを撤去、域外への搬出

（群馬県）

Ｈ１８～１９

（福島県）

Ｈ１８～２２

－ －

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発 Ｓ４７～Ｈ２４ ・ゴミ持ち帰り運動についての啓発 ～Ｈ２９

（檜枝岐・片品）

・過去に廃棄されたゴミを撤去、域外への搬出

（檜枝岐村）

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発

毎年継続実施

（南会津町）

・田代・帝釈山自然保護巡視員等によるゴミ持ち帰り運動についての啓発

毎年（5月中旬～

11月中旬）

（南会津町）

田代・帝釈山自然保護巡視員等によるゴミ持ち帰り運動の

啓発

毎年（5月中旬～

11月中旬）

・田代・帝釈山山開きでのゴミ持ち帰り運動実施 毎年（6月上旬） ・田代。帝釈山山開きでのゴミ持ち帰り運動実施 毎年（6月上旬）

（尾瀬林業、山小屋）

・過去に廃棄されたゴミを撤去、域外への搬出

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発

（東京電力）

・過去に廃棄されたゴミを撤去、域外への搬出

（東京電力）

・万が一、発生した場合はその都度対応

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発 ・継続実施。お客さまとの対応の際は、呼びかけていく

・過去に廃棄されたゴミを撤去、域外への搬出

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発

(南会津町）

・田代・帝釈山沿線県道のゴミ撤去作業

(南会津町）

・田代・帝釈山沿線県道のゴミ撤去作業

毎年（6月）

（一般利用者、組織ボランティア）

・過去に廃棄されたゴミの運搬搬出作業に協力

・ゴミ持ち帰り運動に参加

NGO/NPO

研究者

国民・企業

環境省

・荒廃地における植生を復元させるための植生復元事業（特殊植物等保全事業）を実

施（沼尻湿原、小淵沢田代、熊沢田代）

H１８～H２４

・特殊植物保全事

業等検討委員会

（環境省）

環境省

その他国

・福島県から植生復元事業を受託し、荒廃湿原の復元作業を実施

・群馬県から経過観察業務を受託し、復元状況のモニタリングを実施

・群馬県から至仏山の保全対策事業を受託して、荒廃した登山道周辺の復元作業と

立入防護策設置等を実施(H22)

（福島県）

・荒廃地における植生を復元するための植生復元事業を、尾瀬保護財団へ委託

～Ｈ２４

・尾瀬保護指導委

員会（福島県）

（福島県）

・荒廃地における植生を復元するための植生復元事業を、

尾瀬保護財団へ委託

～Ｈ２９

（群馬県）

・荒廃地における植生を復元するための植生復元事業の経過観察を尾瀬保護財団へ

委託

～Ｈ２４

・尾瀬保護専門委

員会（群馬県）

（群馬県）

・荒廃地における植生を復元するための植生復元事業の経過観

察を、尾瀬保護財団へ委託

～Ｈ２９

関係市町村

（檜枝岐村）

・会津駒ヶ岳山頂付近の湿原において、荒廃した植生を復元させるための作業を実施

関係市町村

(南会津町）

・田代山・帝釈山頂木道付近の荒廃地の植生復元作業実施

毎年（6月～10

月）

山小屋等事業者

（尾瀬林業）

・アヤメ平の植生復元と経過観察を東京電力より受託

土地所有者

（東京電力）

・アヤメ平の植生復元と経過観察を実施

土地所有者（東

京電力(株)）

（東京電力）

・これまで（～H24年度まで）の取り組みを継続実施

地域住民

（片品村婦人会）

・植生復元作業に協力

公園利用者

（尾瀬ボランティア）

・尾瀬保護財団の植生復元作業に協力

NGO/NPO

研究者

（環境省植生復元事業委員・尾瀬保護指導委員・尾瀬保護専門委員）

・望ましい植生復元方法等について、各種委員会を通じて技術的な助言を行う

国民・企業

植生荒廃地

の復元対策

・尾瀬保護指導委

員会

尾瀬ヶ原や尾瀬

沼周辺、アヤメ

平等における植

生荒廃地につい

ては、継続して

植生復元のため

の取り組みを行

うとともに、経過

観察のためのモ

ニタリング調査

を実施する。

関係県

課題

概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項必要となる具体的取り組み

関係県

環境保全

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

土地所有者

山小屋等事業者

山小屋等事業

者

土地所有者（東

京電力(株)）

関係市町村

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

尾瀬保護財団

関係県

尾瀬保護財団

関係市町村

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発

過去のゴミ

対策

　ごみのない尾

瀬を実現するた

め、尾瀬内の過

去のゴミについ

ては、自然環境

の保護に配慮し

つつ地域外へ搬

出する。

地域住民

公園利用者

地域住民

尾瀬保護財団

－６－
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④環境保全　２／３

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・利用適正化事業により、至仏山における携帯トイレの導入に向けた事例調査や、試

験配布してのアンケート調査等を実施

H１９～H２０

・利用適正化事業により、東面登山道の上り専用化の定着及びそれに伴う利用動向

の変化等の予測について、実施

H１９～H２０

その他国

・「至仏山保全緊急対策会議」を設置して「至仏山保全基本計画」を策定、その後「至

仏山保全対策会議」を設置して同計画の進行管理を実施

・至仏山保全対策会議において、至仏山保全計画に基づい

て、自然を保全するための各種対策を実施

継続実施

・環境省から利用適正化事業を受託し、携帯トイレの導入や東面登山道の上り専用化

の定着に向けた利用者意識調査を実施

・東面登山道の上り専用、残雪期の登山道閉鎖期間の周知

徹底及び携帯トイレの持参のPRを図る。

継続実施

・入山者に対し、利用のルール等について普及啓発を実施

・至仏山の荒廃した登山道のあり方について、総合的な評価を行うため、至仏山環境

調査専門委員会を設置、科学的調査を実施　　（H２１～）

H２１～H２４

（群馬県）

・登山道、木道等の整備（Ｈ３～８）

・県が管理する東面登山道周辺部の植生保護･回復等の対

策に取り組む

～Ｈ２９

・荒廃地における植生を復元するための植生復元事業を、尾瀬保護財団へ委託

・至仏山植生回復事業の適正な執行に資するため、尾瀬保護専門委員会に、至仏山

植生回復事業検討会を設置

（片品村）

・入山者に対し、利用のルール等について普及啓発を実施

・冬季利用自粛に対する呼びかけ

（尾瀬林業）

・登山道、木道等の整備及び管理

・入山者に対し、利用のルール等について普及啓発を実施

・各山小屋で携帯トイレの販売（Ｈ２４年） H２４

（ガイド業者）

・入山者に対し、利用のルール等について普及啓発を実施

（東京電力）

・登山道、木道等の整備

土地所有者（東

京電力(株)）

（東京電力）

・検討を重ねた上で、継続実施

・入山者に対し、利用のルール等について普及啓発を実施

歩道管理者（尾

瀬林業(株)）

（東京電力）

・これまで（～H24年度まで）の取り組みを継続実施

地域住民 ・入山者に対し、利用のルール等について普及啓発を実施

公園利用者 ・東面登山道の登り専用利用の遵守

NGO/NPO ・東面登山道の登り専用利用の実施を広報誌等を通じてPR

（日本自然保護協会）

・当該地の自然環境特性や利用動態について調査

（群馬県尾瀬保護専門委員会）

・当該地の自然環境特性について調査

国民・企業

環境省 ・「駆除すべき移入植物一覧表」を作成 H９ 環境省

その他国

・移入植物を尾瀬に持ち込まないよう各入山口で啓発 ・移入植物を尾瀬に持ち込まないよう各入山口で啓発 継続実施

・福島県より受託し、移入植物の除去を実施。 ・福島県より受託し、移入植物の除去を実施。 継続実施

（福島県）

・移入植物の除去作業を尾瀬保護財団に委託

～Ｈ２４

・尾瀬保護指導委

員会 （福島県）

（福島県）

・移入植物の除去作業を、尾瀬保護財団へ委託

～Ｈ２９

（群馬県）

・移入植物を除去することの是非について検討

Ｈ１０～１１ － －

・外来植物を尾瀬に持ち込まないよう啓発 ～Ｈ２４ ・外来植物を尾瀬に持ち込まないよう啓発 ～Ｈ２９

関係市町村

（南会津町）

・南会津町・田代・帝釈山自然保護巡視員等による除去・啓発活動

毎年（6月～10月）

（南会津町）

・南会津町・田代・帝釈山自然保護巡視員等による除去・啓発活

動

毎年（6月～10

月）

山小屋等事業者 ・山小屋周辺の維持管理時の移入種の除去作業を実施
山小屋等事業

者

土地所有者

（東京電力）

・入山口において種子落としマットを設置

土地所有者

（東京電力）

・これまで（～H24年度まで）の取り組みを継続実施

（片品村婦人会）

・外来植物の除去作業を実施

(尾瀬国立公園　田代山・帝釈山保護の会）

・外来植物の除去作業実施

(尾瀬国立公園田代山・帝釈山保護の会）

・外来植物の除去作業実施

公園利用者 ・種子落としマット上での種子落としの実施

NGO/NPO

（国立公園 田代山・帝釈山保護の会）

・猿倉登山口周辺の平地性植物の除去

研究者 ・移入種の侵入・繁茂状況の実態について研究、情報提供

国民・企業

土地所有者

研究者

尾瀬保護財団

・尾瀬保護指導委

員会（福島県）

尾瀬保護財団

関係県

尾瀬保護財団

関係県

・尾瀬保護専門委

員会（群馬県）

尾瀬保護財団

関係県 ～Ｈ２４

群馬県

（歩道管理者）

外来植物対

策

　尾瀬本来の植

生を維持･回復

させるため、専

門家、NPO、山

小屋等の協力を

受けて実態把握

に努め、適切な

外来植物対策を

実施する

地域住民 地域住民

関係市町村

環境保全

至仏山保全

対策の実施

尾瀬の自然環

境を特徴づける

価値を有してい

るの至仏山につ

いては、保全の

ための緊急対策

会議がとりまと

める「至仏山保

全基本計画」に

沿って、登山

ルートの見直

し、適正利用の

ためのルールづ

くりと管理などを

行う

環境省

山小屋等事業者

・至仏山保全対策

会議　（尾瀬保護

財団）

・至仏山環境調査

専門委員会　（尾

瀬保護財団）

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

－７－
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④環境保全　３／３

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・「会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山地域景観保全管理方針」を作成 H２０

・会津駒ヶ岳、田代山・帝釈山地域の登山道、利用動態等の調査を実施 H２０～H２１

・グリーンワーカー事業において、巡視、登山道補修等の業務を実施

・歩道、登山道等の整備 適時 関係者の協力の下、歩道、登山道等の整備及び維持管理を実施

・排水処理施設、公衆トイレの整備 適時 関係者の協力の下、排水処理施設、公衆トイレの整備・維持管理

（森林管理署）

・森林生態系保護地域及び保安林の管理

（森林管理署）

・森林生態系保護地域及び保安林の管理

継続

・森林パトロールを実施 ・森林パトロールを実施 継続

・森林生態系保護地域及び緑の回廊に関するパンフレットの作成・配付

・森林生態系保護地域及び緑の回廊に関するパンフレット

の作成・配付

継続

（文化庁）

・特別天然記念物の管理

・入山者への啓発・尾瀬の美化巡視（尾瀬ボランティア参加） ・入山者への啓発・尾瀬の美化巡視を継続実施する 毎年継続実施

・会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山地域の管理方針の策定のため、利用面からの現状把握

と課題の洗い出しに関する調査を環境省から受託（H20）。

Ｈ２０

・会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山地域における入山者啓発や美化巡視活動を拡充（尾瀬

ボランティア参加）。

・入山者への啓発・尾瀬の美化巡視を継続実施する 毎年継続実施

（福島県）

・歩道、登山道等の整備（県単独及び施行委任）

～Ｈ２４

（福島県）

・歩道、登山道等の整備（県単独及び施行委任）

～Ｈ２９

・自然保護指導員を設置し、利用者指導を実施 ～Ｈ２４ ・自然保護指導員を設置し、利用者指導を実施 ～Ｈ２９

・アクセス対策等に係る意見交換、アンケート実施 Ｈ２０

（群馬県）

・歩道、登山道等の整備（県単独及び施行委任）

～Ｈ２４

（群馬県）

・歩道、登山道等の整備（県単独及び施行委任）

～Ｈ２９

（片品村）

・利用ルール等の普及啓発活動を実施

（片品村）

・利用ルール等の普及啓発活動を実施

毎年度

（魚沼市）

・利用ルール等の普及啓発活動を実施

（魚沼市）

・利用ルール等の普及啓発活動を実施

毎年度

（南会津町）

・田代・帝釈山自然保護巡視員による歩道、登山道等の整備

毎年（6月～10月）

（南会津町）

・田代・帝釈山自然保護巡視員による歩道、登山道等の整

備

毎年（6月～10

月）

・田代・帝釈山自然保護巡視員等による利用ルール等の普及啓発活動を実施 毎年（6月～10月）

・田代・帝釈山自然保護巡視員等による利用ルール等の普

及啓発活動実施

毎年（6月～10

月）

・町の田代・帝釈山自然保護巡視員の配置（パトロール・ルール指導・危険箇所対策・

清掃等：継続）

毎年（6月～10月）

・町の田代・帝釈山自然保護巡視員の配置等による早期発

見と対策実施

毎年（6月～10

月）

山小屋等事業者

（山小屋、尾瀬林業）

・尾瀬の美化巡視

山小屋等事業

者

（東京電力）

・登山道、木道等の整備

（東京電力）

・これまで（～H24年度まで）の取り組みを継続実施

・入山者に対し、利用のルール等について普及啓発を実施 ・これまで（～H24年度まで）の取り組みを継続実施

地域住民

・パークボランティア、尾瀨ボランティア、自然公園指導員、自然保護指導員等による

利用者指導の実施

地域住民

公園利用者 ・利用ルールの遵守

（国立公園協会）

・環境省から会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山地域の管理方針検討業務を受託し、検討会

を設置して管理方針の策定に向けた検討を実施中（H19～H20）

（南会津町総合支援センター）

・町から美化巡視業務も含め受託し、清掃業務を実施

（南会津町総合支援センター）

・町から美化巡視業務も含め受託し、保全業務を実施

（福島県自然公園清掃協議会）

・環境省、福島県、檜枝岐村・南会津町等から自然保護巡視業務を受託し、清掃業務

を実施

（福島県自然公園清掃協議会）

・環境省、福島県、檜枝岐村・南会津町等から美化巡視業

務を受託し、清掃業務を実施

（群馬県尾瀬美化愛護協会）

・環境省、片品村から美化巡視業務を受託し、清掃業務を実施

（国立公園 田代山・帝釈山保護の会）

・田代・帝釈山100周年記念大師堂清掃登山実施 H23.7.27

（国立公園 田代山・帝釈山保護の会）

・田代山・帝釈山の美化活動・巡視協力

・登山者マナー啓発運動実施 H24.9～10月

研究者 ・自然科学的な知見・保全のための対策について助言 研究者

国民・企業

・パークボランティア、尾瀨ボランティア、自然公園指導員、自然保護指導員等による

利用者指導の実施

関係市町村 関係市町村

土地所有者 土地所有者

NGO/NPO NGO/NPO

概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

その他国 その他国

尾瀬保護財団 尾瀬保護財団

関係県

・尾瀬国立公園福

島県地域協議会

（福島県南会津地

方振興局）

関係県

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

環境保全 保護の強化

　既存の公園区

域内はもちろ

ん、会津駒ヶ岳

や田代･帝釈山

地域など利用増

によって植生等

が荒廃すること

のないよう、関

係機関が一体と

なって取り組む

環境省 環境省

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

－８－
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⑤適正利用の推進　１／４

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・利用適正化事業により、平成7年度から利用実態の調査を進めると共に、利用実態

をふまえた分散化対策の検討及び実施

H７～

・利用適正化推進事業により、尾瀬ヶ原（山ノ鼻～竜宮間）の利用集中にともなう影響調査を実

施

H２０

・利用適正化事業、尾瀬沼V.C.により快適な利用の推進に向けた情報提供を実施 ～H２４ H２５～

・利用適正化推進事業により、尾瀬ヶ原・尾瀬沼の利用集中にともなう影響調査を実

施

H２０・H２１

・登山者カウンターを設置し、尾瀬全体の利用者数をモニタリング H１～

・登山者カウンターを設置し、尾瀬全体の利用者数をモニタ

リング（H1～）

H２５～

その他国

・利用適正化事業を環境省から受託し、情報提供による快適な尾瀬利用を促進・誘導 H８～

・利用適正化事業を環境省から受託したうえで、情報提供に

よる快適な尾瀬利用を促進・誘導する。

継続実施

・快適登山日カレンダーを作成 H８～

・財団ホームページ内にの快適利用のススメにて、快適登

山日カレンダーを作成し、情報発信を行う。

継続実施

・尾瀬学校、その他首都圏の学校の入山予定をＨＰで掲載 H２０～

・シーズン中に毎日更新するブログ「今朝の尾瀬山ノ鼻」内にて、

最新の情報と合わせて尾瀬学校の入山予定を掲載する。

継続実施

・各種メディア、イベント等を通じて、快適な尾瀬利用の呼びかけを実施 H８～

・利用者の情報収集の媒体を考慮して、ブログやメールマガ

ジン等の活用を検討のうえ、幅広い情報発信を進める。

継続実施

・利用者への周知を図るため、交通対策に関するチラシを作成 H８～

・「片品村尾瀬交通対策連絡協議会」「福島県尾瀬自動車利用適

正化連絡協議会」の依頼を受けて交通対策チラシを配布

継続実施

・旅行事業者や出版業者等を対象とした尾瀬ガイダンスを開催。参加者に実際に尾瀬

に来てガイドツアーを体験してもらう現地ガイダンスの開催についても実施。

H８～

・地元自治体やガイド団体等と協力して、現地でのガイダンスを主

体として、尾瀬の適正な利用について情報発信を進める。

継続実施

（福島県）

・「尾瀨自動車利用適正化連絡協議会」を設置し、交通規制による快適な利用を推進

～Ｈ２４

（福島県）

・交通規制による快適な利用を推進（「尾瀨自動車利用適正

化連絡協議会」

～Ｈ２９

（新潟県）

・新潟県側からの入山を促進するためのPR活動、旅行エージェンシーへの要請活動

を実施

（檜枝岐村）

・「尾瀬自動車利用適正化連絡協議会」を設置し、交通規制による快適な利用を推進

（片品村）

・「片品村尾瀬交通対策連絡協議会」及び「尾瀬交通システム検討委員会」を設置し、

交通規制による入山口の分散化、快適な利用を推進

継続実施

・尾瀬交通システム検討会を開催し、群馬県側登山口の利用分散を検討

（魚沼市）

・新潟県側からの入山を促進するためのPR活動を実施

（魚沼市）

・新潟県側からの入山を促進するためPR活動の実施

毎年度

（南会津町）

・田代山山頂トイレ整備

（南会津町）

・田代山新山頂トイレ受託供用開始

・田代・帝釈山の入山を促進するためのシャトルバス・タクシーの運行 ・田代・帝釈山登山口トイレ修繕

・田代・帝釈山の入山を促進するためのＰＲ活動を実施

・田代・帝釈山の入山を促進するためのシャトルタクシー運行

（山小屋）

・土日と平日の料金格差の設定により、平日利用の促進のための対策を実施

・尾瀬交通システム検討会を開催し、群馬県側登山口の利用分散を検討

（尾瀬林業）

・駐車場利用の料金格差の設定による、入山口の分散化対策を実施

（交通事業者）

・乗り入れ規制の遵守

土地所有者

（東京電力）

・機関誌、HPなどで快適利用を推進

地域住民 観光協会

・ガイド協会

公園利用者 ・利用分散に協力

NGO/NPO

研究者 ・ヘルスツーリズムに関する調査研究

国民・企業

山小屋等事業者

山小屋等事業

者

課題

必要となる具体的取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

適正利用の

推進

快適利用の

促進

　特定の季節、

特定の入山口に

集中する傾向が

ある利用を分散

させ、快適な尾

瀨利用を促進す

る

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

環境省

尾瀬保護財団

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

■利用促進目標の設定

  利用の数値目標を設定する。

　

■中心部の過剰利用解消

  尾瀬地域における多様な利用方法

を提案し、中心部への利用集中を解

消する。

　

■山小屋のあり方の検討

  これまで各山小屋は、入山者に対

する自然解説、マナー啓発、傷病対

応など、適正利用の推進に寄与して

きたが、今後も尾瀬の自然環境を維

持しつつ利用の分散化を図るなど、

適正利用の推進のために実施すべ

きことを検討する。

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

関係市町村

・尾瀨自動車利用

適正化連絡協議

会（福島県・檜枝

岐村）

・片品村尾瀨交通

対策連絡協議会

（片品村）

・尾瀨交通システ

ム検討委員会（片

品村）

・尾瀬地域全体の利用適正化のため、快適な利用の推進に

向けた情報提供を、尾瀬沼VCの運営を通じて実施

関係県

環境省

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

尾瀬保護財団

関係県

H２５

（6月～10月）

H２４（6月～10月）

（片品村）

・「片品村尾瀬交通対策連絡協議会」及び「尾瀬交通システ

ム検討委員会」を設置し、交通規制による入山口の分散

化、快適な利用を推進

関係市町村

－９－
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⑤適正利用の推進　２／４

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・尾瀬沼VC運営業務の中で、情報収集、情報提供及び提供方法の検討を実施

・利用適正化事業により、旅行業者に対し適正利用の推進に向けた働きかけを実施 H２０

・尾瀬国立公園のHPを運営

・ 利用者アンケート等により、効果的な情報発信のあり方を検討 H２３・H２４

その他国

・HPによる情報提供、海外からの旅行者増加に対応するため、英語版、韓国語版、中

国語版ＨＰとパンフを作成

H２１～２２

・HPによる情報提供、海外からの旅行者増加に対応するた

め、英語版、韓国語版、中国語版Ｈｐの掲載とパンフを配布

継続実施

・山の鼻ＶＣにJ-SAT導入、ブログ、ライブカメラなどで最新情報を現地から直接発信 H２１～２２ ・現地からライブカメラ、ブログによる最新情報を継続して発信 継続実施

・携帯サイトを立ち上げて入山直前の利用者に対して、緊急情報などを発信 H２１～ ・携帯サイトによる情報発信 継続実施

・尾瀬学校、その他首都圏の学校の入山予定もＨＰで掲載 H２０～

・シーズン中全体の入山予定及び日々更新される「今朝の

尾瀬山ノ鼻」に掲載する

継続実施

・イベントやVC等でパンフレット類を配布 H８～
・現地VCのほか尾瀬に関連するイベント等にてパンフレットを配

布

継続実施

・山小屋、観光協会、登山用品店等へメールを使った現地情報の配信 H１８～

・旅行事業者、出版事業者等へも、随時現地情報を提供し、提供

先のHP等へ掲載を依頼するなど、幅広い情報提供を行う。

継続実施

・尾瀬ガイダンスを毎年開催、旅行会社に適正利用呼びかけ H８～

・地元自治体やガイド団体等と協力して、現地でのガイダンスを主

体として、尾瀬の適正な利用について情報発信を進める。

継続実施

・尾瀬ボランティアによる入山口等での情報提供 H８～ ・尾瀬ボランティア等による入山口等での情報提供の継続 継続実施

・職員が出張レクチャーを実施 H８～ ・学校等にて出張レクチャーを実施 継続実施

・尾瀬関連雑誌への寄稿 H８～ ・尾瀬関連の雑誌やウェブ掲載内容についての助言等も行う 継続実施

・檜枝岐事務所(シーズン中のみ)を設置し、拡張地域の情報収集体制の強化、現地か

ら直接情報を発信

H２２～ ・檜枝岐事務所を活用して、拡張地域を含めた現地情報を発信 継続実施予定

・尾瀬ブナの森ミュージアムの運営受託 H２３～ ・檜枝岐村から尾瀬ブナの森ミュージアムの運営を受託 継続実施予定

・twitterによる情報発信 H２３～

・現地の最新情報の他、尾瀬に関する情報をtwitter及び

facebookにて発信

継続実施

・尾瀬に関するHPを運営

・新聞、テレビ、広報誌等のメディアによる広報

（群馬県）

・山の鼻VC管理事業を尾瀬保護財団へ委託し、適正利用の促進に向けた情報提供を

実施

～Ｈ２４

（群馬県）

・山の鼻VC管理事業を尾瀬保護財団へ委託し、適正利用

の促進に向けた情報提供を実施

～Ｈ２９

（檜枝岐村）

・御池における情報提供の必要性の検討・ボランティアによる情報提供の実施

（檜枝岐村）

・御池における情報提供の必要性の検討・ボランティアによ

る情報提供の実施

継続実施

(南会津町）

・田代・帝釈山猿倉登山口における情報提供の実施

(南会津町）

・田代・帝釈山猿倉登山口における情報提供の実施

・観光協会におけるHP等での情報提供・情報誌等の配布 ・観光協会におけるHP等での情報提供・情報誌等の配布

（全関係自治体）

・観光協会の運営

（片品村）

・観光協会におけるHP等での情報提供

・尾瀬に関するHPを運営 ・尾瀬に関するHPを運営し尾瀬についての情報発信を行う

・新聞、テレビ、広報誌等のメディアによる広報

・新聞、テレビ、広報誌等のメディアによる広報を実施し情報

発信を行う。

（尾瀬林業）

・尾瀬に関するHPを運営

・新聞、テレビ、広報誌等のメディアによる広報

・戸倉支社内や大清水休憩所内に尾瀬に関する展示スペースを設置

（東京電力）

・グリーンボランティアなどを催行し、自然体験を通した自然保護意識の普及

・HPによる広報

・新聞、テレビ、広報誌等のメディアによる広報

（三井物産）

・HPによる広報　H21　田代山FSC森林認証の取得（生物多様性保護林の特別保護林

としての位置付け）

地域住民 ・個人が設置したHPやブログを通じた尾瀬情報の発信

公園利用者 ・個人が設置したHPやブログを通じた尾瀬情報の発信

NGO/NPO

研究者

国民・企業 ・パークボランティア活動を通じて、自然解説活動等を通じた情報提供に協力

（東京電力）

・現在の状況では広報活動を積極的に実施できないため、

実施の予定なし（以下同文）

関係市町村

関係市町村

・観光協会

毎年（6月～10月）

山小屋等事業

者

環境省

■利用促進目標の設定

  利用の数値目標を設定する。

　

■中心部の過剰利用解消

  尾瀬地域における多様な利用方法

を提案し、中心部への利用集中を解

消する。

　

■山小屋のあり方の検討

  これまで各山小屋は、入山者に対

する自然解説、マナー啓発、傷病対

応など、適正利用の推進に寄与して

きたが、今後も尾瀬の自然環境を維

持しつつ利用の分散化を図るなど、

適正利用の推進のために実施すべ

きことを検討する。

関係県

土地所有者 土地所有者

関係県

（要望：福島県から）

尾瀬の各地域の放射線情報を、財団が一元化して発信する

（情報源組織は、それぞれが公表するとともに、財団に即時

情報提供する）。

当面の間

適正利用の

推進

情報提供の

あり方の検討

　尾瀬の適正利

用を図るために

効果的な情報提

供のあり方を検

討する

環境省

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

通年（6月～10

月）

山小屋等事業者

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

－１０－



尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況把握表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－１

⑤適正利用の推進　３／４

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・公園計画における規制計画の設定 随時

・管理計画の改訂作業 H２０～H２４

・利用適正化推進事業により、尾瀬ヶ原・尾瀬沼の利用集中にともなう影響調査を実

施

H２０・H２１

・利用適正事業により、大清水地区の魅力発掘調査を実施し、大清水地区の新たな利

用方法について検討

H２１～H２３

（関東森林管理局）

・森林生態系保護地域内の「保存地区」「保全利用地区」の設定

(農林水産省）

・森林法に基づく保安林の指定

・環境省より、利用適正化推進事業を受託し、尾瀬ヶ原・尾瀬沼の利用集中にともなう

影響調査を実施。

H２０～２１

・環境省からの適正化推進事業を受託し、適正な利用推進

に向けた取り組みを実施する。

継続実施

・同事業を受託し、大清水地区の資源調査を実施。その結果について地元関係者へ

の報告会・現地見学会（WS）を開催。大清水地区の魅力を紹介するマップを作成中。

H２２～２４

・同事業により、大清水地区の魅力を紹介する案内マップを

作成し、関係機関に配布する。

Ｈ２５

・尾瀬を知るフィールド講座を開催。講義だけではなく、実際に体験してもらうことによ

り、適正な利用について周知を図った。

H２２～

尾瀬に興味を持ってもらう内容を検討のうえ、尾瀬の適正な

利用方法について周知を図る。

継続実施予定

（群馬県）

・鳥獣保護区の指定

Ｓ５６

（新潟県・福島県）

・鳥獣保護区特別保護地区の再指定

（福島県）

Ｈ２３

（新潟県） H25再指定

（南会津町）

・環境省等関係機関との連絡調整

（南会津町）

・環境省等関係機関との連絡調整

（片品村）

・富士見下～富士見峠間を利用した身障者等限定自然観察会の実施

富士見下～冨士見峠間

の身体障がい者等の利

用のあり方検討委員会

（片品村）

・富士見下～富士見峠間を利用した身障者等限定自然観察会の

実施

継続実施予定

山小屋等事業者

土地所有者

地域住民

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

・利用適正化事業として、望ましい交通体系やアプローチ方法についての検討 H１９

・尾瀬国立公園協議会で、当該項目の取組方針を作成 H２１

・「尾瀬国立公園快適利用の促進（利用分散等）に関する小委員会」の設置 H２１

・交通体系に関する調査の実施 H２２～H２４

その他国

尾瀬保護財団

・環境省より利用適正化事業を受託し、望ましい交通体系やアプローチ方法につい

て、アンケート調査や関係者へのヒヤリングを実施。その他、尾瀬ヶ原・尾瀬沼の利用

集中にともなう影響調査も実施（H20～H21）。

H２０～H２１

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

（福島県）

・「福島県尾瀬自動車利用適正化連絡協議会」を設置し、望ましい交通体系を検討

～Ｈ２４

・福島県尾瀬自動

車利用適正化連

絡協議会（檜枝岐

村）

（福島県）

・「福島県尾瀬自動車利用適正化連絡協議会」において、望

ましい交通体系を検討

～Ｈ２９

（群馬県）

・尾瀬らしい自動車利用社会実験の実施（H23～）

Ｈ２３～H２４

（群馬県）

・尾瀬らしい自動車利用社会実験の実施（第３回）

Ｈ２５

（新潟県）

・「湯ノ谷温泉郷・尾瀬ルート活性化委員会」に参画し、「魚沼から行く尾瀬ルート」の利

用拡大を推進。

・　道路改良等を通じた利便性の向上、新潟・福島豪雨による被災施設の早期復旧な

どに取り組む。(H23～）

（県警）

・マイカー規制協議会の方針に基づき、道路交通法に基づく交通規制を実施

（道路管理者）

・マイカー規制協議会の方針に基づき、道路管理を実施

関係県 関係県

（新潟県）

・これまでの取り組みを継続する。

関係市町村 関係市町村

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

尾瀬保護財団

環境省

・尾瀬国立公園協

議会（環境省、尾

瀬保護財団）

環境省

■利用促進目標の設定

  利用の数値目標を設定する。

　

■中心部の過剰利用解消

  尾瀬地域における多様な利用方法

を提案し、中心部への利用集中を解

消する。

　

■山小屋のあり方の検討

  これまで各山小屋は、入山者に対

する自然解説、マナー啓発、傷病対

応など、適正利用の推進に寄与して

きたが、今後も尾瀬の自然環境を維

持しつつ利用の分散化を図るなど、

適正利用の推進のために実施すべ

きことを検討する。

その他国 林野庁

尾瀬保護財団

関係県 関係県

適正利用の

推進

エリアごとの

利用方法の

検討

　拡張エリアも

含めた新しい尾

瀬地域において

は、積極的に利

用するエリア、

利用を厳しく制

限し生態系を守

るエリアなど、自

然の状況に応じ

たエリアごとの

利用方法を検討

する

環境省

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

環境省

尾瀬入山ま

でのアプロー

チの検討

　尾瀬の適正利

用を推進するた

めに望ましい交

通体系・アプ

ローチを検討す

る

関係者間の合意や社会情勢の変等の必要に応じ、公園計

画、管理計画等の見直しを行う

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

－１１－
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⑤適正利用の推進　４／４

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

（檜枝岐村）

・「福島県尾瀬自動車利用適正化連絡協議会」を設置し、望ましい交通体系を検討

（片品村）

・「尾瀬交通システム検討会」を設置し、、群馬県側登山口の利用分散を検討

・大清水口、富士見下口、鳩待峠口の分岐点（戸倉地内）に駐車場を設置。駐車台数

２８９台　Ｈ１９年度より供用開始。

（魚沼市）

・「湯之谷温泉郷・尾瀬ルート活性化委員会に尾瀬ルート検証部会を設置」し、利用の

少ない奥只見ルートの利用を推進

（魚沼市）新潟県、魚沼市観光協会、と連携し、尾瀬の自然

をテーマに小中学校を対象に環境学習推進協議会を組織し

利用を推進する。

Ｈ２５ ～　Ｈ２７

（魚沼市観光協会）

・奥只見郷ネイチャーガイドによる尾瀬・奥只見ルートの利用促進

(南会津町）

・田代・帝釈山猿倉登山口までのシャトルバス・タクシーの運行

毎年（6月～10月）

(南会津町）

・田代・帝釈山猿倉登山口までのシャトルタクシーの運行

・舘岩地域宿泊施設から田代・帝釈山馬坂登山口までの

シャトルバス・タクシーの運行

・モニターツアー等実施による検証

（会津バス）

・利用者の少ない奥只見ルートのバス運行

（尾瀬林業）

・鳩待峠～大清水間の送迎バスを運行

（関越交通）

・利用者の少ない富士見下口へのバス運行

（奥只見観光）・・・新潟県

・奥只見ルート活性化のための早朝便の運航

土地所有者

地域住民

（魚沼市）

・地元から見た望ましい交通体型、アプローチについて検討

・尾瀬ルート検証

部会（魚沼市）

（魚沼市）

・地元から見た望ましい、交通体系、アプローチについて検討

毎年度

公園利用者 ・シャトルバス等の利用

NGO/NPO

研究者

国民・企業

環境省 環境省 ・交通体系に関する調査の実施 H２５

その他国 その他国

尾瀬保護財団 尾瀬保護財団

関係県

(南会津町）

・入山者カウンターによる入山者総数の把握・関係機関との連絡調整

毎年（5月～10月） 関係県

(南会津町）

・入山者カウンターによる入山者総数の把握・関係機関との

連絡調整

毎年（5月～10

月）

関係市町村 関係市町村

山小屋等事業者

山小屋等事業

者

土地所有者 土地所有者

地域住民 地域住民

公園利用者 公園利用者

NGO/NPO NGO/NPO

研究者 研究者

国民・企業 国民・企業

継続実施

■利用促進目標の設定

  利用の数値目標を設定する。

　

■中心部の過剰利用解消

  尾瀬地域における多様な利用方法

を提案し、中心部への利用集中を解

消する。

　

■山小屋のあり方の検討

  これまで各山小屋は、入山者に対

する自然解説、マナー啓発、傷病対

応など、適正利用の推進に寄与して

きたが、今後も尾瀬の自然環境を維

持しつつ利用の分散化を図るなど、

適正利用の推進のために実施すべ

きことを検討する。

H25～

（6月～10月）

山小屋等事業者

適正利用の

推進

尾瀬入山ま

でのアプロー

チの検討

　尾瀬の適正利

用を推進するた

めに望ましい交

通体系・アプ

ローチを検討す

る

関係市町村

・片品村尾瀨交通

対策連絡協議会

（片品村）

・尾瀨交通システ

ム検討会（片品

村）

・湯之谷温泉郷・

尾瀬ルート活性化

委員会（魚沼市)

現在の対策

の効果検証

　現在実施され

ている適正利用

推進のための施

策の効果を検証

する。

関係市町村

（檜枝岐村）

・「福島県尾瀬自動車利用適正化連絡協議会」を設置し、望

ましい交通体系を検討

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

－１２－
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⑥施設整備　１／２

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・尾瀬沼VCの効果的な活用方法について検討 ～H２４

・利用情報提供施設の配置に関する調査検討を実施 H１８

・利用情報提供施設基本計画策定調査を実施して、VCの現状評価と今後のあり方の

検討を実施（H１７）

H１７

その他国

・環境省・群馬県より尾瀬沼・山の鼻VC運営業務を受託し、工夫を凝らした展示や企

画、管理運営を実施

H８～

・環境省・群馬県より尾瀬沼・山の鼻VC運営業務を受託したうえ

で、工夫を凝らした展示や企画、管理運営を継続実施

継続実施（予定）

・尾瀬内での自然・利用情報の提供施設として、効果的な情報提供を実施 H８～

・尾瀬内での自然・利用情報の提供施設として、効果的な情報提

供を継続実施

継続実施

（群馬県）

・山の鼻ビジターセンター横に、屋外環境学習用デッキを整備（H23）

（群馬県）

・山の鼻ビジターセンターの展示内容を検討し、更新・充実

～Ｈ２９

・山の鼻ビジターセンターの、展示内容（剥製等）を更新（H24）

(片品村）

尾瀬ぷらり館開館（Ｈ２１年４月）

(南会津町)

・川衣地区に環境学習施設（川衣交流センター）を建設（H21）

(南会津町)

・町環境学習施設の活用促進計画立案・実施

Ｈ２５

（檜枝岐村）

・尾瀬ブナの森ミュージアムを運営

（尾瀬沼地区運営協議会）

・尾瀬沼VCの運営をサポートしながら、サービスメニューの検討を実施

（尾瀬見晴地区運営協議会）

・見晴休憩所の運営をサポートしながら、サービスメニューの検討を実施

（尾瀬林業）

・大清水休憩所内に展示スペースを設置

土地所有者

地域住民

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

・尾瀬内の誘導標識について仕様標準化の検討会を開催 H２１,H２２ 必要に応じ、直轄区間の標識を整備 随時

・見晴園地再整備計画「標識及びトイレの改善計画」を作成 H２２

・利用適正化事業で、尾瀬国立公園内のサイン統一化や効果的な活用方法を検討 H２２

その他国

尾瀬保護財団

・環境省より、利用適正化推進事業を受託し、既存標識やパンフレット類の効果的な

活用方法を検討(H22)

H２２

（群馬県）

・仕様標準化を踏まえるとともに、統一ロゴマークを配置した総合案内標識等を整備

(H20)

Ｈ２０ － －

（新潟県）

・新潟県側ルート(国道352号)に「尾瀬○○km」の道標及び案内標識の設置

(南会津町)

・関係機関と国・県・町道等への尾瀬国立公園表示協議

(南会津町)

・関係機関と国・県・町道等への尾瀬国立公園表示協議

・田代・帝釈山登山道等道標整備

山小屋等事業者

土地所有者

尾瀬林業(株)

（施設管理者）

地域住民

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

課題

サイン計画

関係県

関係県

（施設管理者）

関係市町村 関係市町村

尾瀬保護財団

新しい国立公園

にふさわしいサ

イン計画を実施

する。

環境省

ビジターセン

ターのあり方

の検討

　ビジターセン

ターの設置場

所、展示内容、

スタッフ等、その

機能が最も効果

的に発揮される

ビジターセン

ターのあり方に

ついて検討す

る。

環境省

・尾瀬地域全体の各種課題に対応するため、尾瀬沼VCを効

果的に活用する方法を検討

随時環境省

関係市町村

山小屋等事業者

関係市町村

・国立公園施設の

仕様標準化検討

会（環境省）

環境省

施設整備

■環境に調和した施設整備のあり

方の検討

　木道や観察テラスなど、環境特性

に適合した施設整備のあり方につい

て検討する。

■環境配慮や適正利用に役立つ最

新技術導入の検討

  環境配慮や適正利用に役立つ最

新技術を尾瀬での施設整備にいか

に導入していくかについて検討す

る。

尾瀬保護財団

必要となる具体的取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

～Ｈ２４ 群馬県関係県
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⑥施設整備　２／２

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

環境省 ・尾瀬国立公園の公園計画を策定 H１９ 環境省

その他国

尾瀬保護財団

・環境省より利用適正化事業を受託し、望ましい交通体系やアプローチ方法につい

て、アンケート調査や関係者へのヒアリングを実施（H19）

H１９

（福島県）

・福島県尾瀨自動車利用適正化連絡協議会を開催し、沼山口、御池口のあり方について検討

～Ｈ２４

・御池バスターミナルの整備 Ｈ１８

（群馬県）

・尾瀬らしい自動車利用社会実験の実施（H23～）

Ｈ２３～H２４ ・尾瀬らしい自動車利用社会実験の実施（第３回） Ｈ２５

（新潟県）

・新尾瀬口船着場にバス停車場（２台分）を設置（H24）

H２４

・魚沼から行く尾瀬ルート（国道352号）の「洗い越し」の解消（H22、H24） H２２．２４

（檜枝岐村）

・「福島県尾瀨自動車利用適正化連絡協議会」を設置し、沼山口、御池口のあり方に

ついて検討を実施

（檜枝岐村）

・「福島県尾瀨自動車利用適正化連絡協議会」を設置し、沼

山口、御池口のあり方について検討を実施

継続実施

・尾瀬御池地区の保全と賢明な利用のための検討会を設置し、御池地区の利用のあ

り方について検討を実施

（片品村）

・「片品村尾瀨交通対策連絡協議会」及び「尾瀨交通システム検討委員会」を設置し、

入山口のあり方について検討を実施(片品村）

・片品村戸倉地内に駐車場設置　Ａ＝８，０００㎡、駐車台数２８９台、待合所７０㎡

（南会津町）

・町協議会において田代山・帝釈山を対象とした『環境学習施設』と、猿倉登山口の駐

車場等整備方針を検討し、具体化する。（H20～）

（南会津町）

・田代・帝釈山を対象とした『環境学習施設』の充実と、猿

倉・川衣登山口駐車場等整備方針の検討

（魚沼市）

・地元から見た望ましい交通体系、アプローチについて検討

・帝釈山猿倉登山口トイレ改修

・小沢平登山口へのバイオトイレの設置 ・田代・帝釈山猿倉登山口待合所等設置検討

（新潟県・魚沼市）

・遊覧船の尾瀬口船着き場の手すり設置

（魚沼市）

・新潟県から入る魚沼ルートの交通体系、アプローチについ

て検討

・遊覧船運航に伴う連絡路の安全対策を行う H２５

山小屋等事業者

（東京電力）

・看板の整備

・リーフレットの配布

(片品村）

・片品村戸倉区　駐車場管理運営(Ｈ19より供用開始)

（湯之谷温泉郷・尾瀬ルート活性化委員会）

・小沢平入口の駐車場、一部登山口の整備

（湯之谷温泉郷・尾瀬ルート活性化委員会）・小沢平入口駐

車場、一部登山口の整備

毎年度

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

・尾瀬御池地区の

保全と賢明な利

用のための検討

会（檜枝岐村）

・片品村尾瀨交通

対策連絡協議会

（片品村）

・尾瀨交通システ

ム検討委員会（片

品村）

・湯之谷温泉郷・

尾瀬ルート活性化

委員会（魚沼市)

関係市町村

H２５

土地所有者 土地所有者

地域住民 地域住民

施設整備

入山口の整

備

　鳩待峠など尾

瀬の主要な入山

口について、国

立公園の玄関に

ふさわしいもの

に整備するた

め、車道、駐車

場、ビジターセン

ター等のあり方

を検討する

■環境に調和した施設整備のあり

方の検討

　木道や観察テラスなど、環境特性

に適合した施設整備のあり方につい

て検討する。

■環境配慮や適正利用に役立つ最

新技術導入の検討

  環境配慮や適正利用に役立つ最

新技術を尾瀬での施設整備にいか

に導入していくかについて検討す

る。

関係県

・福島県尾瀨自動

車利用適正化連

絡協議会（福島

県）

関係県

（福島県）

・必要に応じて沼山口、御池口のあり方について検討（福島

県尾瀨自動車利用適正化連絡協議会）

～Ｈ２９

関係市町村

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項
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⑦環境教育とエコツーリズムの推進　１／２

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

環境省 ・省庁連携体験活動ネットワーク推進プロジェクトへの協力（H19） H１９

（森林管理署）

・省庁連携体験活動ネットワーク推進プロジェクトへの参加（H19）

（文化庁）

・省庁連携体験活動ネットワーク推進プロジェクトの尾瀬保護財団への委託（H19）

・子どもを対象とした体験学習について積極的に協力、実施 ・現地における団体レクチャーの実施。 継続実施

・学校等へ講師を派遣し、尾瀬に関する講演の実施 ・学校等へ講師を派遣し、尾瀬に関する講演の実施 継続実施

・省庁連携体験活動ネットワーク推進プロジェクトの尾瀬をフィールドにしたプログラム

実施

・群馬県からの委託により、山の鼻ＶＣに環境教育推進員を配置し、環境学習プログラ

ムの策定等を実施(H19～20)

Ｈ１９～H２０

・群馬県からの委託により、山の鼻ＶＣに環境学習指導員を配置し、親子連れ等を対

象に環境学習ミニガイドツアーを実施(H20～)

Ｈ２０～

・群馬県が実施する尾瀬学校のガイドに「尾瀬自然解説ガイド」（尾瀬ボランティア母

体）を派遣（H20～）

H２０～

・尾瀬の隠された魅力、新たな利用方法を利用者に発見してもらうために、「尾瀬を知

る」フィールド講座を開催(H22～)

H２２～ ・尾瀬に興味を持ってもらう講義内容を検討のうえ実施予定 継続実施予定

（福島県）

・ふくしま子ども自然環境学習推進事業を実施

Ｈ２３、２４

（福島県）

・ふくしま子ども自然環境学習推進事業を実施

H２５

・尾瀬子どもサミットの開催 ～Ｈ２４ ・尾瀬子どもサミットの開催 ～Ｈ２９

・環境教育指導者育成のための研修会を尾瀬で開催 H２０～２２

・ちびっ子自然保護レンジャー活動を尾瀬で開催 Ｈ２２

（群馬県）

・群馬県内の小中学生が1度は尾瀬を訪れ,ガイドを伴った環境学習を行う「尾瀬学校」

を平成20年度から実施。

Ｈ２０～２４

（群馬県）

・群馬県内の小中学生が1度は尾瀬を訪れ,ガイドを伴った

環境学習を行う「尾瀬学校」を実施。

～Ｈ２９

・尾瀬子どもサミットの開催 ～Ｈ２４ ・尾瀬子どもサミットの開催 ～Ｈ２９

・子ども向け冊子「尾瀬ミニブック」を作成・配布 ～Ｈ２４ ・子ども向け冊子「尾瀬ミニブック」を作成・配布 ～Ｈ２９

・移動尾瀬自然教室の開催 ～Ｈ２４ ・移動尾瀬自然教室の開催 ～Ｈ２９

・尾瀬保護財団への委託により山の鼻ＶＣに環境教育推進員を配置し、環境学習プロ

グラムの策定等を実施

Ｈ１９～２０ － －

・尾瀬保護財団への委託により山の鼻ＶＣに環境学習指導員を配置し、親子連れ等を

対象とした環境学習ミニガイドツアーを実施

～Ｈ２４

・尾瀬保護財団への委託により山の鼻ＶＣに環境学習指導員を配

置し、親子連れ等を対象とした環境学習ミニガイドツアーを実施

～Ｈ２９

（新潟県）

・尾瀬子どもサミットの開催

・「魚沼から行く尾瀬」環境学習プログラムを作成（H21）。教育関係者対象研修ツアー

を実施（H22）。「魚沼から行く尾瀬」環境学習プログラムパイロット事業を実施し、県内

小学校（６校、373名）が尾瀬での自然体験学習を行う（H23） 。「魚沼から行く尾瀬」環

境推進事業を実施し、県内の小学校（４校、299名）が尾瀬での自然体験学習を行う

（H24）。

（新潟県）

・これまでの取り組みを継続する。

(片品村）

片品村内・小中学生の尾瀬学習実施

（魚沼市）

・市内小学5年生全員が尾瀬学習実施

（南会津町）

・子ども達の環境学習と地域間・世代間交流を基本とした受入れを具体化する（H20

～）

H２５～

・町内小学3・4年生の田代山登山の実施 隔年 隔年

・田代山環境ミーテング Ｈ２１～H２３ ・町内小・中学生、親子等の田代・帝釈山登山の実施

（檜枝岐村）

・全国の小･中学生及び公民館行事等で子どもたちが尾瀬環境学習事業の実施につ

いて推進･支援

（檜枝岐村）

・全国の小･中学生及び公民館行事等で子どもたちが尾瀬

環境学習事業の実施について推進･支援

山小屋等事業者

（尾瀬林業）

・山小屋での自然解説の実施

（東京電力・尾瀬林業）

・現地での自然解説、学校等への出前授業を実施

（東京電力）

・これまで（～H24年度まで）の取り組みを継続実施

継続実施予定

・グリーンボランティア（ゴミ拾い）を実施

・「森のともだち」（図書）を発刊

（三井物産）

・H20　東京都千代田区の小学生の森林環境プログラムを実施

H２０～

（三井物産）

・南会津みどりの東北元気キャンプを継続開催

・H24　南会津みどりの東北元気キャンプ（2泊3日、田代山登山を含む）２回開催 H２４～

地域住民 ガイド協会

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

（星組）

尾瀬子どもサミットへの協力

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

関係市町村

尾瀬保護財団 尾瀬保護財団

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

課題

必要となる具体的取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

その他国

環境教育とエ

コツーリズム

の推進

未来を担う

子供達の

受け入れ

・尾瀬環境学種推

進協議会（檜枝岐

村）

（南会津町）

・子供達の環境学習と地域間・世代間交流を基本とした受入れを

具体化する

関係県 関係県

　未来を担う子

供たちの環境教

育が更に尾瀬で

行われるよう積

極的に働きかけ

ていく

■尾瀬で学ぶ機会の創出

  子どもだけでなく、あらゆる世代

が、尾瀬をフィールドとして環境につ

いて学ぶ機会を積極的に創出する。

　

■地域の持続的振興

  地域の持続的振興を図るため、周

辺地域の多様な資源を活用したエコ

ツーリズムを実施する。

関係市町村

土地所有者 土地所有者
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⑦環境教育とエコツーリズムの推進　２／２

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

環境省

その他国

・認定ガイド研究会を開催、認定ガイドについて検討（H19まで）

・入山マナーの向上、質の高い自然体験等を提供するため、尾瀬認定ガイド協議会を

設立。（H20.5）事務局運営を受託。平成21年度から尾瀬自然ガイドを認定。平成22年

度からは尾瀬登山ガイドを認定

・尾瀬ガイド協会から事務局運営業務を受託。尾瀬自然ガ

イド及び登山ガイド試験、更新講習等を実施する。

継続実施予定

関係県

（福島県）

尾瀬ガイド協会に参加し、運営に協力。

～Ｈ２４ 関係県

（福島県）

・尾瀬ガイド協会に参加し、運営に協力。

～Ｈ２９

関係市町村

（魚沼市・片品村・檜枝岐村・南会津町）

尾瀬ガイド協会に参加し、運営に協力。

関係市町村

（南会津町）

尾瀬ガイド協会との連携強化、地元ガイドの育成促進。

山小屋等事業者

土地所有者

地域住民

（尾瀬ガイド協会）

入山マナーの向上、質の高い自然体験等を提供するため、尾瀬認定ガイド協議会を

設立。平成21年度から尾瀬自然ガイド、H22年度から登山ガイドを認定

・尾瀬ガイド協会 ガイド協会

NGO/NPO

研究者

国民・企業

・尾瀬沼VC、見晴休憩所等の施設の一定の利用を供与 適時

・利用適正化事業により、旅行業者に対し、ガイド利用の促進の働きかけを実施

（H20）。

H２０

・会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山地域景観保全管理方針の検討の中で、ガイドの活用・求

められる役割・育成などについて整理。

H２０

その他国

・ガイド利用の魅力、有用性と利用啓発のため、尾瀬自然解説ガイド活動を実施

・ガイド技術の向上を図るため、技術研修会を実施

・ガイドネットワークに属しているガイドﾞ団体間の情報共有、及び技術向上を図る

・HPや出版物を通じて、ガイド利用のメリットをPR

・尾瀬ガイダンス（現地・東京会場等）を開催し、旅行会社等にガイド付きエコツアーな

どの魅力についてＰＲ

・地元自治体やガイド団体等と協力のうえ、現地のガイダンスを開

催して、尾瀬の適正な利用について情報発信を進める。

継続実施

（福島県）

・尾瀬において尾瀬認定ガイドを活用した質の高い環境学習を行う県内の小中学生に

対し助成を行う「ふくしま子ども自然環境学習事業」を行い、生物多様性の重要性や自

然との共生に対する意識の醸成を図った。

Ｈ２３、２４

・尾瀬環境学習推

進協議会（檜枝岐

村）

・ちびっこ自然保護レンジャー事業で、尾瀬認定ガイドを活用。 Ｈ２２

（群馬県）

・群馬県内の小中学生が1度は尾瀬を訪れ,ガイドを伴った環境学習を行う「尾瀬学校」を実施

Ｈ２０～H２４

（群馬県）

・群馬県内の小中学生が1度は尾瀬を訪れ,ガイドを伴った

環境学習を行う「尾瀬学校」を実施

～Ｈ２９

・山の鼻ビジターセンター等施設の利用を供与 ～Ｈ２４ ・山の鼻ビジターセンター等施設の利用を供与 ～Ｈ２９

・尾瀬エコツーリズム推進連絡会議を開催し、関係者による情報交換を行った(H18～

19)

H１８～H１９

（新潟県）

・「魚沼から行く尾瀬」環境学習推進事業等により、県内の小学校が尾瀬で自然体験

学習を行う際に、尾瀬認定ガイドを活用（H23～）

H２３～H２４

（新潟県）

・これまでの取り組みを継続する。

（南会津町）

・地元ガイドの育成・発掘　（H20～）

（南会津町）

・尾瀬ガイド・地元ガイドの啓発・活用促進

(片品村）

・ガイド協会の支援継続

（檜枝岐村）

・尾瀬ガイド・地元ガイドの啓発・活用促進

山小屋等事業者

土地所有者

（東京電力）

・東京電力環境保全スタッフによるガイド活動を実施

地域住民

（ガイド団体等）

入山マナーの向上、質の高い自然体験等を提供するため、尾瀬認定ガイド協議会を

設立。（H20.5）平成21年度から尾瀬自然ガイドを認定

・尾瀬ガイド協会 ガイド協会

NGO/NPO

研究者

国民・企業

（ガイド事業者）

・ガイド活動を実施

　ガイド付きのエ

コツアーの実施

を促進するなど

して、ガイドによ

り自然体験の質

が高まることを

積極的にPRす

る

環境省

尾瀬保護財団

・尾瀬ガイドネット

ワーク（H15～23）

尾瀬保護財団

関係県 関係県

（福島県）

・尾瀬において尾瀬認定ガイドを活用した質の高い環境学

習を行う県内の小中学生に対し助成を行う「ふくしま子ども

自然環境学習事業」を行い、生物多様性の重要性や自然と

の共生に対する意識の醸成を図っていく。

Ｈ２５

・尾瀬エコツーリ

ズム推進連絡会

議(H18～19)

関係市町村

環境教育とエ

コツーリズム

の推進

ガイドの資格

認定（登録）

制度の創設

　優れた資質を

持ったガイドを

養成するため、

ガイドの資格認

定（登録）制度を

創設し、尾瀬で

の環境教育やエ

コツーリズムが

効果的に行われ

るような体制を

整備する。

■尾瀬で学ぶ機会の創出

  子どもだけでなく、あらゆる世代

が、尾瀬をフィールドとして環境につ

いて学ぶ機会を積極的に創出する。

　

■地域の持続的振興

  地域の持続的振興を図るため、周

辺地域の多様な資源を活用したエコ

ツーリズムを実施する。

尾瀬保護財団

・尾瀬ガイド協会

（事務局運営受

託）

尾瀬保護財団

環境教育とエ

コツーリズム

の推進

関係市町村

ガイド利用の

促進

課題

必要となる具体的取り組み これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項
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⑧関係者間の役割分担

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

環境省

・「参加型管理運営体制構築に関するモデル事業（H19～H21）」として、「尾瀬国立公

園協議会」を設置

H１９

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

環境省 ・尾瀬国立公園協議会の運営を継続

その他国

・環境省より「尾瀬国立公園協議会」の運営を受託し、関係者の役割分担について検

討。

H２２～

・環境省より尾瀬国立公園協議会の運営を受託のうえ、関

係者間の役割分担の調整を図る。

継続実施

・「尾瀬国立公園関係者連絡会議」を設置し、関係者の取り組みを共有化

関係県

（福島県）

・「尾瀬国立公園福島県地域協議会」を設置し、関係者の取り組み情報を共有化

（H23/2/8休止）

Ｈ２０～２２

・尾瀬国立公園福

島県地域協議会

（福島県）

関係県

関係市町村

（南会津町）

・地域住民・山林所有者・隣接自治体等を含めた町協議会を設立し、財団や尾瀬国立

公園協議会等組織との情報伝達を密にする。（H20～）

関係市町村

（南会津町）

・地域住民・山林所有者・隣接自治体等を含めた町協議会

と、財団や尾瀬国立公園協議会等組織との情報伝達

山小屋等事業者

土地所有者

地域住民

NGO/NPO

研究者

国民・企業

環境省

・「参加型管理運営体制構築に関するモデル事業（H19～H21）」として、「尾瀬国立公

園協議会」を設置

H１９

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

環境省 ・尾瀬国立公園協議会の運営を継続

その他国

・環境省より「尾瀬国立公園協議会」の運営を受託し、地域との協働体制の構築につ

いて検討中

環境省より尾瀬国立公園協議会の運営を受託のうえ、関係

者間の役割分担の調整を図る。

継続実施

・「尾瀬国立公園関係者連絡会議」を設置し、関係者の取り組みを共有化

関係県

（福島県）

・子ども自然環境学習推進事業を、地元関係者による協議会（尾瀬環境学習推進協

議会：県、地元町村、観光協会、ガイド協会）で実施
Ｈ２３、２４

・尾瀬環境学種推

進協議会（檜枝岐

村）

関係県

（福島県）

・子ども自然環境学習推進事業を、地元関係者による協議

会（尾瀬環境学習推進協議会：県、地元町村、観光協会、ガ

イド協会）で実施

Ｈ２５

（檜枝岐村）

・尾瀬の清掃活動に対し、観光事業者からの出資を要請

（片品村）

・尾瀬における事業において婦人会等を活用

（片品村）

・尾瀬における事業において婦人会等を活用

継続実施

（南会津町）

・ボランティア活動等に対し、地元各組織へ的確な情報を発信し積極的な参画を要請

する。（H20～）

（南会津町）

・地元各組織の会合・イベント事業等への積極的な参画を

要請する。

H２５～

山小屋等事業者

（尾瀬林業）

・片品村戸倉区との協働を図る

土地所有者

地域住民

NGO/NPO

研究者

国民・企業

関係者間の

役割分担

尾瀬保護財団

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

・尾瀬国立公園関

係者連絡会議（尾

瀬保護財団）

尾瀬保護財団

課題

必要となる具体的取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

尾瀬保護財団

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

・尾瀬国立公園関

係者連絡会議（尾

瀬保護財団）

尾瀬保護財団

地域との協

働体制の構

築

　地域の積極的

な参加を促し、

地域との協働体

制を構築する

関係市町村 関係市町村

■施設の効率的な整備･管理方法

の検討

  木道などの施設に関し、尾瀬内で

の効率的な整備・管理の方法につい

て、関係者間で検討する。

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

役割分担の

合意形成

　国･自治体･

NPO･関係団体

等との新たな役

割分担について

合意形成を行う

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み
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⑨関係者間の総合調整

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

環境省

・「参加型管理運営体制構築に関するモデル事業（H19～H21）」として、「尾瀬国立公

園協議会」を設置

H１９ 環境省 ・尾瀬国立公園協議会の運営を継続

その他国

・「尾瀬国立公園関係者連絡会議」を設置し、担当者レベルで意見交換等を実施

・尾瀬サミットを開催し、各主体のトップレベルの意見交換等を実施

・尾瀬サミットを開催し、各主体のトップレベルの意見交換等

を実施。

継続実施予定

・環境省より「尾瀬国立公園協議会」の運営を受託し、情報共有・意見交換・総合調整

を実施

H２２～

・環境省より尾瀬国立公園協議会の運営を受託のうえ、情

報共有・意見交換・総合調整を図る。

継続実施

関係県

関係市町村

(南会津町）

・尾瀬サミット・尾瀬国立公園協議会・尾瀬ガイド協議会等での意見交換

関係市町村

(南会津町）

・尾瀬サミット・尾瀬国立公園協議会・尾瀬ガイド協議会等

情報の関係団体との共有強化

H２５～

山小屋等事業者

土地所有者

地域住民

NGO/NPO

研究者

国民・企業

必要となる具体的取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

関係者間の

総合調整

情報共有と

意見交換の

推進

　関係者が公園

管理の課題につ

いて情報を共有

し、意見交換・総

合調整する場を

設定する。

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

尾瀬保護財団 尾瀬保護財団

課題
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⑩安全対策

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・防災ヘリ等の着陸が可能な管理ヤード等の設置・管理

H２１見晴地区

H１６尾瀬沼地区

・ドクターヘリが尾瀬沼へ着陸可能条件の整備（H21） H２１

その他国

・ビジターセンター職員の遭難救助への協力 H８～

・平成８年～主にビジターセンターが関わった傷病事故の統計を作成・公表 H８～

・山ノ鼻地区の傷病事故体制整理に協力 H８～

（福島県）

・ドクターヘリの運航

～Ｈ２４

（福島県）

・ドクターヘリの運航

～Ｈ２９

（群馬県）

・片品村遭難対策救助隊に残雪期赤布設置及びロープ張りを委託

・片品村、利根沼田広域消防、尾瀬保護財団と連携し、山ノ鼻地区傷病体制の整備

～Ｈ２４

（群馬県）

・片品村遭難対策救助隊に残雪期赤布設置及びロープ張りを委

託

～Ｈ２９

（檜枝岐村）

・檜枝岐村遭難対策救助隊を組織

（檜枝岐村）

・檜枝岐村遭難対策救助隊による遭難等の防止対策を行う。

継続実施

（片品村）

・片品村遭難対策救助隊を組織

・登山届け管理

・至仏山残雪期誘導柵の設置、管理

・各ルートの赤布設置 （南会津町）

・ニゴリ沢刈払い ・町、警察署、広域消防署等との連携強化 H２５～

・群馬県警・広域消防との連携 ・田代・帝釈山周辺登山ルート等適正な案内誘導板増設

（南会津町）

・田代山・帝釈山周辺の登山ルートに適正な案内誘導坂を増設する。(町協議会主体：

・田代・帝釈山自然保護巡視員の増員

山小屋等事業者

（山小屋事業者）

・遭難救助への協力

山小屋等事業者

土地所有者

地域住民

（檜枝岐村民・片品村村民）

・遭難対策救助隊を編成、遭難予防対策及び遭難救助の実施

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

・グリーンワーカー事業により登山道の巡視及び軽微な管理業務を実施 ～H２４ ・直轄歩道の巡視及び適切な管理を実施

・職員による巡視による歩道管理・木道等補修の実施 ～H２４

その他国

・群馬県から歩道の簡易的な補修を受託 H８～

・職員の巡視による危険個所の把握及び管理者への伝達 H８～

（福島県）

・福島県自然公園清掃協議会へ負担金を支出し、登山道の巡視及び軽微な管理業務

～Ｈ２４

（福島県）

・福島県自然公園清掃協議会へ負担金を支出し、登山道の

～Ｈ２９

・関係機関の職員（環境省、県、檜枝岐村、林野庁等）による登山道の点検と危険箇

所、修繕等必要箇所の確認作業の実施（檜枝岐村の提案）

Ｈ２３、２４

・関係機関の職員（環境省、県、檜枝岐村、林野庁等）によ

る登山道の点検と危険箇所、修繕等必要箇所の確認作業

の実施

継続実施

（群馬県）

・山の鼻VC管理委託として、群馬県施行歩道の簡易補修を尾瀬保護財団に委託

～Ｈ２４

（群馬県）

・山の鼻VC管理委託として、群馬県施行歩道の簡易補修を尾瀬

保護財団に委託

～Ｈ２９

・尾瀬沼周辺の群馬県管理歩道について、危険個所の点検、木道補修及び支障木の

処理等の応急措置を尾瀬林業に委託

～Ｈ２４

・尾瀬沼周辺の群馬県管理歩道について、危険個所の点検、木

道補修及び支障木の処理等の応急措置を委託

～Ｈ２９

・関係者と連携して、危険木の調査及び処理を実施 ～Ｈ２４ ・関係者と連携して、危険木の調査及び処理を実施 ～Ｈ２９

（檜枝岐村）

・施行箇所を管理

（檜枝岐村）

・檜枝岐村遭難対策救助隊による遭難等の防止対策を行

・福島県自然公園清掃協議会尾瀬支部を運営し、登山道の巡視及び軽微な管理業務

を実施

（片品村）

・群馬県尾瀬美化愛護協会を運営し、登山道の巡視及び軽微な管理業務を実施

（南会津町）

・田代・帝釈山自然保護巡視員の増員

・片品村遭難対策救助隊の業務継続 ・頻度高い巡視活動の点検実施、環境省連携による補修対応

（南会津町）

・頻度の高い巡視活動を実施し、環境省等の指導の下、対応する

山小屋等事業者

（尾瀬林業）

・東京電力から歩道管理を受託

土地所有者

（東京電力）

・尾瀬林業に歩道の管理を委託（木道上の危険箇所等の点検・補修、枯損枝・枯損木

の現状把握、処理）

東京電力(株)

（施設管理者）

（東京電力）

・これまで（～H24年度まで）の取り組みを継続実施

地域住民

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

危険箇所の

補修・点検

　上記のような

特殊性を持つ尾

瀬での事故を未

然に防止するた

め、老朽化して

滑りやすくなった

木道等の点検･

補修、枯損木の

処理等の適切な

対応を実施する

環境省

尾瀬保護財団

関係県

関係県

（施設管理者）

関係市町村 関係市町村

課題

必要となる具体的取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

安全対策

環境省

（施設管理者）

尾瀬保護財団

関係県 関係県

環境省

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

傷病・遭難

対策の体制

整備

　地域内に医療

機関がないこ

と、地域内に車

輌の乗り入れが

できないこと、中

高年の利用が

多いことなど、尾

瀬地域が持つ特

殊性を考慮し、

地域ごとにまち

まちになってい

る傷病･遭難対

策の体制を統一

的に整備すると

ともに、関係者

や利用者に周知

する

関係市町村

・檜枝岐村遭難対

策救助隊（檜枝岐

村）

・片品村遭難対策

救助隊（片品村）

関係市町村

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

■医療体制の検討

  安心・安全に尾瀬を利用できるよう

にするため、尾瀬での救助体制のあ

り方について検討する。

－１９－
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⑪企業・団体や国民一般からのサポート体制

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

・「参加型管理運営体制構築に関するモデル事業（H19～H21）」として、「尾瀬国立公

園協議会」を設置

H１９

その他国

・企業等を訪問し、財団運営へのサポートを呼びかける H１９～

・寄付者への特典充実を図る。企業等訪問・HP・出版物等を通じ

て寄付を広く呼びかける。

継続実施

・HP、出版物等で財団への寄付を呼びかける H１９～ ・財団HPへの掲載のほか、イベント等により寄付を呼びかける。 継続実施

・「尾瀬フォーラムの開催」（H11～22）「NHKわたしの尾瀬写真展」の継続開催 Ｈ１１～

･「NHKわたしの尾瀬」写真展にて、財団の活動状況を説明する機

会を設け、来場者に寄付を呼びかける。

継続実施

関係県

（福島県）

・県ＨＰ及び文書で尾瀬保護財団への寄付を呼びかけ

Ｈ２４ 関係県

（福島県）

・県ＨＰ及び文書で尾瀬保護財団への寄付を呼びかけ

要請に応じ継続

対応

(南会津町）

・田代・帝釈山猿倉登山口トイレの利用者寄付として料金箱・啓発板設置

(南会津町）

・田代山頂・猿倉登山口トイレ利用者寄付として料金箱・啓

・土地所有者関連事業との連携 ・土地所有者事業の活用

・NPО展開事業との情報交換

山小屋等事業者

（尾瀬林業）

・グリーンボランティアなどの催行

土地所有者

（東京電力）

・グリーンボランティアなどの催行

地域住民

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

・「参加型管理運営体制構築に関するモデル事業（H19～H21）」として、「尾瀬国立公

園協議会」を設置（H19～）

H１９

その他国

・環境省より、「尾瀬国立公園協議会」の運営を受託し、サポーターと地域との交流に

ついて検討。

H２２～

・環境省より尾瀬国立公園協議会の運営を受託のうえ、サポー

ターと地域との交流について検討する。

継続実施

・尾瀬の魅力を広くＰＲするため、「尾瀬フォーラム」を開催。また、一般から募集した尾

瀬の風景等の写真を紹介する「わたしの尾瀬写真展」を各地で開催（ＮＨＫ共催）

H１１～

・「NHKわたしの尾瀬フォトコンテスト」を活用して、応募者や来場

者との交流を図る。

継続実施

・サポート側企業へ尾瀬に関心を持ってもらうための事業を検討

・サポート側企業のニーズを汲み取り、現地での活動（団体レク

チャー・ボランティア活動等）を計画のうえ実施する。

継続実施

関係県

(南会津町）

・町開催事業の情報提供、参加協力要請

(南会津町）

・町開催事業の情報提供、参加協力要請

・土地所有者事業との連携

・土地所有者・NPО団体等計画事業の地元団体等との共

同開催

山小屋等事業者

（尾瀬林業）

・グリーンボランティアなどの催行

土地所有者

（東京電力）

・グリーンボランティアなどの催行

地域住民

公園利用者

NGO/NPO

研究者

国民・企業

サポート側と

地域との交

流の場の設

定

　サポートを定

着させ、さらにそ

の輪を広げてい

くため、サポート

側と地域との交

流を図る機会を

設ける

環境省

関係市町村

関係市町村 関係市町村

サポートを受

ける仕組み

づくり

尾瀬保護財団

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀨保護財団）

尾瀬保護財団

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

毎年（5月～11

月）

関係市町村

　尾瀬に対する

様々なサポート

を広く企業･団体

や国民一般に呼

びかけるための

仕組みをつくる

環境省

課題

必要となる具体的取り組み

企業・団体や

国民一般から

のサポート体

制

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

尾瀬保護財団

・尾瀬国立公園協

議会（環境省・尾

瀬保護財団）

尾瀬保護財団

Ｈ２４（9～11月）

－２０－
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⑫尾瀬保護財団の充実

短期的（概ね5

年以内）に取り

組むべき事項

内容 実施主体 具体的な取り組み 実施した時期

既存の協議組織

（事務局）

実施主体 具体的な取組 実施する時期

環境省

その他国

・財団ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員３名（H20に1名採用）　（退職により現在２名） 職員の研修体制の充実を図る

・嘱託３名

・群馬県派遣職員３名

・福島県派遣職員１名

・尾瀬林業派遣職員１名

（福島県）

・職員を1名派遣

～Ｈ２４

（福島県）

・職員１名を派遣

～Ｈ２９

（群馬県）

・職員１名を財団職員として兼務させるとともに、職員を3名派遣

～Ｈ２４

（群馬県）

・職員を財団職員として兼務させる。また、職員数名を派遣する

～Ｈ２９

（南会津町）

・環境学習講座等への田代・帝釈山自然保護巡視員・尾瀬ガイド等の参加協力

（南会津町）

・田代・帝釈山自然保護巡視員の計画的増員

・環境省・財団等関連事業への参加

山小屋等事業

者

土地所有者

（尾瀬林業）

・職員を1名派遣

地域住民

公園利用者 友の会への入会

NGO/NPO

研究者

国民・企業 友の会への入会

環境省

その他国

・HPから「友の会」入会申込書のダウンロードに対応

・「友の会」会員へのメールマガジン

・尾瀬ボランティア会員数３４７人（H23.12末現在）

・「友の会」会員期間について、年度制（4/1～3/31）から年間制（加入又は更新から1

年間）への変更を行い、加入促進を図っている（H21～）

H２１～ ・会員への特典の充実を図り、新規会員の加入促進を図る 継続実施

（群馬県）

友の会に関するＰＲ、広報（県ＨＰ・報道提供等）

～Ｈ２４

（群馬県）

友の会に関するＰＲ、広報（県ＨＰ・報道提供等）

～Ｈ２９

(新潟県）

友の会に関するＰＲ、広報

(福島県）

友の会に関するＰＲ、広報

～Ｈ２４

(福島県）

友の会に関するＰＲ、広報

～Ｈ２９

関係市町村

(片品村・南会津町）

友の会制度啓発への協力

(南会津町）

・友の会制度資料等掲示、啓発事業協力

H２５～

山小屋等事業

者

友の会制度への協力

土地所有者

地域住民

公園利用者 友の会への入会

NGO/NPO

研究者

国民・企業 友の会への入会

課題

　財団に対する

支援組織である

「友の会」や尾

瀬ボランティア

の活動の充実を

図る

尾瀬保護財団

（理事・評議員）

尾瀬保護財団

（理事・評議員）

これまで（～Ｈ２４年度まで）の取り組み

関係県

H２５

（6～11月）

中長期的（概ね１０年以内）

に取り組む事項

人材育成

　尾瀬を取り巻く

課題に対応でき

る人材を財団内

に育成する。

必要となる具体的取り組み 概ね今後５年間（～Ｈ２９年度まで）に取り組んでいく事項

財団｢友の

会｣等の充実

強化

尾瀬保護財団

の充実

尾瀬保護財団

関係県

尾瀬保護財団

関係市町村 関係市町村

－２１－
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尾瀬国立公園及びその周辺地域に関係する事案を協議、調整する協議会･会議等  （H25.3.18現在）

生

態

系

の

野

生

動

物

環

境

保

全

適

正

利

用

施

設

整

備

環

境

教

育

役

割

分

担

総

合

調

整

安

全

対

策

サ

ポ

ー

ト

尾瀬国立公園協議会 環境省 事務局

環境省

委託先（H24年）

（財）尾瀬保護財団

前橋市大手町1-1-1

TEL 027-220-4431

FAX 027-220-4421

委員長

福島大学名誉教

授

樫村利道

環境省、関東森林管理

局、福島県、群馬県、新

潟県、栃木県、檜枝岐

村、片品村、魚沼市、日

光市、南会津町、自然環

境団体、東京電力、尾瀬

林業、観光協会、三井物

産、野鳥の会、山小屋組

合 （３０名）

・年１～２回開催

・H18に策定された「尾瀬ビジョン」に沿っ

て、尾瀬の諸課題への対応を検討

・H19環境省策定の「国立・国定公園の指

定及び管理運営に関する提言」に沿って、

多様な参画による国立公園の運営体制構

築を目指していく

・尾瀬ビジョンの各項目の進捗状況の把

握、本協議会が中心となって議論を進める

項目の選定等を行った。

○ ○ ○ ○

尾瀬国立公園快適利用の促

進（利用分散等）に関する小

委員会

環境省 関東地方環境事務所

さいたま市中央区新都心

11-2　18階

TEL 048-600-0816

FAX 027-600-0517

環境省、福島県、群馬

県、新潟県、檜枝岐村、

片品村、尾瀬保護財団、

日本自然保護協会、東京

電力、尾瀬林業、山小屋

組合、戸倉区（区長、尾瀬

対策委員長）（１３名）

・適宜開催

・当面、尾瀬の多様な魅力を楽しむ利用を

促進するための各種方策について、情報

共有と議論を行う。

・尾瀬の多様な魅力を楽しむ利用の促進

に向けた目標と課題及び対策を整理した。

○

生態系の状況の把握に関す

る小委員会（モニタリング小委

員会）

環境省 関東地方環境事務所

さいたま市中央区新都心

11-2　18階

TEL 048-600-0816

FAX 027-600-0517

環境省、樫村利道（尾瀬

国立公園協議会委員

長）、坂本充（尾瀬賞運営

委員長）、尾瀬保護財団

・適宜開催

・生態系の状況の把握に関するデータの

収集および提供方法等の検討
○

福島県尾瀬保護指導委員会 福島県 福島県生活環境部自然

保護課

福島市杉妻町2-16

TEL024-521-7251

FAX024-521-7928

会長

福島大学教授

木村吉幸

福島大学教授・木村吉

幸、元東北大学助手・内

藤俊彦、前県立川口高校

校長・神谷仁、独立行政

法人国立環境研究所室

長・野原精一、福島大学

教授・木村勝彦、県立大

沼高校教諭・菅原宏理、

福島大学准教授・黒沢高

秀（７名）

・年１～２回開催

・尾瀬の保護増殖に関する基本的事項、荒

廃湿原における植生復元の技術に関する

こと、その他保護増殖に関することについ

て検討し、指導を行う

・昭和44年度から調査研究の成果を報告

書にまとめ発行している。

○ ○

尾瀬保護専門委員会 群馬県 群馬県尾瀬保全推進室

前橋市大手町1-1-1

TEL027-226-2881

FAX027-220-4421

会長

齋藤　晋

県立高校教諭、その他研

究者（１２名）

・年１回程度開催。

・尾瀬の貴重な自然環境の保護及び回復

のため、指導助言、調査研究を行う。

・昭和52年度から毎年度、調査研究の成

果を報告書にまとめ発行している。

○ ○

尾瀬国立公園シカ対策協議

会

環境省 事務局

環境省片品自然保護官

事務所

片品村大字鎌田4010

TEL 0278-58-9145

FAX:0278-58-9150

議長

関東地方環境事

務所長

環境省、福島県、栃木

県、群馬県、新潟県、檜

枝岐村片品村、魚沼市、

南会津町、日光市、会津

森林管理署南会津支署、

東京電力、山小屋組合、

尾瀬保護財団（１４名）

・年１回開催

・尾瀬におけるニホンジカによる植生攪乱

等の問題に関し、特に行政が主体となって

実施している対策について情報共有を行う

・平成12年度より年１回 開催しており、各

機関の対策について情報交換及び連携調

整を図っている。

・平成20年度に新たな「尾瀬国立公園シカ

管理方針」を策定

○

尾瀬国立公園シカ対策アドバ

イザー会議

環境省 事務局

環境省片品自然保護官

事務所

片品村大字鎌田4010

TEL 0278-58-9145

FAX:0278-58-9150

議長

関東地方環境事

務所長

尾瀬保護専門員宇都宮

大学名誉教授・谷本丈

夫、尾瀬保護指導委員・

内藤俊彦、福島大学教

授・木村吉幸、宇都宮大

学教授・小金沢正昭、自

然環境研究センター主

幹・常田邦彦、日本自然

保護協会・辻村千尋（６

名）

・年１回開催

・尾瀬におけるニホンジカによる植生攪乱

等の問題に関し特に科学的知見から、各

種データを元に実効的な対策を検討する

・平成12年度より年１回開催しており、尾瀬

シカ関係のモニタリング結果や対策の状況

等についての意見交換や今後の対策実施

に向けた検討を行っている。

○

会議名

尾瀬ビジョン課題

事業主体・

費用の出所

連絡先 代表者 構成員 活動及び協議調整内容 今までの成果
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尾瀬国立公園ツキノワグマ対

策協議会

尾瀬保護財団 事務局

（財）尾瀬保護財団

前橋市大手町1-1-1

TEL 027-220-4431

FAX 027-220-4421

環境省、福島県、群馬

県、新潟県、魚沼市、檜

枝岐村、片品村、東京電

力、尾瀬林業、尾瀬山小

屋組合、各猟友会、対策

員、財団 （２３名）

・適宜開催

・ツキノワグマ出没対応マニュアルの運用・

改訂

・ツキノワグマ対策員の任命

・前身の尾瀬国立公園ツキノワグマ対策会

議でツキノワグマ保護管理マニュアルを作

成

○

山ノ鼻地区ツキノワグマ対策

連絡会議

尾瀬保護財団 事務局

（財）尾瀬保護財団

前橋市大手町1-1-1

TEL 027-220-4431

FAX 027-220-4421

環境省、群馬県、片品

村、東京電力、尾瀬林

業、尾瀬山小屋組合、尾

瀬ロッジ、山の鼻小屋、財

団（９名）

・適宜開催

・山の鼻地区でのツキノワグマ対策の検

討・実施

・頻繁に出没した学習放獣R106への対応

を検討し、ハイカーの安全を図った

○

ヨシッ堀田代地区ツキノワグ

マ対策連絡会議

尾瀬保護財団 事務局

（財）尾瀬保護財団

前橋市大手町1-1-1

TEL 027-220-4431

FAX 027-220-4421

環境省、林野庁、群馬

県、新潟県、魚沼市、片

品村、東京電力、尾瀬林

業、尾瀬山小屋組合、各

猟友会、財団　（１１名）

・適宜開催

・ヨシッ堀田代地区でのツキノワグマ対策

の検討・実施

・頻繁に出没した学習放獣R106への対応

を検討し、ハイカーの安全を図った。

○

特殊植物等保全事業検討委

員会

環境省 委託先（H24年）

（株）グリーンシグマ新潟

市西区坂井700-1

TEL 025-211-0010

FAX 025-269-1134

委員長

樫村利道

検討委員

学識経験者６名

土木系技師１名

尾瀬関係者

檜枝岐自然保護官

・人為等により荒廃した湿原植生を回復さ

せることを目的とした特殊植物等保全事業

について、事業結果をモニタリング評価し

ながら、適切な施行方法について検討し、

効果的な施行方法等について事業実施者

へ助言を行う。

・植生復元のため、熊沢田代で採取した種

子の播種を実施。 播種した種子が土壌に

定着するなどの成果が見られる。

○

至仏山保全対策会議 尾瀬保護財団 事務局

（財）尾瀬保護財団

前橋市大手町1-1-1

TEL 027-220-4431

FAX 027-220-4421

委員長

横浜国大院教授

加藤峰夫

環境省、群馬県、片品

村、みなかみ町、東京電

力、尾瀬林業、戸倉区、

遭難救助隊、日本自然保

護協会、山小屋組合、ｶﾞｲ

ﾄﾞ協会、財団　（１６名）

・「至仏山保全基本計画」を実施に移すた

めの検討会議。

・植生保護、登山者の安全のため、残雪期

の登山道閉鎖、東面登山道の上り専用化

などを実現。

○

至仏山環境調査専門委員会 尾瀬保護財団 事務局

（財）尾瀬保護財団

前橋市大手町1-1-1

TEL 027-220-4431

FAX 027-220-4421

委員長

東京学芸大学教

授

小泉武栄

 学識経験者、環境省、群

馬県、東京電力、日本自

然保護協会（９名）

・「至仏山保全基本計画」で登山道の付け

替えが検討されている区間を対象に、現登

山道の継続利用と迂回ルート候補地の環

境負荷に関する科学的調査を企画・実施

し、登山道のあり方について総合的な評価

を行う

○

福島県尾瀬自動車利用適正

化連絡協議会

檜枝岐村 事務局

檜枝岐村総務課

檜枝岐村字下ノ原880

TEL 0241-75-2500

FAX 0241-75-2460

会長福島県南会

津地方振興局長

環境省、森林管理署、福

島県、新潟県、檜枝岐

村、魚沼市、会津乗合、

檜枝岐村旅館組合、檜枝

岐村民宿組合、山小屋組

合、財団、南会津ﾊｲﾔｰ営

業会、檜枝岐村商工会（１

６名）

・福島県側における自動車の適正利用に

ついて、関係者間で連絡調整を行い規制

内容等を決定                                    ・

平成20年度以降は、平成19年度と同様の

交通システムを継続、状況変化等がない

限り、開催なし

・平成19年、御池にバスターミナルが設置

され、全面交通規制に、交通システムが大

幅に変更されたが、特に混乱も無く、利用

されている。
○ ○

片品村尾瀬交通対策連絡協

議会

片品村、みなかみ

町、関越交通、エ

コトランスファー、

財団、戸倉区、Ｐ&

Ｃ尾瀬

片品村役場

片品村鎌田3967-3

TEL 0278-58-2112

FAX 0278-58-2110

会長

片品村長

千明 金造

片品村、みなかみ町、尾

瀬林業、環境省、関東運

輸局、群馬県、財団、沼

田土木事務所、沼田警察

署、尾瀬保護協会、片品

村交通指導隊、地元村議

会議員、戸倉区長、尾瀬

対策委員長、戸倉旅館組

合長、Ｐ＆Ｃ尾瀬、ＪＲ沼

田駅長、関越交通、エコト

ランスファー組合（２４名）

・年２回開催。

・システム検討委員会必要に応じて開催。

・尾瀬国立公園の自然環境を保全し利用

の快適性と安全確保を図るため、自動車

による利用と適正化を達成することを目的

とする。

・混雑時における津奈木－鳩待峠間マイ

カー規制を行い、路上駐車を無くし、利用

者の安全と併せて環境保護のため乗合バ

スなどの運行により、排出ガスの削減も

行っている。

○ ○
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湯之谷温泉郷・尾瀬ルート活

性化委員会

会員負担金、県補

助金基金、市補助

金

魚沼市商工観光課観光

振興室

魚沼市大沢213-1

TEL025-792-9754

FAX025-793-1016

会長

富永三千敏

奥只見旅館飲食店組合、

銀山平キャンプ場組合、

栃尾又温泉旅館組合、大

湯温泉旅館組合、折立地

区温泉組合、おりたて振

興組合、魚沼市、新潟県

魚沼地域振興局、魚沼市

観光協会、NＰＯ魚沼交流

ネットワーク（約３０名）

・委員会を適宜開催。

・月1回程度の全体会、月2回程度の部会

別会議。

・4部会（PR・景観、体験交流、再発見、食

彩）、活用推進委員会を設置。

・「魚沼から行く尾瀬」を基幹戦略として活

性化対策を検討し、情報発信、ツアー等を

企画。

・道路標識の整備

・尾瀬にちなんだツアーを企画開催。

・ビューポイントの検討。

・尾瀬マップの充実。

・ネイチャーガイドの充実。

･小沢平の整備

・郷土食を取り入れた「尾瀬弁当」の開発、

販売。

○ ○

奥只見・尾瀬ルート打合会  魚沼市観光協会 魚沼市観光協会

魚沼市吉田1144

TEL 025-792-7300

FAX 025-792-7200

観光協会長

三友泰彦

新潟県、JR、関係交通機

関、地区旅館組合、魚沼

市、観光協会　（２０名）

・年２回程度開催

・関係機関で情報の交換・次年度の対応に

ついて協議検討する。

・バス早朝便の増、夜行を小出駅に臨時停

車し、タクシーでつなぐなど奥只見からの

新ルートを開拓した。

○

尾瀬ガイド協会 認定ガイド年会費

等で自主運営

受託先　事務局

（財）尾瀬保護財団

前橋市大手町1-1-1

TEL 027-220-4431

FAX 027-220-4421

会長

塩田政一

３県、１市１町２村、観光

協会、ガイド団体、財団

（１９名）

・尾瀬の環境教育とエコツーリズム推進の

ための事業運営

・尾瀬認定ガイドについての事業運営。

・21年度から尾瀬自然ガイド認定を開始。

・22年度から尾瀬登山ガイド認定を開始。

○

尾瀬国立公園関係者連絡会

議

尾瀬保護財団 （財）尾瀬保護財団

前橋市大手町1-1-1

TEL 027-220-4431

FAX 027-220-4421

（尾瀬保護財団） 環境省、森林管理署、３

県、１市１町２村、東京電

力、尾瀬林業、山小屋組

合、財団（１３名）

・尾瀬関係者が情報を共有し、緊密な連携

の下で公園事業等の円滑な推進を図るた

め開催。

・尾瀬における様々な課題について、意見

交換を実施。

○

片品村遭難対策救助隊 片品村 片品村役場

片品村鎌田3967-3

TEL 0278-58-2112

FAX 0278-58-2110

隊長

片品村長

千明 金造

隊長１名・顧問１名

尾瀬・白根・武尊班各５名

・年２回開催。

・役員会を必要に応じて開催。

・片品村区域内及び関係区域に発生する

遭難の防止及び救助を目的とする。

・道標付け、登山道の整備を行うほか、遭

難捜索・救助などで貢献している。

○

檜枝岐村遭難対策救助隊 檜枝岐村 檜枝岐村役場

檜枝岐村字下ノ原880

TEL 0241-75-2503

FAX 0241-75-2460

隊長

檜枝岐村消防団

長

星　清夫

猟友会（7名）

檜枝岐村消防団（4名）

ガイド団体（2名）

山小屋関係者（4名）

檜枝岐村役場（2名）

・救助活動、捜索活動

・年1回役員会開催

・登山道危険個所チェック

・冬山入山注意喚起・啓発

・主要登山道の巡視

・救助・搬送活動

・行方不明者の捜索

○

尾瀬沼地区運営協議会 檜枝岐村、長蔵小

屋、尾瀬沼山荘、

トイレ協力金、キャ

ンプ場収入

事務局

環境省 檜枝岐自然保護

官

檜枝岐村下ノ原867-1

TEL 0241-75-7301

会長

檜枝岐村長

星　光祥

環境省、福島県、檜枝岐

村、尾瀬林業、長蔵小

屋、尾瀬沼ヒュッテ、尾瀬

沼山荘（７名）

・尾瀬沼地区を中心とした自然環境の保全

と快適かつ適正な国立公園利用を推進す

る。

・トイレや排水を中心とした汚物・汚水処理

を効率的に行い快適な公園利用に役立っ

ている。 ○

尾瀬温泉地区運営協議会 檜枝岐村負担金、

民間施設負担金、

トイレ協力金

檜枝岐村役場

檜枝岐村字下ノ原880

TEL 0241-75-2503

FAX 0241-75-2460

会長

檜枝岐村長

星　光祥

福島県、檜枝岐村、尾瀬

林業、温泉小屋、尾瀬ヶ

原温泉休憩所、福島県南

会津地方振興局、環境省

（７名）

・定期総会、年１回。臨時総会を必要に応

じて行う。

・温泉地区の公衆トイレの管理運営

・多くの登山客が公衆トイレを利用している

が、定期的に清掃し、清潔に保たれてい

る。

○

尾瀬見晴地区運営協議会 檜枝岐村

見晴地区山小屋

ﾄｲﾚ協力金

ｷｬﾝﾌﾟ場収入

事務局

環境省 檜枝岐自然保護

官檜枝岐村下ノ原867-1

TEL 0241-75-7301

FAX 0241-75-7302

会長

檜枝岐村長

星　光祥

環境省、福島県、檜枝岐

村、長蔵小屋、尾瀬小

屋、原の小屋、燧小屋、

桧枝岐小屋、弥四郎小屋

（９名）

・定期総会を年１回開催。必要に応じて臨

時総会を開催

・見晴地区を中心とした自然環境の保全と

快適かつ適正な国立公園利用を推進する

・トイレや排水を中心とした汚物・汚水処理

を効率的に行い快適な公園利用に役立っ

ている。 ○

尾瀬美化愛護協会 片品村、群馬県、

環境省、７協会員

片品村役場

片品村鎌田3967-3

TEL 0278-58-2112

FAX 0278-58-2110

会長

片品村長

千明 金造

片品村

尾瀬林業戸倉支社群馬

県側の各山小屋（１１名）

・年１回開催。・役員会を必要に応じて開

催。・尾瀬の自然を保護すると共にその美

化を図ることを目的とする。

・ゴミ持帰りＰＲ・入山者指導。・各コースの

歩道木道の巡視点検。・清掃活動。・山荘

周辺の環境整備

○

尾瀬保護協会 山小屋組合、

片品村

事務局尾瀬林業戸倉支

社

片品村戸倉761

TEL 0278-58-7312

会長

関根　進

群馬県側の各山小屋

（７名）

・尾瀬の自然環境保全に力をつくすことを

第一義とし、併せて尾瀬探勝者に自然との

共生について理解と協力を求めていくこと

を目的とする

・山小屋関係者が入下山時にごみ拾いな

どを定期的に行い、環境整備時の一助を

担っている。

○

3



第10回尾瀬国立公園協議会資料１－２

尾瀬国立公園及びその周辺地域に関係する事案を協議、調整する協議会･会議等  （H25.3.18現在）

生

態

系

の

野

生

動

物

環

境

保

全

適

正

利

用

施

設

整

備

環

境

教

育

役

割

分

担

総

合

調

整

安

全

対

策

サ

ポ

ー

ト

会議名

尾瀬ビジョン課題

事業主体・

費用の出所

連絡先 代表者 構成員 活動及び協議調整内容 今までの成果

片品村戸倉区 戸倉区 （１年任期のため毎年変

わります）

代表

戸倉区長

戸倉区役員

（１５名程度）

・随時

・戸倉区独自の「快適利用の推進」「尾瀬

入山までのアプローチの検討」として冨士

見口、大清水口の利用推進案を検討

・現在、尾瀬交通対策連絡協議会へ提出

する案を作成。

○

富士見下～冨士見峠間の身

体障害者等の利用のあり方

検討委員会

片品村 片品村役場

片品村鎌田3967-3

TEL 0278-58-2112

FAX 0278-58-2110

会長

関根　進

（尾瀬山小屋組

合）

１８団体代表者 尾瀬ビジョンの基本理念に沿い、身障者等

にも尾瀬の壮大な自然を堪能してもらう事

を目的とし、調査・検討を行う。

H23年度から利用開始し、全ての参加者

（身障者等）から「満足」のいく内容との声

をいただいた。一方、木道の幅、傾斜の問

題等身障者等に配慮した整備を望む声も

出た。

○

田代山帝釈山管理検討会 南会津町 南会津町環境水道課

田島字後原甲3531-1

TEL 0241-62-6140

FAX 0241-62-1288

委員長

福島大学名誉教

授

樫村利道

有識者、山林所有者、地

元団体、環境省、福島

県、栃木県、檜枝岐村、

南会津町、日光市（１９

名）

・適宜開催 ・「田代山帝釈山管理方針」を策定。

○

「魚沼から行く尾瀬」環境学習

推進協議会

魚沼市

（社）魚沼市観光

協会

新潟県魚沼地域

振興局

（社）魚沼市観光協会

魚沼市吉田1144

TEL 025-792-7300

FAX 025-792-7200

会長

魚沼市商工観光

課長

魚沼市商工観光課

（社）魚沼市観光協会

新潟県魚沼地域振興局

「魚沼から行く尾瀬」環境学習プログラムを

活用した小中学校の自然体験学習活動を

支援する

Ｈ25から実施。交流人口拡大による地域の

活性化に資する

○

4



尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況評価表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－３（H25.3.18

◎

H19年８月30日付けで田代山・帝釈山

地域を編入し、尾瀬国立公園を指定

◎

【環境省】

・関係者の各種課題への科学的な対応に資するデータ提供のた

め、システムの運用を継続。

尾瀬賞及び尾瀬奨励賞の設置

尾瀬の学術情報を提供する生物多様

性情報システムを運用

【尾瀬保護財団】

・湿原研究者を支援する「尾瀬賞」を継続実施する。

・尾瀬の経年変化の把握のための定点観測（植生変化把握）地

点の設定との実施の検討・環境省からの利用適正化推進事業を

受託したうえで、掲載する論文等の収集を行うとともに随時更新

する。

【環境省】

・関係者の各種課題への科学的な対応に資するデータ提供のた

め、システムの運用を継続

○

【林野庁】

・平成１７年より、御池周辺等において固定プロットを設け、原生

的な自然林の状況を把握しながら、二次林から自然林への遷移

過程など未解明の分野について、必要な基礎データを収集する

ためのモニタリングを継続的に実施

調査結果（環境省によるシカ対策関係

調査）のＧＩＳ化を実施

【群馬県】

・尾瀬保護専門委員による各種モニタリング調査を実施すると共

に、調査結果を「尾瀬の自然保護」にまとめて発行する

【福島県】

・尾瀬保護指導委員会による調査を継続（シカ被害の調査など喫

緊のテーマを中心に）

【南会津町】

・田代山自然保護巡視員等による、動物の出没、植物の開花情

報の提供

■学術情報の公園管理への反映

   尾瀬地域内で行われる各種学術的な調査から得られ

る情報を今後の公園管理に役立たせるためのシステムを

つくる。

【環境省】

・関係機関が実施する対策の情報共有及び、全体として相補的

で効果的な取組となるよう、シカ対策協議会を通じて調整を図る

・尾瀬地域の生態系を維持するため、効果的な捕獲策を検討・実

施

・関係各者による取組の成果を確認するため、植生被害モニタリ

ング調査、ライトセンサス調査を実施

・より効果的・効率的な捕獲方法を検討する為、行動把握調査を

実施

【群馬県】

・「第3次管理計画」に基づき、適正な生息密度管理に向けた個体

数調整を実施

○

【福島県】

・「尾瀬の植生を保全するためのためのシカ対策（第５期）」を策

定し、尾瀬の植生被害を防ぐため各種対策を進めるとともに、町

村の有害捕獲を支援

尾瀬国立公園シカ対策協議会等で議

論を行い、関係各者が調査・対策を実

施

・「南会津・尾瀬ニホンジカ対策協議会（仮称）」（県、町村、地元

猟友会、観光団体、山小屋組合、尾瀬保護財団）による捕獲戦

略立案、捕獲調査、被ニッコウキスゲ食害対策等の実施

【檜枝岐村】

・檜枝岐村猟友会が環境省及び県から受託した個体数調整の業

務をサポートする

【南会津町】

・南会津町猟友会が福島県の調査捕獲業務等をサポート

・南会津町田代山自然保護巡視員による出没情報、被害情報の

提供

【片品村】

・群馬県及び関係機関等と共に群馬県尾瀬地域生物多様性協

議会を設置し生物多様性の保全再生等に取り組む。

【日光市】

・尾瀬との関連性が指摘されている奥日光において、個体数の

調整を行っていく

進捗状況の評価

（◎：取組済、○取組中、△未着手）

今後概ね5年以内に取り組む事項

生態系の状

況の的確な

把握

現状

（尾瀬ビジョン本文の引用）

短期的（概ね5年以内）に取り組むべき事項課題

野生動物対

策

目的区分

尾瀬を生態系的に捉えたモニタリング調査が体系的

に実施されておらず、生態系について判断する物差

し、科学的データが不十分な中で様々な課題への対

応を行わなければならない状態である。

■公園計画再検討■公園計画再検討■公園計画再検討■公園計画再検討

自然環境が尾瀬と同様に見られ、文化・伝統・利用の面からも尾瀬と深いつ

ながりがある、会津駒ヶ岳や田代・帝釈山地域を公園区域に含め、尾瀬と

一体として保護していくことについて、現在、環境省が進めている公園計画

の再検討に反映させる。なお、上記地域を加えた新しい「尾瀬」の公園区域

では、21世紀の新しい国立公園にふさわしい、保護・利用・管理運営のため

の施策を一体的に行うこととする。

■公園計画見直し点検

  公園計画の再検討終了後、引き続き検討すべき課題に

ついて、５年ごとに行われる公園計画の見直しの際に反

映させる。例えば、戸倉地区など国立公園公園の入口と

して利用拠点となる地域について公園計画に編入するこ

とを検討する。

■調査研究促進のための支援実施■調査研究促進のための支援実施■調査研究促進のための支援実施■調査研究促進のための支援実施

尾瀬の生態系の状況の推移について調査することは極めて重要であるの

で、調査研究活動を促進するための支援を実施する。

－

ニホンジカによる植生の攪乱が深刻な状況になって

いるが、シカの生態や行動についてしっかり把握でき

ていないため、有効な対策がとられていない。

■シカによる植生攪乱の実態把握と将来予測■シカによる植生攪乱の実態把握と将来予測■シカによる植生攪乱の実態把握と将来予測■シカによる植生攪乱の実態把握と将来予測

ﾆﾎﾝｼﾞｶが及ぼす尾瀬の植生に対する攪乱が深刻な状況になっているた

め、その実態把握と将来予測の実施。尾瀬からﾆﾎﾝｼﾞｶを排除することを含

めた積極的管理を行う。

■シカ管理体制の確立

  尾瀬でのニホンジカの管理体制を確立する。

「尾瀬」地域

の見直しにつ

いて

国立公園とし

て保全すべき

「尾瀬」の範

囲を見直す

国立公園区

域の見直し

（拡張）

生態的にも社会的にも尾瀬との連続性・一体性を持

つ会津駒ヶ岳地域、田代・帝釈山地域については、

現在、国立公園のエリア外になっており、自然公園法

に基づく保全対策がとられていない状況である。

尾瀬ビジョンの基本方針に沿った諸対策

長期的（概ね１０年以内）に取り組むべき事項

■効果的なモニタリング調査等の実施■効果的なモニタリング調査等の実施■効果的なモニタリング調査等の実施■効果的なモニタリング調査等の実施

各種ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の結果の統合や調査手法の統一化を進めるとともにGIS

ｼｽﾃﾑ等への蓄積を行う。

■モニタリング体制の確立

  尾瀬地域内で行われている様々なモニタリング調査の

実態を把握し、効率的かつ効果的なモニタリング体制を

確立する。

■第４次学術調査の実施

  第3次尾瀬総合学術調査が行われてから10年が経過す

るが、まだ解明されていない事項やこれまでの調査デー

タと比較して尾瀬の状況を把握するため、第4次の学術調

査の実施について検討する。

原生的な生態

系及び風景を

適切に保護す

る。

保護について
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尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況評価表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－３（H25.3.18

進捗状況の評価

（◎：取組済、○取組中、△未着手）

今後概ね5年以内に取り組む事項

現状

（尾瀬ビジョン本文の引用）

短期的（概ね5年以内）に取り組むべき事項課題目的区分

尾瀬ビジョンの基本方針に沿った諸対策

長期的（概ね１０年以内）に取り組むべき事項

【環境省】

・「尾瀬国立公園ツキノワグマ出没対応マニュアル」に沿って、直

轄歩道についてササの刈り払いや巡視等を実施

【尾瀬保護財団】

・尾瀬国立公園ツキノワグマ対策協議会の事務局として、構成す

る関係機関と協議しながら対策を実施する。

・同協議会により、継続可能な対策として、「ツキノワグマ出没対

応マニュアル」の見直しを行う。

・山小屋等と連携して目撃情報の収集するとともに、その結果を

随時、ホームページ等に掲載して注意喚起を図る。

･過去の目撃情報等を参考に関係者と連携のうえ、ササ等の刈り

払い作業を実施する。

○

【新潟県】

・これまでの取り組みを継続する。

クママニュアルを作成し、当該マニュア

ルに基づき各主体が取組を実施

【群馬県】

・ツキノワグマ保護管理計画に基づき、被害の軽減と地域個体群

の保護を図る。

【福島県】

・ツキノワグマ保護管理計画（H25.3改定）及び尾瀬ツキノワグマ

保護管理マニュアルに基づき、被害の軽減と地域個体郡の保護

を図る。

・人身被害が想定される緊急時には、警察等と連携し、迅速な対

応に努める（Ｈ２５から、南会津町、檜枝岐村に、緊急時の銃によ

る捕獲許可の権限を移譲）

【南会津町】

・クマ目撃情報の提供・捕獲対策

【東京電力】

・必要に応じて、検討・対応していく

【環境省】

H25にて予定されていた事業が終了する予定

【尾瀬保護財団・関係県】

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発

◎

【南会津町】

・田代山自然保護巡視員等によるゴミ持ち帰り運動の啓発

埋設ゴミの撤去を実施中（環境省所管

地）

【檜枝岐村】

・ゴミ持ち帰り運動についての啓発

【東京電力】

・万が一、発生した場合はその都度対応。

継続実施。お客さまとの対応の際は、呼びかけていく

【地域住民（南会津町）】

・田代・帝釈山沿線県道のゴミ撤去作業

◎

【群馬県】

・荒廃地における植生を復元するための植生復元事業の経過観

察を、尾瀬保護財団へ委託

植生復元事業を実施中 【福島県】

・荒廃地における植生を復元するための植生復元事業を、尾瀬

保護財団へ委託

【南会津町】

・田代山山頂木道付近の荒廃地の植生復元作業実施

【東京電力】

・これまで（～H24年度まで）の取り組みを継続実施

○

【尾瀬保護財団】

・至仏山保全対策会議において、至仏山保全計画に基づいて、

自然を保全するための各種対策を実施

・東面登山道の上り専用、残雪期の登山道閉鎖期間の周知徹底

及び携帯トイレの持参のPRを図る。

利用ルールの策定済

登山ルートの見直しは議論中

【群馬県（歩道管理者）】

・県が管理する東面登山道周辺部の植生保護･回復等の対策に

取り組む

【東京電力（土地所有者）】

・検討を重ねた上で、継続実施

○

【尾瀬保護財団】

・移入植物を尾瀬に持ち込まないよう各入山口で啓発

・福島県より受託し、移入植物の除去を実施。

日常的な維持管理として外来植物除去

を実施

【関係県】

・外来植物を尾瀬に持ち込まないよう啓発

【福島県】

・荒廃地における植生を復元するための植生復元事業を、尾瀬

保護財団へ委託

[南会津町]

・南会津町・田代山自然保護巡視員等による啓発活動

環境保全

原生的な生態

系及び風景を

適切に保護す

る。

野生動物対

策

保護について

■至仏山保全対策の実施■至仏山保全対策の実施■至仏山保全対策の実施■至仏山保全対策の実施

尾瀬の自然環境を特徴づける価値を有しているの至仏山については、保全

のための緊急対策会議がとりまとめる「至仏山保全基本計画」に沿って、登

山ルートの見直し、適正利用のためのルールづくりと管理などを行う。

■クマの生態把握

  ツキノワグマ対策をより実効あるものにするため、尾瀬

のツキノワグマの生態について把握するための調査を継

続して実施する。

■クマ対策マニュアルの作成・普及啓発■クマ対策マニュアルの作成・普及啓発■クマ対策マニュアルの作成・普及啓発■クマ対策マニュアルの作成・普及啓発

尾瀨においてツキノワグマと人間が共存していくため、その具体的対策を示

した「ツキノワグマ対策マニュアル」を作成すると共に、関係者及び一般利用

者への普及啓発を図り、安全・快適に尾瀨を利用できるようにする。

また、尾瀬に生息するツキノワグマの生態や行動が

十分に把握できていないため、クマと共存しながら入

山者が安全に尾瀬を楽しめるような各種対策が確立

されていない。

■外来植物対策■外来植物対策■外来植物対策■外来植物対策

尾瀬本来の植生を維持･回復させるため、専門家、NPO、山小屋等の協力

を受けて実態把握に努め、適切な外来植物対策を実施する。

最近では、尾瀬内で過去のごみが埋設されているこ

とが明らかになり、適切な対応が求められている。

■過去のごみ対策■過去のごみ対策■過去のごみ対策■過去のごみ対策

ごみのない尾瀬を実現するため、尾瀬内の過去のゴミについては、自然環

境の保護に配慮しつつ地域外へ搬出する。

湿原への踏み込み等これまでの利用や尾瀬沼の水

位を上げたこと等の環境改変の結果生じている影響

については、今後も必要な評価や調査を実施すると

ともに、適切な復元活動と経過観察を継続的に実施

する必要がある。

■植生荒廃地の復元対策■植生荒廃地の復元対策■植生荒廃地の復元対策■植生荒廃地の復元対策

尾瀬ヶ原や尾瀬沼周辺、アヤメ平等における植生荒廃地については、継続

して植生復元のための取り組みを行うとともに、経過観察のためのモニタリ

ング調査を実施する。

至仏山については、登山道周辺における植生の荒

廃、泥炭や土壌の流出が深刻な状況になっている。
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進捗状況の評価

（◎：取組済、○取組中、△未着手）

今後概ね5年以内に取り組む事項

現状

（尾瀬ビジョン本文の引用）

短期的（概ね5年以内）に取り組むべき事項課題目的区分

尾瀬ビジョンの基本方針に沿った諸対策

長期的（概ね１０年以内）に取り組むべき事項

【環境省】

・関係者の協力の下、歩道、登山道等の整備及び維持管理を実

施

・関係者の協力の下、排水処理施設、公衆トイレの整備・維持管

理【林野庁】

・森林生態系保護地域及び保安林の管理

・森林パトロールを実施

・森林生態系保護地域及び緑の回廊に関するパンフレットの作

成・配付

【群馬県】

・歩道、登山道等の整備（県単独及び施行委任）

◎

【福島県】

・歩道、登山道等の整備（県単独及び施行委任）

・自然保護指導員を設置し、利用者指導を実施

【片品村・魚沼市】

・利用ルール等の普及啓発活動を実施

【南会津町】

・田代山自然保護巡視員による歩道、登山道等の整備

・田代山自然保護巡視員等による利用ルール等の普及啓発活動

を実施

・町の専任監視・指導員の配置（パトロール・ルール指導・危険箇

所対策・清掃等：継続）

【南会津町総合支援センター】

・南会津町から美化巡視業務を受託し、保全業務を実施

【国立公園 田代山・帝釈山保護の会】

・田代山・帝釈山の美化活動・巡視協力

植生の回復状況等を判断する場合の科学的な判断

基準が確立されておらず、関係者間の認識に差が生

じている。また、自然の修復の目標をどこに設定する

のかについて、関係者間で共通認識を持つに至って

いない。

【環境省】

・尾瀬地域全体の利用適正化のため、快適な利用の推進に向け

た情報提供を、尾瀬沼VCの運営を通じて実施

・登山者カウンターを設置し、尾瀬全体の利用者数をモニタリン

グ（H1～）

　　　　　　　　　　　○

群馬県による社会実験を中心として、

尾瀬国立公園協議会で議論

【尾瀬保護財団】

・利用適正化事業を環境省から受託したうえで、情報提供による

快適な尾瀬利用を促進・誘導する。

・財団ホームページの快適利用のススメにて、快適登山日カレン

ダーを作成し、情報発信を行う。

・シーズン中に毎日更新するブログ「今朝の尾瀬山ノ鼻」内にて、

最新の情報と合わせて尾瀬学校の入山予定を掲載する。

・利用者の情報収集の媒体を考慮して、ブログやメールマガジン

等の活用を検討のうえ、幅広い情報発信を進める。

・「片品村尾瀬交通対策連絡協議会」「福島県尾瀬自動車利用適

正化連絡協議会」の依頼を受けて交通対策チラシを配布

・地元自治体やガイド団体等と協力して、現地でのガイダンスを

主体として、尾瀬の適正な利用について情報発信を進める。

【福島県】

・交通規制による快適な利用を推進（「尾瀨自動車利用適正化連

絡協議会」

【片品村】

・「片品村尾瀬交通対策連絡協議会」及び「尾瀬交通システム検

討委員会」を設置し、交通規制による入山口の分散化、快適な利

用を推進

【魚沼市】

・新潟県側からの入山を促進するためPR活動の実施

【南会津町】

・田代・帝釈山登山口トイレ修繕

・田代・帝釈山の入山を促進するためのＰＲ活動を実施

・田代・帝釈山の入山を促進するためのシャトルタクシー運行

環境省、福島県がハードの整備：維持

管理を実施し、地元市町村がパトロー

ル・普及啓発等ソフト対策を実施

利用について

保護について

原生的な生態

系及び風景を

適切に保護す

る。

環境保全

利用が生態

系に与える負

荷を軽減する

とともに、環境

を損なわずに

自然との充実

したふれあい

が体験できる

利用方法（エ

コツーリズム

など）を推進

する。

適正利用の

推進

尾瀬への入山者数は平成8年の約64万人をピークに

減少が続き、平成17年はその約半分の32万人弱と

なった。極端に混雑するのは、ミズバショウやニッコ

ウキスゲの開花時期の週末など僅かな日数ではある

が、鳩待峠など特定の入山口や週末に利用が集中

する傾向が続き、尾瀬での快適な利用を妨げる一因

となっている。

■保護の強化■保護の強化■保護の強化■保護の強化

既存の公園区域内はもちろん、会津駒ヶ岳や田代･帝釈山地域など利用増

によって植生等が荒廃することのないよう、関係機関が一体となって取り組

む。

■快適利用の促進■快適利用の促進■快適利用の促進■快適利用の促進

特定の季節、特定の入山口に集中する傾向がある利用を分散させ、快適な

尾瀨利用を促進する

■利用促進目標の設定

  利用の数値目標を設定する。
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進捗状況の評価

（◎：取組済、○取組中、△未着手）

今後概ね5年以内に取り組む事項

現状

（尾瀬ビジョン本文の引用）

短期的（概ね5年以内）に取り組むべき事項課題目的区分

尾瀬ビジョンの基本方針に沿った諸対策

長期的（概ね１０年以内）に取り組むべき事項

【尾瀬保護財団】

・尾瀬に関する情報を現地及び関係機関から集約し、適正利用

に向けた情報発信を継続的に行うとともに、より利用者に分かり

やすく掲載内容や発信方法を検討する。

【群馬県】

・山の鼻VC管理事業を尾瀬保護財団へ委託し、適正利用の促進

に向けた情報提供を実施

○

【福島県（要望）】

尾瀬の各地域の放射線情報を、財団が一元化して発信する（情

報源組織は、それぞれが公表するとともに、財団に即時情報提

供する）。

回遊型・宿泊型利用の促進のための

情報提供のあり方を検討・実施中

【檜枝岐村】

・御池における情報提供の必要性の検討・ボランティアによる情

報提供の実施

【片品村】

・観光協会におけるHP等での情報提供

・尾瀬に関するHPを運営し尾瀬についての情報発信を行う。

【南会津町】

・田代山猿倉登山口における情報提供の実施

・観光協会におけるHP等での情報提供・情報誌等の配布

【環境省】

関係者間の合意や社会情勢の変等の必要に応じ、公園計画、管

理計画等の見直しを行う

　　　　　　　　　　　○

管理計画策定時に議論済だが、

管理計画が未策定のため

【尾瀬保護財団】

・環境省からの適正化推進事業を受託し、適正な利用推進に向

けた取り組みを実施する。

・同事業により、大清水地区の魅力を紹介する案内マップを作成

し、関係機関に配布する。

・尾瀬に興味を持ってもらう内容を検討のうえ、尾瀬の適正な利

用方法について周知を図る。

【新潟県】

・ 鳥獣保護区特別保護地区のH25再指定

【片品村】

・富士見下～富士見峠間を利用した身障者等限定自然観察会の

実施

【南会津町】

・環境省等関係機関との連絡調整

【環境省】

・関係者間の合意や社会情勢の変等の必要に応じ、公園計画、

管理計画等の見直しを行う

【群馬県】

・尾瀬らしい自動車利用社会実験の実施（第３回）

○

【福島県】

・「福島県尾瀬自動車利用適正化連絡協議会」において、望まし

い交通体系を検討

群馬県による社会実験を中心として、

尾瀬国立公園協議会で議論

【新潟県】

・これまでの取り組み（「湯ノ谷温泉郷・尾瀬ルート活性化委員

会」への参画、道路改良等を通じた利便性の向上、新潟・福島豪

雨による被災施設の早期復旧）を継続する。

【南会津町】

・田代・帝釈山猿倉登山口までのシャトルバス・タクシーの運行

△

【環境省】

・交通体系に関する調査の実施

【南会津町】

・入山者カウンターによる入山者総数の把握・関係機関との連絡

調整

【環境省】

・尾瀬地域全体の各種課題に対応するため、尾瀬沼VCを効果的

に活用する方法を検討

○

【尾瀬保護財団】

・環境省・群馬県より尾瀬沼・山の鼻VC運営業務を受託したうえ

で、工夫を凝らした展示や企画、管理運営を継続実施

・尾瀬内での自然・利用情報の提供施設として、効果的な情報提

供を継続実施

尾瀬国立公園独立時に

設置場所を検討し、公園計画を変更

【群馬県】

・山の鼻ビジターセンターの展示内容を検討し、更新・充実

【檜枝岐村】

・尾瀬ブナの森ミュージアムを運営

【南会津町】

・環境学習施設の活用促進計画立案・実施

施設整備

現在ある2つのビジターセンターはいずれも尾瀬の核

心部内にあり、尾瀬内での自然解説や尾瀬の保護

管理の面では効果的であるが、利用者に対する入山

前のマナー啓発や情報提供を行うことができない状

況である。

尾瀬への入山者数は平成8年の約64万人をピークに

減少が続き、平成17年はその約半分の32万人弱と

なった。極端に混雑するのは、ミズバショウやニッコ

ウキスゲの開花時期の週末など僅かな日数ではある

が、鳩待峠など特定の入山口や週末に利用が集中

する傾向が続き、尾瀬での快適な利用を妨げる一因

となっている。

適正利用の

推進

利用について

利用が生態

系に与える負

荷を軽減する

とともに、環境

を損なわずに

自然との充実

したふれあい

が体験できる

利用方法（エ

コツーリズム

など）を推進

する。

■情報提供のあり方の検討■情報提供のあり方の検討■情報提供のあり方の検討■情報提供のあり方の検討

尾瀬の適正利用を図るために効果的な情報提供のあり方を検討する

■エリアごとの利用方法の検討■エリアごとの利用方法の検討■エリアごとの利用方法の検討■エリアごとの利用方法の検討

拡張エリアも含めた新しい尾瀬地域においては、積極的に利用するエリア、

利用を厳しく制限し生態系を守るエリアなど、自然の状況に応じたエリアごと

の利用方法を検討する

■尾瀬入山までのアプローチの検討■尾瀬入山までのアプローチの検討■尾瀬入山までのアプローチの検討■尾瀬入山までのアプローチの検討

尾瀬の適正利用を推進するために望ましい交通体系・アプローチを検討す

る

■現在の対策の効果検証■現在の対策の効果検証■現在の対策の効果検証■現在の対策の効果検証

現在実施されている適正利用推進のための施策の効果を検証する。

■中心部の過剰利用解消

  尾瀬地域における多様な利用方法を提案し、中心部へ

の利用集中を解消する。

■山小屋のあり方の検討

   これまで各山小屋は、入山者に対する自然解説、マ

ナー啓発、傷病対応など、適正利用の推進に寄与してき

たが、今後も尾瀬の自然環境を維持しつつ利用の分散化

を図るなど、適正利用の推進のために実施すべきことを

検討する。

■環境に調和した施設整備のあり方の検討

　木道や観察テラスなど、環境特性に適合した施設整備

のあり方について検討する。

■ビジターセンターのあり方の検討■ビジターセンターのあり方の検討■ビジターセンターのあり方の検討■ビジターセンターのあり方の検討

ビジターセンターの設置場所、展示内容、スタッフ等、その機能が最も効果

的に発揮されるビジターセンターのあり方について検討する。
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進捗状況の評価

（◎：取組済、○取組中、△未着手）

今後概ね5年以内に取り組む事項

現状

（尾瀬ビジョン本文の引用）

短期的（概ね5年以内）に取り組むべき事項課題目的区分

尾瀬ビジョンの基本方針に沿った諸対策

長期的（概ね１０年以内）に取り組むべき事項

◎

【環境省】

必要に応じ、直轄区間の標識を整備

国立公園施設の使用標準化検討会に

おいてサイン統一化や活用方法を検討

【南会津町】

・関係機関と国・県・町道等への尾瀬国立公園表示協議

【群馬県】

・尾瀬らしい自動車利用社会実験の実施（第３回）

【福島県】

・必要に応じて沼山口、御池口のあり方について検討（福島県尾

瀨自動車利用適正化連絡協議会）

○

【檜枝岐村】

・「福島県尾瀨自動車利用適正化連絡協議会」を設置し、沼山

口、御池口のあり方について検討を実施

群馬県による社会実験を中心として、

尾瀬国立公園協議会で議論

【魚沼市】

・新潟県から入る魚沼ルートの交通体系、アプローチについて検

討

・遊覧船運航に伴う連絡路の安全対策を行う

【南会津町】

・田代山・帝釈山を対象とした『環境学習施設』の充実と、猿倉川

衣登山口駐車場等整備方針を検討

・田代山登山口トイレ修繕

【尾瀬保護財団】

・現地における団体レクチャーの実施。

・学校等へ講師を派遣し、尾瀬に関する講演の実施

・尾瀬に興味を持ってもらう講義内容を検討のうえ実施予定

◎

【群馬県】

・群馬県内の小中学生が1度は尾瀬を訪れ,ガイドを伴った環境学

習を行う「尾瀬学校」を実施。

・尾瀬子どもサミットの開催

・子ども向け冊子「尾瀬ミニブック」を作成・配布

・移動尾瀬自然教室の開催

・尾瀬保護財団への委託により山の鼻ＶＣに環境学習指導員を

配置し、親子連れ等を対象とした環境学習ミニガイドツアーを実

施

都道府県が子ども尾瀬サミット等を、市

町村が尾瀬学習等を、継続的して開催

【福島県】

・ふくしま子ども自然環境学習推進事業を実施

・尾瀬子どもサミットの開催

【新潟県】

・これまでの取り組みを継続する。

【南会津町】

・子供達の環境学習と地域間・世代間交流を基本とした受入れを

具体化する

・町内小・中学生、親子等の田代山登山の実施

【檜枝岐村】

・全国の小･中学生及び公民館行事等で子どもたちが尾瀬環境

学習事業の実施について推進･支援

【三井物産】

・南会津みどりの東北元気キャンプを継続開催

◎

【尾瀬保護財団】

・尾瀬ガイド協会から事務局運営業務を受託。尾瀬自然ガイド及

び登山ガイド試験、更新講習等を実施する。

【福島県】

・尾瀬ガイド協会に参加し、運営に協力。

【南会津町】

尾瀬ガイド協会との連携強化、地元ガイドの育成促進。

【尾瀬保護財団】

・地元自治体やガイド団体等と協力のうえ、現地のガイダンスを

開催して、尾瀬の適正な利用について情報発信を進める。

◎

【群馬県】

・群馬県内の小中学生が1度は尾瀬を訪れ,ガイドを伴った環境学

習を行う「尾瀬学校」を実施

・山の鼻ビジターセンター等施設の利用を供与

群馬・福島両県によるガイドを伴った環

境学習及び当該事業の広報の実施

【福島県】

・尾瀬において尾瀬認定ガイドを活用した質の高い環境学習を行

う県内の小中学生に対し助成を行う「ふくしま子ども自然環境学

習事業」を行い、生物多様性の重要性や自然との共生に対する

意識の醸成を図っていく。

【新潟県】

・これまでの取り組みを継続する。

【南会津町】

・尾瀬ガイド・地元ガイドの啓発・活用促進

利用が生態

系に与える負

荷を軽減する

とともに、環境

を損なわずに

自然との充実

したふれあい

が体験できる

利用方法（エ

コツーリズム

など）を推進

する。

尾瀬保護財団や尾瀬ガイド協会が、尾

瀬自然ガイドや登山ガイドの認定制度

を整備

環境教育と

エコツーリズ

ムの推進

自然保護の原点である尾瀬は、子どもたちの環境学

習やエコツーリズムのフィールドとして最適であるが、

ガイドの資質にばらつきがあったり、ガイドの有効性

についての理解が進んでいない状況である。

■地域の持続的振興

  地域の持続的振興を図るため、周辺地域の多様な資源

を活用したエコツーリズムを実施する。

施設整備

現在ある2つのビジターセンターはいずれも尾瀬の核

心部内にあり、尾瀬内での自然解説や尾瀬の保護

管理の面では効果的であるが、利用者に対する入山

前のマナー啓発や情報提供を行うことができない状

況である。

利用について

■尾瀬で学ぶ機会の創出

  子どもだけでなく、あらゆる世代が、尾瀬をフィールドと

して環境について学ぶ機会を積極的に創出する。

■ガイド利用の促進■ガイド利用の促進■ガイド利用の促進■ガイド利用の促進

ガイド付きのエコツアーの実施を促進するなどして、ガイドにより自然体験の

質が高まることを積極的にPRする。

■サイン計画■サイン計画■サイン計画■サイン計画

新しい国立公園にふさわしいサイン計画を実施する。

■入山口の整備■入山口の整備■入山口の整備■入山口の整備

鳩待峠など尾瀬の主要な入山口について、国立公園の玄関にふさわしいも

のに整備するため、車道、駐車場、ビジターセンター等のあり方を検討す

る。

■環境配慮や適正利用に役立つ最新技術導入の検討

  環境配慮や適正利用に役立つ最新技術を尾瀬での施

設整備にいかに導入していくかについて検討する。

■未来を担う子ども達の受け入れ■未来を担う子ども達の受け入れ■未来を担う子ども達の受け入れ■未来を担う子ども達の受け入れ

未来を担う子供たちの環境教育が更に尾瀬で行われるよう積極的に働きか

けていく。

■ガイド資格認定（登録）制度の創設■ガイド資格認定（登録）制度の創設■ガイド資格認定（登録）制度の創設■ガイド資格認定（登録）制度の創設

優れた資質を持ったガイドを養成あうるため、ガイドの資格認定（登録）制度

を創設し、尾瀬での環境教育やエコツーリズムが効果的に行われるような

体制を整備する。
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尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況評価表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－３（H25.3.18

進捗状況の評価

（◎：取組済、○取組中、△未着手）

今後概ね5年以内に取り組む事項

現状

（尾瀬ビジョン本文の引用）

短期的（概ね5年以内）に取り組むべき事項課題目的区分

尾瀬ビジョンの基本方針に沿った諸対策

長期的（概ね１０年以内）に取り組むべき事項

○

【環境省】

・尾瀬国立公園協議会の運営を継続

尾瀬国立公園協議会の設置 【尾瀬保護財団】

・環境省より尾瀬国立公園協議会の運営を受託のうえ、関係者

間の役割分担の調整を図る。

【南会津町】

・地域住民・山林所有者・隣接自治体等を含めた町協議会と、財

団や尾瀬国立公園協議会等組織との情報伝達

【環境省】

・尾瀬国立公園協議会の運営を継続

◎

【福島県】

・子ども自然環境学習推進事業を、地元関係者による協議会（尾

瀬環境学習推進協議会：県、地元町村、観光協会、ガイド協会）

で実施

尾瀬国立公園協議会の設置 【片品村】

・尾瀬における事業において婦人会等を活用

【南会津町】

・地元各組織の会合・イベント事業等への積極的な参画を要請す

る。

◎

【環境省】

・尾瀬国立公園協議会の運営を継続

尾瀬国立公園協議会の設置 【尾瀬保護財団】

・環境省より尾瀬国立公園協議会の運営を受託のうえ、関係者

間の役割分担の調整を図る。

【南会津町】

・尾瀬サミット、尾瀬国立公園協議会、尾瀬ガイド協議会等情報

の地元関係団体との共有強化

【群馬県】

・片品村遭難対策救助隊に残雪期赤布設置及びロープ張りを委

託

○

【福島県】

・ドクターヘリの運航

【檜枝岐村】

・檜枝岐村遭難対策救助隊による遭難等の防止対策を行う。

【南会津町】

・田代山・帝釈山周辺の登山ルートに適正な案内誘導坂増設

・田代山自然保護巡視員の増員

【環境省】

・直轄歩道の巡視及び適切な管理を実施

◎

【群馬県】

・山の鼻VC管理委託として、群馬県施行歩道の簡易補修を尾瀬

保護財団に委託

・尾瀬沼周辺の群馬県管理歩道について、危険個所の点検、木

道補修及び支障木の処理等の応急措置を委託

・関係者と連携して、危険木の調査及び処理を実施

各施設管理者が維持管理を実施 【福島県】

・福島県自然公園清掃協議会へ負担金を支出し、登山道の巡視

及び軽微な管理業務を実施

・関係機関の職員（環境省、県、檜枝岐村、林野庁等）による登

山道の点検と危険箇所、修繕等必要箇所の確認作業の実施

【檜枝岐村】

・檜枝岐村遭難対策救助隊による遭難等の防止対策を行う。

【南会津町】

・田代山自然保護巡視員の増員

・頻度の高い巡視活動を実施し、環境省連携による補修対応

管理運営体

制について

地域と積極的

に連携すると

ともに、国民

一般から広く

支持と支援

（サポート）を

受けることが

できる公園管

理体制を確立

する。

安全対策

各市町村の救助隊をはじめとした救助

体制に関する情報を、国立公園協議会

において関係者間で共有

関係者間の

総合調整

尾瀬の関係者間で調整を要する課題が発生した場

合、機動的に対応する場がない。

■情報共有と意見交換の推進■情報共有と意見交換の推進■情報共有と意見交換の推進■情報共有と意見交換の推進

関係者が公園管理の課題について情報を共有し、意見交換・総合調整する

場を設定する。

関係者間の

役割分担

三位一体改革後の施設整備についての役割分担や

財源負担について、関係者間でしっかりとした合意形

成ができていない。地域との協働を明確に示し、地域

とともに支える国立公園であることを示す必要があ

る。

■地域との協働体制の構築■地域との協働体制の構築■地域との協働体制の構築■地域との協働体制の構築

地域の積極的な参加を促し、地域との協働体制を構築する

■傷病・遭難対策の体制整備■傷病・遭難対策の体制整備■傷病・遭難対策の体制整備■傷病・遭難対策の体制整備

地域内に医療機関がないこと、地域内に車輌の乗り入れができないこと、中

高年の利用が多いことなど、尾瀬地域が持つ特殊性を考慮し、地域ごとに

まちまちになっている傷病･遭難対策の体制を統一的に整備するとともに、

関係者や利用者に周知する

尾瀬内は木道や登山道が整備されているが、尾瀬の

利用者の大半が中高年齢者であるという状況の中

で、木道の老朽化等により転倒事故等の発生が懸念

される場所が存在する。

■危険箇所の補修・点検■危険箇所の補修・点検■危険箇所の補修・点検■危険箇所の補修・点検

上記のような特殊性を持つ尾瀬での事故を未然に防止するため、老朽化し

て滑りやすくなった木道等の点検･補修、枯損木の処理等の適切な対応を

実施する

■医療体制の検討

安心・安全に尾瀬を利用できるようにするため、尾瀬での

救助体制のあり方について検討する。

■役割分担の合意形成■役割分担の合意形成■役割分担の合意形成■役割分担の合意形成

国･自治体･NPO･関係団体等との新たな役割分担について合意形成を行う

■施設の効率的な整備・管理方法の検討

  木道などの施設に関し、尾瀬内での効率的な整備・管

理の方法について、関係者間で検討する。

遭難事故が発生した際の救援体制についても明確に

なっていない状況である。
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尾瀬ビジョンに係る現在の進捗状況評価表

第10回尾瀬国立公園協議会資料１－３（H25.3.18

進捗状況の評価

（◎：取組済、○取組中、△未着手）

今後概ね5年以内に取り組む事項

現状

（尾瀬ビジョン本文の引用）

短期的（概ね5年以内）に取り組むべき事項課題目的区分

尾瀬ビジョンの基本方針に沿った諸対策

長期的（概ね１０年以内）に取り組むべき事項

○

【尾瀬保護財団】

・寄付者への特典充実を図る。企業等訪問・HP・出版物等を通じ

て寄付を広く呼びかける。

・財団HPへの掲載のほか、イベント等により寄付を呼びかける。

･「NHKわたしの尾瀬」写真展にて、財団の活動状況を説明する

機会を設け、来場者に寄付を呼びかける。

尾瀬保護財団が、企業等訪問や出版

物を通じて、財団へのサポートを呼び

かけ

土地所有者がボランティアツアーを実

施

【南会津町】

・田代山山頂・猿倉登山口トイレの利用時寄付依頼

・土地所有者事業の活用

・NPО展開事業との情報交換

△

【尾瀬保護財団】

・「NHKわたしの尾瀬フォトコンテスト」を活用して、応募者や来場

者との交流を図る。

・サポート側企業のニーズを汲み取り、現地での活動（団体レク

チャー・ボランティア活動等）を計画のうえ実施する。

【福島県】

・県ＨＰ及び文書で尾瀬保護財団への寄付を呼びかけ

【南会津町】

・土地所有者・NPО団体等計画事業の地元団体等との共同開催

【群馬県】

・職員を財団職員として兼務させる。また、職員数名を派遣する

○

【福島県】

・職員１名を派遣

研修の充実 【南会津町】

・田代山自然保護巡視員の増員

・環境省・財団等関連事業への参加

◎

【群馬県・福島県】

友の会に関するＰＲ、広報（県ＨＰ・報道提供等）

更新期間の短縮や広報の強化を実施 【南会津町】

・友の会制度啓発への協力

管理運営体

制について

地域と積極的

に連携すると

ともに、国民

一般から広く

支持と支援

（サポート）を

受けることが

できる公園管

理体制を確立

する。

尾瀬保護財

団の充実

財団が設立されてから１０年が経過し、財団が果たす

べき役割について周囲から期待が高まってきている

が、財団を運営する事務局体制を例にとっても関係

する自治体や企業からの期間を定めた出向者が大

半を占めるなど、山積する課題に十分対応できる体

制とは言い難い状況である。また、自主的な事業を

実施するための財政基盤も不十分である。

■サポートを受ける仕組みづくり■サポートを受ける仕組みづくり■サポートを受ける仕組みづくり■サポートを受ける仕組みづくり

尾瀬に対する様々なサポートを広く企業･団体や国民一般に呼びかけるた

めの仕組みをつくる

企業・団体や

国民一般か

らのサポート

体制

尾瀬は、多くの関係機関や土地所有者である民間企

業によって保全されてきたが、行政の今後の財政負

担にも限界があるため、尾瀬の自然環境の保全に支

障が生じる恐れがあり、それを支えるサポート体制が

構築されていない。

■サポート側と地域との交流の場の設定■サポート側と地域との交流の場の設定■サポート側と地域との交流の場の設定■サポート側と地域との交流の場の設定

サポートを定着させ、さらにその輪を広げていくため、サポート側と地域との

交流を図る機会を設ける。

■財団「友の会」等の充実強化■財団「友の会」等の充実強化■財団「友の会」等の充実強化■財団「友の会」等の充実強化

財団に対する支援組織である「友の会」や尾瀬ボランティアの活動の充実強

化を図る。

■人材育成■人材育成■人材育成■人材育成

尾瀬を取り巻く課題に適切に対応できる人材を財団内に育成する。
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第 10 回尾瀬国立公園協議会 資料２ 
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第 11 回快適利用の促進（利用分散等）に関する小委員会の結果について 

 

＜経緯＞ 

 

尾瀬の利用については、利用者の大半が日帰りで鳩待峠を往復利用し、尾瀬内での宿泊率が３割程度と、尾瀬の持つ多様な魅力をゆっ

くり楽しむ利用がなされていない。 

利用適正化小委員会では、目指すべき利用である「尾瀬の持つ多様な魅力をゆっくり楽しむ利用」への誘導を目的に、その具体的方策

を議論してきた。 

 

目指すべき利用のあり方への誘導方策 これまでの実施内容 

自動車によるアクセスを変えることで、これ

までと異なるルート設定を可能にする。 

大清水から一ノ瀬間において、電気自動車の運行と、旧道の復活を社会実験として実施し、いずれに

ついても利用者から評価された。（群馬県） 

大清水から一ノ瀬間の車両運行による回遊・宿泊型利用者の変化を調査し、概ね 5400 人（現在の大

清水利用者の２割弱にあたる）増加する可能性があると推定された。（環境省）                  

低利用入下山口周辺の滞在時間を延長し、利

用を促進する。 

車道開発の歴史について情報発信を実施した。（群馬県） 

大清水地区の見所マップを作成している。（環境省） 

主要な入山口である鳩待峠の利用のあり方を

検討する。 

第一駐車場への車両乗り入れ制限を社会実験として実施したところ、利用者からは、静かな入山口が

概ね評価された一方、安全や利便性の観点から施設の改善が必要であった。（群馬県） 

目指すべき利用への誘導に向けて情報発信し

ていく。 

尾瀬来訪者の情報源を調査したところ、インターネットから情報を得ている人が多い一方、パンフレ

ットなどの紙媒体のみから情報を得ている世代も少なくないことが判明した。（環境省） 

 

 

 

＜第 11 回快適利用の促進（利用分散等）に関する小委員会における議論＞ 

 

これまでの実施内容を踏まえて、「尾瀬の持つ多様な魅力をゆっくり楽しむ利用」へ誘導することが必要であるとの認識の下、「尾瀬ら

しい自動車利用社会実験終了後の将来像」として以下が共有された。 

 

中　 期　 目 　標中　 期　 目 　標中　 期　 目 　標中　 期　 目 　標 長　 期 　目 　標長　 期 　目 　標長　 期 　目 　標長　 期 　目 　標 想定される主たる実施主体想定される主たる実施主体想定される主たる実施主体想定される主たる実施主体

鳩待峠第１駐車場鳩待峠第１駐車場鳩待峠第１駐車場鳩待峠第１駐車場

国立公園の入山口としてふさわしい、静かで落ち着

いた環境整備

・最小限の駐車場利用による、車歩エリアの

分割利用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※マイカー規制時

国立公園の入山口としてふさわしい、静かで落ち着

いた環境整備

・車両の全面的乗り入れ制限

・特別保護地区エリアの緑地化

・ビジターセンター機能の整備

民間事業者／国／地方公共団体

鳩待峠第２駐車場鳩待峠第２駐車場鳩待峠第２駐車場鳩待峠第２駐車場

鳩待峠のメイン駐車場としての利用

・ツアーバス等の駐車場として使用

・簡易な休憩スペース、トイレ等の施設を設置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※マイカー規制時

 　　　　　　　　 ※現ヘリポートのあり方も併せて検討

鳩待峠のメイン駐車場としての利用

・休憩所、トイレ等の施設を整備

・駐車スペース等確保のための敷地拡張
民間事業者

歩道の整備歩道の整備歩道の整備歩道の整備

安全の確保

・第１～第２駐車場間の歩道整備による歩行者の安

全確保

－ 民間事業者／地方公共団体

現歩道現歩道現歩道現歩道

（大清水～一ノ瀬）（大清水～一ノ瀬）（大清水～一ノ瀬）（大清水～一ノ瀬）

低公害車両（ＥＶ、ＨＶ自動車等）の運行

 ・公園計画の変更（歩道→車道）

次世代型エコカーへの全面的移行

・能力やコストパフォーマンスを考慮したＥＶ車両への

移行
民間事業者

旧　道旧　道旧　道旧　道

（大清水～一ノ瀬）（大清水～一ノ瀬）（大清水～一ノ瀬）（大清水～一ノ瀬）

民間事業者／地方公共団体

鳩

待

峠

大

清

水

　　　　　　　　　　　　　　　　旧道の活用

　　　　　　　　　　　　　　　　　・公園計画の変更（歩道として位置づけ）

 

加えて、「尾瀬らしい自動車利用」のあり方については、片品村交通対策連絡協議会等、関係する既存の会議体と足並みを揃えながら、

尾瀬関係者間で意見交換を行い、引き続き快適利用の促進（利用分散等）に関する小委員会においても総合的な議論を重ねてゆくことと

なった。    

 

なお、群馬県が実施する平成 25 年度の社会実験については、上記の将来像のもと、別添資料のとおり実施することが承認された。 
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尾瀬国立公園の多様な魅力を楽しむための自動車利用のあり方検討調査報告 

 

１ アンケート調査について 

(1) アンケート実施概要 

① 日程及び実施場所：ニッコウキスゲの季節である下表の日程にて実施した。 

表１ アンケート実施日程及び実施場所 

日程 

入山口 

７月２１日 

（土） 

７月２２日 

（日） 

７月２４日 

（火） 

７月２５日 

（水） 

７月２８日 

（土） 

７月２９日 

（日） 

鳩待峠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大清水 ○ ○ ○ ○ ○ × 

沼山峠 ○ ○ ○ ○ × × 

御 池 ○ ○ ○ ○ × × 

② 調査方法：調査員による直接インタビュー方式及び手渡し・郵送回収方式を併用 

回遊コースの精度を高めるため、主として下山客を対象に調査を実施 

③ 目標有効回収サンプル数：全体で 1,500 票程度 

④ 設問：         表２ アンケート設問一覧 

大設問 小設問又は内容 

問１ 今回のトレッキング

コースの概要 

入下山日、入下山口、旅程、宿泊した場合の宿泊場所、来訪

目的、具体のトレッキングコース 

問２ 尾瀬内での宿泊につ

いて 

宿泊理由、宿泊に関する事前検討の有無、宿泊しなかった理

由、今後の宿泊意向 

問３ 今回の回遊ルートに

ついて 

回遊型ルートを選んだ理由、回遊に関する事前検討の有無、

往復型ルートを選んだ理由、今後の回遊型ルート利用意向 

問４ 大清水・一ノ瀬間の

車両運行について 

回遊性の向上、環境負荷などに対する意向 

問５ 情報を得た媒体 今回の山旅を計画するにあたって参照した媒体 

問６ 回答者属性 性別、年齢、居住地、交通手段、同行者の人数・関係、ツア

ー利用有無、尾瀬への来訪回数、時間的な制約等 

⑤ 回収結果：聞き取り、郵送回収を合わせ合計 1,529 票を回収した。 

表３ アンケート回収結果 

調査地点 平日 休日 合計 

聞

き

取

り

 

鳩待峠 181 405 588 

大清水 61 105 166 

沼山峠 84 92 176 

御 池 71 80 151 

合計 399 682 1,081 

郵送回収合計 － － 448 

全合計 － － 1,529 

        ※郵送回収の有効回収率＝回収 448 票÷配布 1,440×100＝31.1% 
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日帰り

44.3 

宿泊

55.4 

無回答

0.3 

サンプル数

N=1,529

（単位：％）

(2) アンケート集計結果 

① 入下山口 

・ 入山、下山とも鳩待峠の利用割合が最も高く、入山で約 6 割、下山で約 5 割を占める。 

・ 福島県側は沼山峠の利用割合が高く、入山、下山とも 26%台でほぼ等しい。（図１） 

・ 概ねの傾向は昨年度調査（10 月実施）とほぼ同じであるが、入下山とも 5 ポイント程度

鳩待峠の割合が高まっている。 

・ 入下山口ペアでは鳩待峠往復、沼山峠往復の利用者が多い。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 入下山口別利用割合       図２ 入下山口ペア別回答サンプル数 

 

② 旅程 

・ 「日帰り」が 44.3%、「宿泊」が 55.4%で宿泊が日帰りを約 10 ポイント上回る。（図３） 

・ 「尾瀬内の山小屋・キャンプ場」が 75.7%で全体の 4 分の 3 を占め、それ以外では「そ

の他の観光地」が 15.8%で「山麓（片品・桧枝岐）の宿泊施設」（9.5%）を上回る。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 入下山口別利用割合            図４ 宿泊場所別割合 

 

③ 尾瀬内での宿泊について 

ｱ) 今回の山旅で尾瀬内に宿泊することとした理由 

・ 最も支持されたのは「尾瀬をゆっくり楽しみたかったから」で、「日帰りは時間的に無

理だから」などがこれに続く。（図５） 

・ 今回初めて来た人は「山小屋に泊まって（キャンプして）みたかったから」および「ガ

イドブック、友人、口コミなどのお勧めにしたがって」に対する賛意が高い。（図６） 

58.0 

51.1 

9.6 

15.0 

26.6 

26.2 

5.5 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入山口

(N=1,529)

下山口

(N=1,529)

鳩待峠 大清水 富士見下 沼山峠 御池 その他 無回答

その他0.3,無回答0.0

その他0.5,無回答0.1

富士見下0.1

富士見下0.0

尾瀬内

の山小

屋・キャ

ンプ場

75.7 

山麓（片

品・檜枝

岐）宿泊

施設

9.5 

その他

の観光

地

15.8 

不明

1.9 

サンプル数

N=852

（単位：％）
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大清水
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御池
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大清水
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入山口

下山口
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図５ 尾瀬内で宿泊することとした理由   図６ 来訪頻度別にみた尾瀬内で宿泊する

こととした理由（スコア値表示） 

注）スコアリング方法 
■理由ａの得点＝（「あてはまる」回答数×5 点＋「ややあてはまる」回答数×4＋「どちらともいえない」回答数×3

＋「あまりあてはまらない」回答数×2＋「全くあてはまらない」回答数×1）÷理由ａの回答総数 
■以下、ｂ～ｇも同様に計算 

  ｲ) 宿泊するかどうかの事前検討 

・ 宿泊しなかった人のうち 73.7%は事前に宿泊するかどうか全く検討していない。（図７）。 

ｳ) 宿泊しなかった理由 

・ 「時間的な制約があったから」の賛意側の意見は 6 割近くを占めている。（図８） 

・ 「山小屋、キャンプ場の利用に抵抗がある」と回答した人は少数であったが、その内

容は「風呂」「トイレ」「相部屋」の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 宿泊するかどうかの事前検討状況      図８ 尾瀬内で宿泊しなかった理由 

ｴ) 今後の来訪時における宿泊意向とその理由 

a) 宿泊意向 

    ・ 「宿泊したい」が 75.2%と 4 分の 3 を占

め、「宿泊するつもりはない」（11.8%）を

大きく上回っていることから、尾瀬内での

宿泊に関する潜在ニーズは極めて高いこと

がうかがえる。（図９） 

図９ 今後の来訪時における宿泊意向→ 

全く検

討しな

かった

73.7 

一応検討

してみた

が断念し

た

9.8 

その他

1.8 

無回答

14.6 

サンプル数

N=874

（単位：％）

宿泊し

たい

75.2 

宿泊す

るつもり

はない

11.8 

分から

ない

8.8 無回答

4.2 

サンプル数

N=1,529

（単位：％）

62.7 

44.9 

72.4 

44.0 

24.9 

11.3 

12.4 

10.2 

14.1 

9.2 

15.1 

15.4 

9.8 

2.1 

3.4 

7.1 

2.8 

11.1 

15.0 

11.3 

2.8 

3.1 

5.5 

0.6 

4.4 

8.6 

11.1 

2.8 

10.8 

15.6 

4.3 

9.2 

19.9 

37.0 

57.2 

9.8 

12.9 

10.7 

16.1 

16.3 

19.6 

22.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.日帰りは時間的に無理だから（N=675）

b.日帰りは体力的、技術的にきついから（N=675）

c.尾瀬をゆっくり楽しみたかったから（N=675）

ｄ．朝霧や星空など宿泊ならではの景色が見たかったから

（N=675）

e.山小屋に泊まって（キャンプして）みたかったから（N=675）

f.ガイドブック、友人、口コミなどのお勧めにしたがって（N=675）

g.ツアーの行程に含まれていたから（N=675）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

合計

今回が初めて

2～5回

6回以上

（点）

＜スコア値＞

「あてはまる」に

より近い

↑

↓

「全くあてはまら

ない」により近い

49.1 

5.0 

2.1 

1.7 

1.7 

3.2 

1.4 

21.3 

8.1 

5.0

9.2 

2.4 

0.7 

3.2 

1.7 

3.2 

2.6 

7.6 

4.1 

5.5 

5.2 

5.3 

4.7 

2.6 

2.5 

9.6 

7.8 

6.1 

5.2 

5.8 

6.9 

2.4 

13.5 

43.8 

53.3

54.6 

57.4 

52.0 

54.9 

41.9 

24.1 

29.0 

29.9 

29.7 

29.9 

30.5 

30.5 

28.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.時間的な制約があったから（N=873）

b.宿泊費や駐車料金などの費用がかかるから（N=873）

c.宿泊できるところを知らなかったから（N=873）

d.山小屋、キャンプ場の予約が面倒だったから（N=873）

e.山小屋、キャンプ場の予約が一杯だったから（N=873）

f.山小屋、キャンプ場の利用に抵抗があるから（N=873）

g.宿泊行程を組むほどの魅力がないから（N=873）

h.ツアーの行程に含まれていなかったから（N=874）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答
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b) 宿泊したいと思う理由 

・ 「尾瀬の色々な場所をたくさん回ってみたい」との理由への賛意が高い。（図 10） 

c) 宿泊するつもりはないと思う理由 

・ 「時間がない」に加え「山小屋の利用に抵抗がある」もこれに次いで高い（図 11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 今後の来訪時に宿泊したいと思う理由 図 11 今後の来訪時も宿泊するつもりはないと思う理由 

 

④ 今回のトレッキングルートについて 

ｱ) 回遊型ルートを選んだ理由 

・ 「色々な場所に行ってみたかったから」に対する賛意が高く、以下「同じコースを戻

るのはつまらないから」「特に行ってみたい場所があったから」の順である。（図 12） 

 ・ 来訪頻度が高いほど一定の目的を持って回遊する傾向が強い。（図 13） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12 回遊型ルートを選択した理由  図13 来訪頻度別にみた「特に行ってみたい場所があったから」

の回答傾向 

 

ｲ) 回遊型ルートに関する事前検討 

・ 往復型ルートを選択した人において、事前

に回遊型ルートを「全く検討しなかった」人

は約 7 割を占める。（問 14） 

 

ｳ) 往復型ルートを選んだ（回遊型としなかった）理由 

・ 最も支持されたのは「時間的な制約があっ

たから」であり、その他では「他の下山口で

は駐車場へ戻りにくい（戻れない）から」を

支持する人が多い。（図 15） 

16.3 

6.5 

11.8 

2.9 

8.2 

5.0

9.2 

2.9 

5.7 

6.1 

4.1 

5.7 

3.3 

6.1 

4.1 

5.7 

18.0 

26.1 

53.3

30.6 

48.6 

51.8 

49.0 

52.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.時間がない（N=245）

b.費用がかかる（宿泊費、駐車料金等）（N=245）

c.山小屋の利用に抵抗がある（N=245）

d.宿泊行程を組むほどの見どころがない（N=245）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答

全く検

討しな

かった

69.8 
一応検

討してみ

たが断

念した

13.7 

その他

4.1 
無回答

12.4 

サンプル数

N=1,096

（単位：％）

49.1 

5.0 

2.1 

1.7 

8.1 

5.0

9.2 

2.4 

2.6 

7.6 

4.1 

5.5 

2.5 

9.6 

7.8 

6.1 

13.5 

43.8 

53.3

54.6 

24.1 

29.0 

29.9 

29.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.尾瀬の色々な場所をたくさん回ってみたい（N=1,214）

b.ゆとりをもって尾瀬の自然を楽しみたい（N=1,214）

c.山小屋に泊まりたい、興味がある（N=1,214）

d.朝霧や星空など宿泊ならではの景色が見たい（N=1,214）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答

22.3 

57.2 

43.5 

38.8 

11.4 

15.3 

17.2 

17.2 

7.7 

2.8 

7.9 

10.5 

8.1 

2.1 

2.8 

4.2 

31.6 

5.6 

11.9 

10.7 

18.8 

17.0 

16.7 

18.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.ガイドブック、友人、口コミなどのお勧めに従って（N=430）

b.色々な場所に行ってみたかったから（N=430）

c.同じコースを戻るのはつまらないから（N=430）

d.特に行ってみたい場所があったから（N=430）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答

47.7

26.7

51.9

56.1

21.1

22.7

20.3 

20.2

12.9

20.0

11.4 

10.5

5.1 

9.3

4.4

3.5

13.1

21.3

12.0 

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(N=350)

今回が初めて(N=75)

2-5回(N=158)

6回以上(N=114)

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない

図 14 回遊型ルートの事前検討状況 
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12.8 

39.7 

18.8 

7.8 

30.7 

16.3 

18.5 

8.2 

11.7 

13.0 

6.4 

6.9 

12.6 

10.2 

10.8 

6.1 

9.7 

10.5 

10.4 

12.4 

12.1 

4.8 

2.1 

5.8 

7.4 

2.5 

3.2 

4.7 

38.6 

17.5 

28.8 

41.2 

25.7 

29.8 

27.2 

24.8 

22.9 

23.9 

26.7 

23.8 

25.6 

27.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.ガイドブック、友人、口コミなどのお勧めに従って（N=1,096

）

b.時間的な制約があったから（N=1,096）

c.体力的、技術的に難しいから（N=1,096）

d.他のルートをよく知らないから（N=1,096）

e.他の下山口では駐車場へ戻りにくい（戻れない）から

（N=1.096）

f.交通機関が便利だから、わかりやすいから（N=1,096）

g.目的地までの最短経路だから（N=1,096）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答

利用

したい

66.1 

利用す

るつもり

はない

13.0 

分から

ない

11.7 

無回答

9.2 

サンプル数

N=1,529

（単位：％）

1.2 

6.5 

11.8 

2.9 

2.9 

2.1 

3.3 

4.1 

2.9 

2.9 

4.1 

6.1 

6.1 

5.7 

5.7 

8.8 

6.1 

4.1 

5.7 

5.7 

30.3 

26.1 

24.9 

30.6 

30.6 

53.5 

51.8 

49.0 

52.2 

52.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.行きたい場所がないがない（N=340）

b.時間的制約がある（N=340）

c.体力的、技術的に難しい（N=340）

d.駐車場へ戻りにくい（戻れない）（N=340）

e.交通機関が不便、情報が少ない（N=340）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答

・ 「他の下山口では駐車場へ戻りにくい（戻れない）から」はマイカー・レンタカー利

用者において高い。（表４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 往復型ルートを選んだ理由 

表４ 交通手段別にみた「他の下山口では駐車場へ戻りにくい（戻れない）から」への回答 

 

 

 

 

 

  ｴ) 今後の来訪時における回遊型ルートの利用意向 

a) 回遊型ルート利用意向 

・ 「利用したい」が 66.1%を占め、「利用するつも

りはない」（13.0%）を大きく上回る。（図 16） 

      このことから、回遊型ルート利用に対す

る潜在ニーズは極めて高いことが窺える。 

 

b) 利用したいと思う理由      図 16 今後の来訪時における回遊型ルートの利用意向 

・ 「色々な場所に行ってみたい」への賛意が高いほか、「同じコースを戻るのはつまら

ない」「行ってみたい場所がある」との意向も強い。（図 17） 

・ 無回答または非賛意側意見の割合が高く、特に大きな理由があって今後も往復型ル

ートを選択するものではないといえる。 

（図 18） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 今後の訪問時に回遊型ルートを利用して  図 18 今後の訪問時に回遊型ルートを利用 

みたいと思う理由               したくないと思う理由 

 サンプル数 あてはまる

やや

あてはまる

どちらとも

いえない

あまりあて

はまらない

全くあて

はまらない

無回答

マイカー・レンタカー 530 50.950.950.950.9 7.5 8.7 2.3 12.3 18.3

電車・路線バス・高速バス等 170 12.9 6.5 12.4 4.7 35.9 27.6

ツアー・団体貸切バス 380 11.6 7.1 12.4 2.1 39.5 27.4

バイク・自転車等 20 25.0 10.0 15.0 10.0 15.0 25.0

項目

交通手段

69.9 

44.9 

49.4 

11.6 

16.0 

16.4 

1.7 

9.9 

9.1 

0.3 

3.0 

1.9 

1.0 

7.7 

2.4 

15.6 

18.4 

20.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a.色々な場所に行ってみたい（N=1,151）

b.同じコースを戻るのはつまらない（N=1,151）

c.行ってみたい場所がある（N=1,151）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答
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⑤ 大清水・一ノ瀬間の車両運行について 

・ バスの導入によって実現可能性がある「大清水と他の入下山口を組み合わせた回遊コー

スが組みやすくなる」「鳩待峠からは遠い尾瀬沼や大江湿原方面へも生きやすくなる」「余

裕時間が増え、寄り道したり、道中や目的地でゆっくり過ごせる」及び「体力が温存され、

初級者などでも行きやすくなる」の 4 項目については、いずれもほぼ同じ回答傾向が現れ、

賛意側意見がいずれも 6 割程度を占める。 

・ 「バスがすぐ脇を通ると静かな環境が損なわれ、魅力が減少する」は回答が分散し、賛

意側合計 32.3%、非賛意側合計 33.4%と賛否は拮抗している。（図 19） 

・ 大清水入山者では、「大清水と他の入下山口を組み合わせた回遊コースが組みやすくなる」

への賛意は低く、「体力が温存され、初級者などでも行きやすくなる」「バスがすぐ近くを

通ると静かな環境が損なわれ、魅力が減少する」に賛同する割合が高い。（図 20） 

43.8 

43.7 

44.5 

44.6 

17.5 

16.9 

17.0 

18.2 

19.5 

14.8 

14.9 

14.5 

13.3 

12.9 

17.2 

4.7 

5.1 

4.0 

3.5 

13.9 

4.3 

4.7 

4.3 

3.9 

19.5 

15.4 

15.0 

15.8 

15.7 

17.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.大清水と他の入下山口を組み合わせた回遊コースが

組みやすくなる（N=1,529）

b.鳩待峠からは遠い尾瀬沼や大江湿原方面へも

行きやすくなる（N=1,529）

c.余裕時間が増え､寄り道したり､道中や目的地で

ゆっくり過ごせる（N=1,529）

d.体力が温存され、初級者などでも

行きやすくなる（N=1,529）

e.バスがすぐ脇を通ると静かな環境が損なわれ､

魅力が減少する（N=1,529）

あてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない 全くあてはまらない 無回答

 
図 19 大清水・一ノ瀬間の電動バス実験に関する意向 

 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

鳩待峠

大清水

沼山峠

御池

（点）

＜スコア値＞

「あてはまる」に

より近い

↑

↓

「全くあてはまら

ない」により近い

 

図 20 入山口別にみた大清水・一ノ瀬間の電動バス実験に関する意向（スコア値表示） 
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２ 回遊型・宿泊利用の阻害要因と対策案 

(1) 回遊型利用に関する利用者の意識、阻害要因および対策案 

� 今回の山旅で回遊型ルートを選択しなかった主な理由については「時間的な制約」が突

出しており、回遊した人の主な理由である「色々な場所へ行ってみたかった」と呼応し

ている。尾瀬には様々な魅力が点在していると認識されている半面、時間的な制約で回

遊できていない実態がうかがえる。 

� 時間的な制約の背景として、未明早朝出発・深夜帰宅が「困難」と回答した人は２割弱

であり、旅行者個人の事情が阻害要因となっている可能性は低いと考えられる。 

尾瀬をゆっくり楽しむためには、現状ではコースの組み立てが非常に難しいエリアであ

ることが窺え、これが回遊を阻害する主な要因と考えられる。 

� 具体的な対策案としては次のような手法が考えられる。 

① 大清水・一ノ瀬間の車両運行による歩行支援 

② 戸倉・大清水間のアクセス性向上による自動車利用者の駐車場選択性の向上 

(例) 

・ 既存路線バスによる大清水・戸倉間区間運行便の増発 

・ 日照時間の長い夏季における大清水発最終便時刻の繰り下げ 

・ シャトルバス・乗合タクシーの運行 

③ 尾瀬をゆっくり楽しむことに重点を置いた広域回遊ツアーや、尾瀬内の山小屋を宿

泊地とするツアーの企画立案の働きかけ 

  等 

 

(2) 宿泊利用に関する利用者の意識および阻害要因の分析 

� アンケート結果より山小屋に対する抵抗感はほとんどみられず、一部の回答者が「風呂」

「トイレ」「相部屋」に抵抗感を示すのみであったことから、受け入れ側に起因する問

題は総体的にみると低いといえる。 

� 完全予約制であること、個室が利用できる小屋が多いこと、温泉が利用できる小屋も一

部にあること、食事も一般旅館に近いものが多いことなどの情報が必ずしも利用者に浸

透されていないことが考えられる。 

� 具体的な対策案としては次のような手法が考えられる。 

① 情報発信の強化 

  (例) 

・ 他地域の山小屋とは異なる尾瀬の山小屋の特徴の PR 強化 

・ 尾瀬へ初めて訪れようとしている人、自動車利用者など交通に係る時間的な

制約が少なく、回遊に対するニーズが高い人やグループ、相部屋、風呂、ト

イレなどに不安を感じている若年世代など、ターゲットを定めた PR 強化 

② 宿泊メリットの活用 

(例) 

・ 宿泊することによるメリット（朝夕の風景を楽しむ、同宿舎との語らいを楽

しむ、ゆっくりと回遊を楽しむ等）の PR 強化 

 ・ 日照時間の長い夏至前後の期間におけるチェックイン時刻の繰り下げ 

     等 
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３．交通アクセスの変更（特に、大清水・一ノ瀬間の車両通行）により回遊型利用・宿泊利

用に誘導され得る利用者層と利用者数の試算 

(1) 試算の前提条件 

① 回遊と宿泊はセットで推進する 

・ 回遊コースの集計結果より、日帰り利用の行動範囲は入山口から最も近い資源周辺まで

のトレッキングにほぼ限られている。 

  このことから、回遊と宿泊の促進はセットで推進することを前提と考える。 

② 宿泊型・回遊型へ誘導しやすいコースパターン 

現状で回遊型・宿泊利用のポピュラーと考えられるパターンは、相対的に太い流動がみら

れる次の 2 コースといえる。 

ｱ) 鳩待峠～尾瀬ヶ原～白砂峠～尾瀬沼～一ノ瀬～大清水 

ｲ) 鳩待峠～尾瀬ヶ原～白砂峠～尾瀬沼～大江湿原～沼山峠 

このうち大清水・一ノ瀬間の車両通行によって恩恵を受けるｱ)を試算対象とする。 

③ 宿泊・回遊型利用へ誘導しやすい層 

   現状分析の結果、ツアー非利用者、特定の目的をあまり持っていない尾瀬への来訪回数が

少ない人や、時間的な制約が低いマイカー利用者などが誘導されやすいものと想定された。 

 

(2) 試算結果 

アンケート結果をもとに、以下の条件に該当するサンプルを絞り込み、入山口別、トレッキ

ングパターン別にその割合を求めたところ表５のような結果となった。 

表５ 入山口別、トレッキングパターン別、宿泊・回遊型へ誘導可能性がある層の割合 

条件 ｻﾝﾌﾟﾙ数 割合 条件 ｻﾝﾌﾟﾙ数 割合

鳩待峠入山・往復型・宿泊者総サンプル数 171 19.3% 鳩待峠入山・往復型・日帰り総サンプル数 400 45.1%
うち、ツアー以外 115 13.0% うち、ツアー以外 152 17.1%
うち、今後宿泊かつ回遊意向あり 70 7.9% うち、今後宿泊かつ回遊意向あり 64 7.2%
うち、車両運行に否定的でない（注） 32 3.6% うち、車両運行に否定的でない（注） 32 3.6%

ｹｰｽ1)うち、マイカー利用 19 2.1% ｹｰｽ1)うち、マイカー利用 26 2.9%
ｹｰｽ1)うち、来訪が初回又は２回目 4 0.5% ｹｰｽ1)うち、来訪が初回又は２回目 8 0.9%

ｻﾝﾌﾟﾙ数 ｹｰｽ2)うち、来訪が初回又は２回目 9 1.0% ｹｰｽ2)うち、来訪が初回又は２回目 12 1.4%
887 鳩待峠→大清水回遊型・日帰り総サンプル数 6 0.7%

100.0% うち、ツアー以外 3 0.3%
うち、今後宿泊かつ回遊意向あり 3 0.3%
うち、車両運行に否定的でない（注） 3 0.3%

ｹｰｽ1)うち、マイカー利用 2 0.2%
ｹｰｽ1)うち来訪が初回又は２回目 1 0.1%

ｹｰｽ2)うち、来訪が初回又は２回目 1 0.1%
大清水入山・往復型・宿泊者総サンプル数 24 16.3% 大清水入山・往復型・日帰り総サンプル数 59 40.1%
うち、ツアー以外 24 16.3% うち、ツアー以外 45 30.6%
うち、今後宿泊かつ回遊意向あり 16 10.9% うち、今後宿泊かつ回遊意向あり 29 19.7%
うち、車両運行に否定的でない（注） 5 3.4% うち、車両運行に否定的でない（注） 9 6.1%

ｹｰｽ1)うち、マイカー利用 3 2.0% ｹｰｽ1)うち、マイカー利用 6 4.1%
ｹｰｽ1)うち、来訪が初回又は２回目 1 0.7% ｹｰｽ1)うち、来訪が初回又は２回目 0 0.0%

ｻﾝﾌﾟﾙ数 ｹｰｽ2)うち、来訪が初回又は２回目 2 1.4% ｹｰｽ2)うち、来訪が初回又は２回目 3 2.0%
147 大清水→鳩待峠回遊型・日帰り総サンプル数 0

100.0% うち、ツアー以外

うち、今後宿泊かつ回遊意向あり

うち、車両運行に否定的でない（注）

ｹｰｽ1)うち、マイカー利用

ｹｰｽ1)うち、来訪が初回又は２回目

ｹｰｽ2)うち、来訪が初回又は２回目

入山口

ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ

ﾊﾟﾀｰﾝ

鳩待峠

大清水

宿泊（尾瀬内） 日帰り

往復型

回遊型

往復型

回遊型

注）車両運行に否定的でない：項目ａ～ｄについての回答がすべて「そう思う」「ややそう思う」「どちらともいえない」のいずれかかつ、項目ｅの回答が「どちらともい

えない」「あまりそう思わない」「全くそう思わない」のいずれかであるもの。  
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前表をもとに、平成 24 年度の入山者数カウント結果を用いて誘導可能性のある人数を概算

試算すると、以下のようになった。 

 

表６ 宿泊・回遊型へ誘導可能性がある利用者数の概算試算結果 

推定ケース

※「ツアー以外」「今後宿泊かつ回遊意

向がある」「車両運行に否定的でない」

は共通

誘導され得る

層の推定比率

誘導され得る

推定利用者数

誘導され得る

層の推定比率

誘導され得る

推定利用者数

誘導され得る

層の推定比率

誘導され得る

推定利用者数

① マイカー利用に限定 2.1% 4,177 2.9% 5,716 5.1% 9,893

② 初回・2回訪問者に限定 1.0% 1,979 1.4% 2,638 2.4% 4,617 ①

③ ①かつ②に限定 0.5% 879 0.9% 1,759 1.4% 2,638

① マイカー利用に限定 0.2% 440 0.2% 440

② 初回・2回訪問者に限定 0.1% 220 0.1% 220 ②

③ ①かつ②に限定 0.1% 220 0.1% 220

① マイカー利用に限定 2.0% 367 4.1% 735 6.1% 1,102

② 初回・2回訪問者に限定 1.4% 245 2.0% 367 3.4% 612 ③

③ ①かつ②に限定 0.7% 122 0.0% 0 0.7% 122

●交通アクセス変更により回遊・宿泊型利用に変わりうる人の数

現在大清水を利用していない人（①） 4,617 人／年…(a)

現在大清水を利用している人（②＋③） 832 人／年…(b)

現在の大清水入山者（④） 18,000 人／年 ※H24入山者数

鳩待峠から大清水に下山する利用者（⑤） 14,727 人／年 ※H22年度自動車調査結果（報告書ｐ９３）から概算

大清水利用者（入山・下山含む）（④＋⑤） 32,727 人／年…(c)

●大清水の利用者数(c)と比較した際の、交通アクセス変更により回遊・宿泊型利用に変わり得る人の割合

新たに大清水を利用して回遊・宿泊利用をするようになる人 14.1 ％　（(a)÷(c)×100）

大清水を利用する日帰りor往復利用から宿泊and回遊利用に変わる人 2.5 ％　（(b)÷(c)×100）

回遊型

大清水 往復型

ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ

ﾊﾟﾀｰﾝ

宿泊（尾瀬内） 日帰り 合計

鳩待峠 195,000

往復型

18,000

誘導され得る対象者の推定値　総括表

入山口

H24

入山者数

 

 

 

現在の大清水利用者の約３％（832 人）が回遊・宿泊型に移行するとともに、新たに大清水

を利用する回遊・宿泊利用をする利用者が１４％（4617 人）増加する可能性がある。つまり、

鳩待峠－大清水を回遊・宿泊型で利用する人が、現在の大清水利用者の２割弱にあたる 5400 人

程度増加する可能性があることとなり、多様な魅力を楽しむ利用への誘導に資する。 

 

         鳩待峠－大清水を回遊・宿泊型利用する人が鳩待峠－大清水を回遊・宿泊型利用する人が鳩待峠－大清水を回遊・宿泊型利用する人が鳩待峠－大清水を回遊・宿泊型利用する人が概ね概ね概ね概ね 5555,4,4,4,400000000 人人人人増加増加増加増加する可能性があるする可能性があるする可能性があるする可能性がある    

             現在の大清水利用者 約 32,000 人 

 

 

 

 

                 回遊・宿泊型利用に移行        

新たに大清水を回遊・宿泊利用する人が増加      

 

 

 



尾瀬らしい自動車利用社会実験

～H24実施結果とH25年度に向けての取り組み（案）～

第１０回尾瀬国立公園協議会資料４－１：群馬県

１ 平成２４年度社会実験実施結果（アンケート調査から）１ 平成２４年度社会実験実施結果（アンケート調査から）１ 平成２４年度社会実験実施結果（アンケート調査から）１ 平成２４年度社会実験実施結果（アンケート調査から）

（１）鳩待峠入山口（１）鳩待峠入山口（１）鳩待峠入山口（１）鳩待峠入山口

・社会実験の実施「知っていた 22.1 ％」「知らなかった 77.9 ％」

・峠の印象 「静か 53.9 ％」「どちらかと言えば静か 35.2 ％」

・峠の在り方「ふさわしい雰囲気だった 85.9 ％」「ふさわしくない 7.9 ％」

・峠の将来像「車両は全て第２駐車場まで 53.9 ％」「車両はなるべく第１駐車

場まで 24.9 ％」「第１駐車場を車歩エリア分割利用 21.2 ％」

・第２駐車場の施設ニーズ「トイレが必要 40.0 ％」「待合室が必要 25.0 ％」

・歩行者レーンの広さ「適切だった 75.2 ％」「狭かった 17.4 ％」

（２）大清水入山口（２）大清水入山口（２）大清水入山口（２）大清水入山口

・乗車人数 545 人（乗車率約 47 ％）

・社会実験の実施「知っていた 55.1 ％」「知らなかった 44.9 ％」

・電動バス「満足 93.3 ％」（現歩道「満足 69.2 ％」、旧道「満足 75.0 ％」）

・運行頻度「満足 71.2 ％」「もっと多く 26.8 ％」

・将来の利用意向「利用したい 94.8 ％」「利用したくない 1.8 ％」

・街道の歴史「知らなかった 54.8 ％」、道路計画「知らなかった 59.4 ％」

パンフ等により「理解が深まった 46.7 ％」、「やや深まった 43.6 ％」

２ アンケート結果に基づく次年度への対応２ アンケート結果に基づく次年度への対応２ アンケート結果に基づく次年度への対応２ アンケート結果に基づく次年度への対応

（１）鳩待峠入山口（１）鳩待峠入山口（１）鳩待峠入山口（１）鳩待峠入山口

鳩待峠の将来像については「車両は全て第２駐車場まで」との意見が 53.9 ％

と半数を超えているが、２３年度の実験結果から、「第２駐車場は敷地が狭隘で

ある」との指摘を受けていることに加え、２ヵ年とも「トイレ等の施設が必要」

という要望があることから、現状では実施困難である。

一方、今回の社会実験に対しては、峠の印象として「静か」が 53.9 ％、峠の

在り方として「ふさわしい雰囲気だった」が 85.9 ％、歩行者レーンの広さは「適

切だった」が 75.2 ％であったことから、鳩待峠の運用形態は２４年度と同様と

し、これまでに実施していない春～夏期に行うこととする。

なお、駐車場における休憩スペースや雨具の脱着場所の不足、トイレの不備と

いう意見が、今回も複数みられたことから、最小限の施設設置を検討する。

（２）大清水入山口（２）大清水入山口（２）大清水入山口（２）大清水入山口

今回の社会実験の実施を「知っていた」が 55.1 ％ (前回 34.3 ％)と認知度が上

がり、乗車の感想についても 93.3 ％が「満足」と回答している。



さらに、将来の利用意向についても「利用したい」が 94.8 ％であることから、

過去２ヵ年と同様の実験とし、これまでに実施していない春～夏期に行うことと

する。

ただし、現在大清水入山口で実施している社会実験は、尾瀬サミット２００９

における千明片品村長の「エコカーのバス・タクシーを使って、鳩待峠と同様な

送迎ができれば、必ず分散化に繋がる。」との提案を発端としているものである

ことや、現時点でのＥＶバスの性能（運行能力・充電時間・乗車定員）等を総合

的に勘案して、次年度は、低公害車であるＥＶ自動車、ハイブリッド自動車を運

行することとする。

３ 平成２５年度実施案３ 平成２５年度実施案３ 平成２５年度実施案３ 平成２５年度実施案

（１）日程（１）日程（１）日程（１）日程 平成２５年 鳩待峠：６月（マイカー規制期間中の土日を含む９日間）

大清水：７月（土日を含む９日間）

※それぞれの入山口において入山者が多く、データ収集に最も適した日程

を考慮して実施。

（２）方法 鳩待峠（２）方法 鳩待峠（２）方法 鳩待峠（２）方法 鳩待峠

①車歩エリア分割による、静かで落ち着いた鳩待峠の現出

第１駐車場の車を全て無くすのでなく、乗合バス・タクシーの待機を

通常のマイカー規制時期より出来るだけ減らして実施

ツアーバス等の乗降・駐車、山小屋等関係者の駐車は第２駐車場等へ

②鳩待峠のアメニティ向上

（第２駐車場に待合用簡易テントや仮設トイレを設置）

③歩行者の安全誘導

（鳩待峠第１～第２駐車場間に安全確保のための警備員を配置）

大清水大清水大清水大清水

①低公害車両の運行は、ＥＶ自動車及びハイブリッド自動車とする

（定時運行ではなく、随時のシャトル運行として利用者のニーズに対応）

②旧道の開放と歴史的経緯の情報発信を実施

（旧道の安全確保、及び大清水以奥の歴史についての情報を発信）
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第２回 尾瀬らしい自動車利用社会実験 実施結果 

第１０回尾瀬国立公園協議会資料４－２：群馬県 

 概 要  

１ 実施日  平成２４年９月２０日（木）～２３日（日） 

       （※いずれも津奈木～鳩待峠間はマイカー規制日） 

 

２ 実施場所 ①鳩待峠入山口（主として鳩待第１および第２駐車場） 

       ②大清水入山口（大清水～一ノ瀬周辺） 

 

３ 実施時間 ①鳩待峠入山口 ５：００（津奈木ｹﾞｰﾄ開放）～１７：１０（乗合ﾊﾞｽ最終発） 

       ②大清水入山口６：００（電動ﾊﾞｽ始発）～１６：５５（電動ﾊﾞｽ最終着） 

 

４ 天候   9／20(木）晴れのち曇り一時雨、 9／21(金)雨のち晴れ 

9／22(土)曇りのち晴れ、     9／23（日）雨 

 

５ 実施内容 「H24 年度 尾瀬らしい自動車利用社会実験 実施計画」のとおり 

        （H24/7/12 尾瀬国立公園協議会快適利用に関する小委員会資料) 

 

 現地状況   （別添 現場写真等 参照） 

 

 

 結果詳細  

 

■１ 鳩待峠 入山口 

 

（１）鳩待第１駐車場へ車両乗り入れ制限 

 （実施計画中の事業名称：Ｈ－１、実施場所：戸倉～鳩待第１駐車場） 

 

アアアア    準備作業内容準備作業内容準備作業内容準備作業内容（9 月 18 日、9 月 19 日） 

・通常、駐車場に設置されている乗合バス・タクシー乗り場看板の一時撤去 

・利用者に社会実験を知らせる看板・掲示物の作成の設置や資材準備 

・利用者へアンケート調査やインフォメーション・コーナー設置の準備 

 

イイイイ    期間中の業務内容期間中の業務内容期間中の業務内容期間中の業務内容（9 月 20 日～23 日） 

・第１駐車場の半分以上の面積（尾瀬ヶ原入山口側と鳩待山荘周辺等）を歩行者エリア化 

・貸切バス等は第１駐車場への乗り入れを制限、乗合バス・タクシー待機台数も極力抑制 

（※H23 年度の前回実験時は、第１駐車場全体を車両乗り入れ制限） 

・第１駐車場と第２駐車場をつなぐ道路内に歩行者レーンを仮設置し安全誘導 

 （※前回実験時は、当該道路は基本的に歩行者のみ通行としレーン分けなし。） 

・歩行者エリア内に、ボランティアの協力を得てインフォメーション・コーナーを設置 

 （※前回実験時は実施なし。今回新規の取り組み。） 

・利用者に対し、社会実験に関する説明とアンケート調査を実施 

 （※前回実験時は実施なし。今回新規の取り組み。） 
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ウウウウ    実験の状況実験の状況実験の状況実験の状況、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等 

〈第１駐車場のエリア分け〉 

・乗合バス・タクシーの第１駐車場待機台数をできる限り減らし（ジャンボ２～４台、バス

１台程度）、残りは第２駐車場にて待機。乗降エリアも通常より面積を狭め、歩行者エリ

アとの境にはロープを設置し、車両通行と歩行者専用のエリアを区分した。 

・早朝の津奈木ゲート開放とともにまとまった台数が一度に入り込む時間帯（５時台）は、

貸切やツアーバスたけでなく、乗合バス・タクシーも混雑するが、加えて第１駐車場～第

２駐車場間は歩行者レーンを確保するため道路幅員も狭くなっており、歩行者と車両の安

全確保が課題であった。そのため、第２駐車場入口に交通事業者をはじめ複数の係員が無

線で連絡をとりあって貸切と乗合の各駐車場への振り分けを行ったほか、降車のために第

１駐車場に乗り入れる乗合車両と乗客降車後に戸倉に戻る乗合車両の離合するタイミング

も、第１、第２駐車場それぞれの入り口で無線で確認しながら安全を確保した。 

・第１駐車場の入口の歩行者レーン終点付近や降車場所付近は、歩行者と車両が接触しやす

いため、誘導時はとくに気を配り安全に配慮した。 

・第１駐車場は、車両が乗り入れるエリアが制限されたことで、入山口寄りに広く空いた場

所を利用者は安心し広々と使用しており、入下山前の荷造りや体操等に空間を有効に活用

していた。とくに朝の入山時間帯と午後の下山時間帯は、通常だと尾瀬ヶ原方面入山口の

すぐ近くまで貸切・ツアーバスが駐停車のために乗り入れるため、歩行者のすぐ脇を車両

が通過する光景がしばしば見られるが、今回のエリア分けではそのような場面はなかった。 

 

〈歩行者レーンの設置〉 

・第１駐車場と第２駐車場間に設置した歩行者レーンについては、津奈木沢にかかる橋の部

分の幅員が狭いことから、当初、早朝の暗い時間帯や混雑時間帯の通行について多少懸念

があったため、終日通して誘導員を配置し、懸案箇所への誘導灯や反射テープの活用等に

より安全確保に努めた。 

・その結果、とくに混乱や危険な状況は発生しなかった。利用者アンケートでも、第２駐車

場で降車した貸切やツアーバス客の約７５％が歩行者レーンについて「適切だった」と回

答している。 

・但し、「狭かった」との回答も１７．４％あり、もし今後、恒常的に第１駐車場への車両

乗り入れ制限を実施する場合、長期かつ今回以上の混雑日にも対応できる歩行者レーンの

確保は必須であり、前述の橋の部分を含め、関係者間で検討すべき課題である。 

 

〈インフォメーション・コーナーの設置〉 

・尾瀬保護財団の協力を得て、尾瀬ボランティアによる入山口啓発活動を更に充実させる形

で、休憩所外のベンチ近くに長机２基等を置き「尾瀬よろず案内所」とし、利用者の問い

合わせ全般に対応するとともに、社会実験についての説明とアンケートへの協力を呼びか

けた。雨天時には無料休憩所内で、混雑時間帯を避けてアンケートを呼びかけた。 

・連日複数名のボランティアが丁寧に声がけを行うことで、利用者の多くがアンケートに好

意的に協力してくれた。アンケートの自由記述欄にも、入山口啓発とともにボランティア

の活動が好評の旨の記載があった。一方、国立公園の入り口としてもっと本格的なインフ

ォメーション・コーナーを求める意見もみられた。 

・なお、いわゆる観光案内所的なイメージからか、とくにツアー客から「（無料または安価

な）地図はないか」との問い合わせが多かった。「尾瀬は山。事前準備は事前にしっかり」

が原則とはいえ、山岳地の国立公園内に現地情報を何も持たないまま一定数以上の利用者

が入山している現状は、利用者安全面・普及啓発面の両面から何らかの対策が望ましい。
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以前は、(財)尾瀬保護財団や東京電力が簡易な地図を入山口で無償配布していた時期もあ

ったが現在は行っていない。経費面の課題もあるため、実費頒布等の受益者負担によるし

くみも含め関係者間で検討の余地はあるかと思われる。 

 

〈施設のニーズ〉 

・第２駐車場関連でも後述するが、トイレ・休憩所が整備されている第１駐車場でも屋根付

休憩スペースが不足しているとの感想が、とくに雨天時のアンケート等で目立った。鳩待

休憩所の休憩コーナーは出入自由で無料で開放されているが、本来は売店の軽食用食堂で

ある。食事客が混み合う時間帯はもちろん、バス待ちや時間調節で長時間休憩をとる利用

者が滞留しがちな雨天の日は、売店で軽食を頼んだ客の座る場所がない状況であり、バス

乗車前後に雨具を脱ぎ着するのに休憩所や山荘のわずかな軒先を借用する利用者も多くみ

られた。 

 

〈鳩待峠の印象〉 

・利用者アンケート結果では、実験期間中の第１駐車場の印象についての設問への回答は、

「静か」５３．９％、「どちらかと言えば静か」３５．２％、「どちらかと言えば騒々し

い」９．５％、「騒々しい」１．５％となっており、この時期としては、今回のような区

分けと待機車両台数に絞ることで、静かな峠を現出できた。 

 

〈国立公園の入山口としてのあり方〉 

・利用者アンケートの「今日の鳩待峠は国立公園としてふさわしい雰囲気だったか」との設

問では、「ふさわしいと思う」との回答が８５．９％で、「思わない」７．９％に比べ圧

倒的に多かった。「ふさわしいと思う」との回答の理由としては、大半が「静か」「広々

としている」等があげられていた。一方、同じ「ふさわしいと思う」の理由として「休憩

所等があってにぎやか」「トイレ等が整備されている」との意見もあった。 

・また、「ふさわしいと思わない」の理由として「雨天時の待避場所や雨具脱着所等の施設

が少ない」「情報・案内等が少ない」をあげる意見も複数みられ、「思う」「思わない」

以外の「その他」との回答者の理由は「国立公園として何がふさわしいかわからない」と

の記載も散見された。何が国立公園らしさか、国立公園の入り口としてのイメージが、ま

だ利用者間で共有されていない面もみられた。 

 

〈鳩待峠の将来像について〉 

 ・利用者アンケートの「将来的な鳩待峠の望ましいイメージとして近いものを選ぶ設問では、

「車両はすべて第２駐車場までとする」とした回答が５３．９％で最も多かった。一方、

「第１駐車場にはなるべく多くの車両が利用できるようにする」との回答が２４．９％、

「第１駐車場の空間は、車両を入れないスペースとバス・タクシー乗降場とに区切る」が

２１．２％であった。 

・但し、それらの回答理由を含む自由記述欄では、同じ「車両は第２駐車場まで」とした理

由として「混雑期の乗り入れは抑えた方がよい」という意見と同時に「閑散期は第２駐車

場のみとし混雑期は第１駐車場も利用可とする」という意見もあり、車両を乗り入れる時

期に関して相反する視点があった。 

・また、「電気自動車やハイブリッド車を優遇してほしい」という車種による区別を望む意

見も複数みられた。 

 

〈旅行業者や添乗員等の反応〉 
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・昨年度の社会実験では、旅行業団体等への周知が遅かったことや混雑期の３連休と重なっ

ていたこと等から、貸切・ツアーバスの駐車可能台数が減る実験内容に、難色を示す旅行

業者や添乗員もいたが、今回は、①早めの周知、②昨年度を経て実験のイメージがつかみ

やすい、③乗合バス・タクシーの一部を第１駐車場に待機（＝第２駐車場の駐車台数が増

える）、④３連休ではない週末に実施、等の理由からか、実施前後を含め旅行業者からの

意見や苦情はとくに見聞しなかった。 

 

〈周知等〉 

・昨年度よりもかなり早めに周知を開始した。年度当初から、旅行業団体を通じて旅行会社

に周知するとともに、各種紙媒体やアウトドア系のホームページやブログ、メールマガジ

ン等への掲載依頼のほか、ミズバショウやニッコウキスゲ時期の鳩待峠駐車場での予告チ

ラシの配布も行った。このため、山小屋や交通事業者からのチラシ配布や口コミで知った

という利用者もいた。 

・これらの効果もあり、前述のとおり旅行業者や交通事業者からの苦情や混乱はなかった。 

 

エエエエ    次回に向けての改善事項次回に向けての改善事項次回に向けての改善事項次回に向けての改善事項 

〈スタッフ体制・安全確保面〉 

・実験期間中、鳩待峠のスタッフは平日８人、週末９人を要し、この他にもインフォメーシ

ョン・コーナー等では複数のボランティアに連日協力してもらった。第１駐車場へのすべ

ての車両乗り入れを制限した前回の実験と違い、最少台数とはいえ乗合バス・タクシーの

一部を第１駐車場に待機可能としたことで、第２駐車場への貸切・ツアーバスの駐車台数

が増やせた。この結果、乗合バス・タクシー利用者の誘導が不要となったのはもちろんの

こと、前回実験時に駐車しない（できない）バス対応として活用したバス№票を配布する

必要が無くなるとともに貸切・ツアーバス利用者への到着便案内等も不要となり、前回と

比べるとスタッフを減らすことができた。一方で、第１駐車場～第２駐車場間を移動する

歩行者の安全を確保するため、特に通行量の集中する入下山時間帯等には複数名のスタッ

フを前回よりも重点配置する必要があった。 

・これらをふまえると、今回の方法（第１駐車場を車歩エリアに分割して利用）を、今回よ

りも更に入山者が集中する混雑時期や３連休等にも継続実施する場合は、移動する歩行者

の安全を確保するため、今回同様の歩行者レーンの設置に併せて、重点的に誘導員を配置

する等の対策が必要である。 

 

 

（２）鳩待第２駐車場でのバス等乗降 

 （実施計画中の事業名称：Ｈ－２、実施場所：戸倉～鳩待第２駐車場） 

 

 アアアア    準備準備準備準備作業内容作業内容作業内容作業内容（９月 18 日,19 日） 

 ・期間中の車両レーンの設定（測量、マーキングピン設置、ライン引き） 

 ・第１駐車場と第２駐車場間の道路内にコーンや誘導棒・ロープで歩行者レーンの設置 

（障害物の確認と除去、等の安全対策） 

 ・第１駐車場と第２駐車場間の道路に歩行者レーンを設定 

 ・鳩待本部（ヘリ用コンテナハウスを借用）の設置 

 ・必要物品（各種掲示物、車両誘導棒等）の搬入 

 ・機材の確認（無線テスト等） 
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 イイイイ    期間中期間中期間中期間中の業務内容の業務内容の業務内容の業務内容（9 月 20 日～9 月 23 日） 

 ・乗合バス・タクシー、ツアーバス（駐車、回送）等の振り分け・誘導 

 ・降車客を安全確保、歩行者レーン及び第１駐車場への誘導 

 ・乗合バス・タクシー、ツアーバス会社・添乗員等からの問い合わせ・要望対応 

 

ウウウウ    実験の状況実験の状況実験の状況実験の状況、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等 

〈貸切・ツアーバスの駐車状況〉 

・平日は、乗合バス・タクシー、貸切・ツアーバスとも台数が少なく、問題なかった。 

・週末も、紅葉時期には少し早めであったことと、３連休でない週末だったことに加え、天

候が不安定だったこともあってか昨年度より入り込み台数も少なく、駐車希望のバスはす

べて第２駐車場に用意したスペース内に駐車でき、混乱はなかった。 

 

〈利用者の様子〉 

・今年度は、第２駐車場内での車両走行を昨年度とは逆回り（反時計回り）とした。これに

より、主なレーンは車両前方が第１駐車場方面に向き、降車した利用者は自ずと第１駐車

場方向（入山口）に歩き出すことができ、混乱はなかった。 

・また、昨年度に歩行者レーンだった駐車場東端（山際）をバス駐車レーンとしたことで、

歩行者はぬかるみやすい山際を歩かずにすんだ。但し、歩行者の動線が車両の走行レーン

と駐車場内のどこかで交差せざるを得ないことから、駐車場内の係員は安全誘導にかなり

気を配った。とくに早朝の薄暗い時間帯や雨天時は、車両レーンを横切ってショートカッ

トしたり、車両レーン内で荷をほどき、雨具を着る利用者も度々見受けられたりしたため、

係員が歩行者レーンへの誘導やバスの一時停止などに注意を払った。 

・平日の尾瀬学校を含め、大人数・複数台数グループの貸切・ツアーもあったが、第２駐車

場に駐車して第１駐車場まで歩行者レーンを移動する際は、係員の指示に従い、大きな混

乱はなかった。 

・下山集中時間帯も、乗合バス・タクシー乗車は第１駐車場、貸切・ツアー乗車は第２駐車

場とわかりやすいシステムであり、貸切・ツアーバスもほとんどが降車時と同じ場所に駐

め置きだったため、利用者の動きに混乱はなかった。 

 

〈施設ニーズについて〉 

・今回のように第１駐車場への乗り入れ制限を行う場合、第２駐車場にはトイレを含め休憩

施設がないため、利用者アンケートで「第２駐車場に必要と思われる施設」として「トイ

レ」「待合室」等が必要かとたずねたところ、それぞれ回答者数の４０％、２５％が必要

との結果だった。 

・その他の施設ニーズとしては、期間中の悪天候も反映して、（第１駐車場も含めた鳩待峠

全体として）「屋根付きの休憩スペース」「雨具を脱ぎ着できる場所」が不足していると

いう意見が複数みられた。鳩待峠では（実験期間以外でも）荒天時に利用者が待避できる

のは第１駐車場横の鳩待休憩所及び売店のみで、とくに利用者が集中する時間帯や利用者

の多い季節、週末等は人数に対する収容力が不足する状況を反映している。期間後半の雨

天日には、地元が係員待機用に簡易テントを設置したところ、一般客が雨具の脱ぎ着やち

ょっとした待ち時間に多く利用していた。 

・第１駐車場への車両乗り入れ制限にあたっては、第２駐車場奥のヘリポートに関係車両や

貸切・ツアーバス等を移動させてスペースを確保した。実験期間中のヘリポートの一時閉

鎖については、前回実験時と同様に、予め利根沼田広域消防ならびに県消防防災（防災航

空隊含む）にも連絡ずみだったが、尾瀬ヶ原方面で緊急事態発生時に鳩待峠で救急ヘリが
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離発着できない状況は、利用者安全確保の面からは好ましくないことは否めない。今後、

第１駐車場の乗り入れ制限を検討する場合、現行の第２駐車場の収容台数とヘリポートを

一時閉鎖しての運用ありきでは、とくに混雑期については収容力不足による利用者と車両

の安全面に加え、緊急時の救急ヘリのアクセス確保の面からも、懸念が生じる可能性があ

る。 

 

 エエエエ    次回に向けての次回に向けての次回に向けての次回に向けての改善事項改善事項改善事項改善事項 

・第２駐車場には最小限の施設整備検討（簡易テント、仮設トイレ）が必要と考えられる。

（特に雨天時。） 

・今回も前回の実験同様、鳩待峠ヘリポート部分に山小屋関係車両を置き、ヘリ運行日程も

予め調整してもらう等、各方面の協力を得ることで何とか実施できた。但し、実験期間直

前のヘリ運行が悪天候等で延期になった等で残置せざる得ない資材等によって、スペース

が当初予定よりも一部狭くなった面もあった。今回は、暦的及び天候的に週末の貸切・ツ

アーバスが少なめだったと考えられるが、次回実験時、再び第１駐車場の乗り入れを何ら

かの形で制限する場合、事前の調整は重ねての確認が必要である。 

 

（３）鳩待峠口全般についての検討課題 

・利用者満足度については、前述１（１）、（２）及び別添アンケートを参照。 

 

・鳩待峠全体の将来像を描くにあたっては、長期的な視点での検討課題として、概ね、次のよ

うな要素があると考えられる。 

  ア／駐車場の利用方法について 

第１駐車場は、車両を全面乗り入れ制限するのか、或いは車歩エリア分割利用か。 

イ／施設整備について 

（アがいずれの場合でも）第２駐車場の利用者増が想定されるため、公衆トイレ等の施

設を整備するのか。併せて、第１駐車場の既存施設や新たな施設に加え、山ノ鼻地区

の施設（例：ビジターセンター等）を含めて、再配置が必要か。 

  ウ／ヘリポートの確保について 

 （アがいずれの場合でも）緊急用・資材運搬用のヘリポート確保はどうするか。 

 エ／尾瀬全体の交通体系のあり方について 

戸倉～鳩待峠間の通年マイカー規制、バス・タクシーの低公害車化 等 

・これらについては、すぐに取りかかれるものばかりではなく、また、相互に関連しあう要素

であるため、今後の鳩待峠全体の将来像については、土地所有者をはじめ国立公園事業にか

かわる関係者間での十分な協議が必要である。 

 

・前回の実験（第１駐車場への全面乗り入れ制限）は将来像の一例であり、一方、今回の実験

（第１駐車場の車歩エリア分割利用）は、将来像の一例であるとともに、もし将来像が全面乗

り入れ制限となった場合にも、現状からその将来像に向かう過程においては現実的に必要とな

る形態と推測される。そのため、鳩待峠における当面の取り組みは「第１駐車場を車歩エリア

分割利用」とするのが望ましく、その場合の検討課題は次のとおりと考えられる。 

① 第２駐車場へのトイレや（一時待避所としての）テントの仮設置 

② 第１～第２駐車場間の歩行者レーンの仮設置   

③ ヘリポートの位置や広さについての継続協議 

④ 戸倉～鳩待峠間のマイカー規制のあり方、バス・タクシーの低公害車化の継続協議 
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■２ 大清水 入山口  

 

（１）電気自動車の運行等 

 （実施計画中の事業名称：０－１、実施場所：大清水～一ノ瀬（休憩所手前） 

 

 アアアア    準備作業内容準備作業内容準備作業内容準備作業内容（9月 19 日、20 日）※２－（１）～（３）共通 

 ・電気自動車乗降場周辺の整理（電気自動車駐車場所、充電方法等の確認） 

 ・乗車受付場所の整備（看板やテント設置、アンケート記入机・椅子等の準備、コーン設置） 

 ・アンケート記入用紙、配布パンフレット等準備 

 ・旧道誘導掲示や写真展等の最終確認 

 ・各電気自動車の充電（＋リーフ雨天対応用の充電時テントを片品村から追加借用） 

  

 イイイイ    期間期間期間期間中の中の中の中の業務内容業務内容業務内容業務内容（9 月 20 日～23 日）※２－（１）～（３）共通 

・大清水地区の電動バス乗車受付は、充電設備付近（物見小屋前）で県職員（尾瀬室員）が

行い、ゲート開閉は尾瀬林業社員及び MAYU 運行事業者社員、WEB1,2 及びリーフの運転

は片品村職員、MAYU の運転は運行事業者社員が行った。 

・大清水のアンケート回収は、２０～２１日は雨天時は物見小屋の協力を得て、同小屋の軒

下を借用して行ったが、２２～２３日は大清水小屋で借りた机をバス停車場所近くにも置

いてアンケートを回収したほか、尾瀬林業と尾瀬保護財団ボランティアの協力を得て大清

水休憩所軒下でも回収を行った。 

・一ノ瀬地区では、バス乗降場（一ノ瀬駐車場）の横に乗車受付場所を設置し、県職員（尾

瀬室）と片品村職員（動員）が受付・アンケート配布と回収を行った。 

 

ウウウウ    実験の状況実験の状況実験の状況実験の状況、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等、利用者アンケート結果等 

・大清水発、一之瀬発とも、WEB、MAYU、リーフを合わせて、基本的に 1 日 14 便（最大日で

16 便）運行した。（最大乗客定員：WEB／10 人、MAYU／9 人、リーフ 4 人） 

・4 日間の合計乗車人数は、大清水発 273 人（バス 261 人＋リーフ 12 人）＋ 一ノ瀬発 272

人（バス 241 人＋リーフ 31 人） ＝ 合計 545 人。（内訳詳細は別紙参照） 

・バスの 4 日間の合計乗車率（＝乗車人数／合計乗車可能席数）は、４６．８％であった。 

 

〈電気自動車の運行、乗車状況等〉 

【大清水】 

・定員オーバーで抽選になる便が１便あったが、落選者は次発以降の便に乗ることができた。 

・電動バス乗車のみの利用（大清水～一ノ瀬とんぼ帰り）の希望も多くいたが、行きの便に

空席があっても帰りに乗車できる保証がない旨の説明をしたところ、あきらめる人もいた。 

・雨の日は、事前予約者のキャンセルが多かった。 

・大清水発便は、日帰り利用者の午前便の希望が多かったが、宿泊予定者は午後の便の利用

もあった。 

【一ノ瀬】 

・多くは尾瀬沼への日帰り入山者だったが、中には、尾瀬沼から尾瀬ヶ原を経て鳩待峠へ抜

ける利用者や、一ノ瀬までバス乗車後に旧道下山という家族連れもあった。 

・一ノ瀬発は、平日・週末ともに 10 時頃～16 時台のバスが人気だった。但し、悪天候の日

や日曜日は 15 時以降は利用者が少なくなった。 

・雨天日はバス乗車のみ利用（大清水～一ノ瀬とんぼ帰り）の希望者もいたが、少数だった。 
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【以下、大清水・一ノ瀬共通】 

〈歩行者への影響等〉 

・大清水入山者の約８割以上は電動バスが運行する砂利道を利用していたが、バスとのすれ

違い等での大きな混乱や苦情は無かった。大清水や一ノ瀬で社会実験実施中の案内をして

いたこと、バスに実験運行中の旨掲示をしていたこと等から理解を得られたと思われる 

・但し、雨天時は入山者が傘をさしているとバスと接触しそうになる、という意見があった。 

・小型の電気自動車リーフの運行は、非常に静かで好評であったが、走行音が電動バスより

も更に小さいため、歩行者に近づくまで気付かれないこともしばしばあった。（リーフ運

転手談） 

 

〈車両について〉 

・WEB-1 のエアコンのベルトが切れて脱落したが、エアコンを使用していなかったので、特

に支障はなかった。（早稲田大学担当者に一報を入れた後、車内に予備用の新しいものが

備えてあったことが判明したが取り付けまでは行わなかった。） 

・WEB-2 も、ボンネットの奥の方のベルトの音がしていたので、ボンネットを開けて潤滑用

スプレー剤を吹きつけて音を軽減させた。（原因詳細は不明） 

・MAYU は、乗客９人＋荷物だと、大清水発便（登り）は最後まで走行できないことが判明

した（9／20 の第 2 便）ため、途中から乗客に下りてもらった。その後の大清水発（登り）

便にはリーフが荷物用として追走することにした。一之瀬発（下り）便は、9 名＋荷物で

も問題なく運行できた。 

・MAYU の 12:00 便は当初運休予定だったが、当日のバッテリー状況から人数制限条件下で

運行した。 

・MAYU は、晴天時は外の景色がよく見え、風を受けて快適だが、雨の時はビニールがかか

っているので残念、との意見があった。 

・リーフは、毎日、夜間と昼間の待機時間に充電した。MAYU の乗客が多い時に荷物運搬用

として追走するのがメインで、充電状況や乗客数によって運行しなかったり、上りは運行

しても、乗客がいないと下りは次の便まで待ったりと、状況に応じた運行をした。 

 

〈バス乗車率〉 

・前述のとおり、バスの合計乗車率（＝乗車人数／合計乗車可能席数）は、４６．８％であ

った。（参考：昨年度実験時の合計乗車率は４２．８％） 

 

〈バス乗車の感想等〉 

・当日の電動バス利用者からは概ね「時間が短縮できて良かった」「足がつらい単調な砂利

道を歩かなくてすんで良かった」等の好意的な感想が多かった。 

・利用者アンケートの結果でも、電動バス乗車者の９３．３％が「満足」と回答。電動バス

運行頻度についても「満足」が７１．２％、「もっと多く」が２６．８％と好評だった。

昨年度実験時のアンケートでも、乗車した感想は「満足」との回答が９６．７％を占めて

おり、電動バス運行については高い評価で安定していると言える。 

・乗り心地については、WEB と MAYU の両方に乗った人によると、MAYU の方が揺れが少

ないと感じたとの声が聞かれた。 

・当日バス乗車しなかった（できなかった）方を含む全員に、「将来、大清水～一ノ瀬間で

低公害バスが運行された場合乗車するか」との設問には、「利用したい」が９４．８％を

占めた。 
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・また、その場合の「バス料金上限」としては「５００円」の回答が４８．３％と最も多く、

次いで「３００円」３９．６％、「７００円」７．５％だった。 

 

〈周知等〉 

・利用者アンケートでは、「社会実験が行われていることを知っていたか」との設問に対し、

「知っていた」５５．１％、「知らなかった」４４．９％と、昨年度実験時に比べると 2

年目の今回は周知度が向上していた。（参考：昨年度「知っていた」３４．３％、「知ら

なかった」６５．７％） 

・また、実験を知って、「入山口を（大清水に）変更した」との回答が１５．９％、「日程

を（実験期間中に）変更した」との回答が６．６％あった。 

・バスの事前予約についても、４日間の合計席数に対する事前予約席数の割合は１８．０％

を占め、昨年度実験時（７日間実施）の１０．８％から７．２ポイント増加した。昨年度

の実績をふまえ、社会実験ならびに電動バス運行情報が周知された効果と思われる。 

 

 

エエエエ    次回次回次回次回に向けての改善事項に向けての改善事項に向けての改善事項に向けての改善事項    

〈バス乗車受付場所について〉    

・一ノ瀬は、駐車場が休憩所から 50m 余り離れた場所にあることと、道がカーブしているた

め、休憩所とバス乗降場所は相互に見えない位置となる。そこで昨年度も今回も、休憩所

とバス乗降場所の間で、なるべく両方から見える位置に簡易テント・机・椅子等を設置し

て乗車受付場所とし、乗車受付やアンケート記入の呼びかけ、休憩所寄りにある旧道入口

の案内を行った。しかし、今年はテント設置に最も適した位置に山小屋関係車両が駐め置

かれていたため、予定よりも 10ｍほどずれた場所に設置せざるを得なかった。そのため、

テントから休憩所や旧道入口が見えず、案内がしづらかった。関係車両の駐車場所につい

ては事前に協力依頼をしていたが、次回は、協力依頼とともに予めコーンを置く等の物理

的な対処も併せて行いたい。 

 

〈電動バスのダイヤ〉 

・電動バスの各便と大清水発着の路線バス便の接続は、ダイヤを組む際に最大限考慮はした

ものの、「接続がもう少し良くならないか…」との感想も若干聞かれたため、可能ならば

改善が望ましい。（但し、充電時間や、前後便との車両の離合場所等の関係等から、「電

動バス」かつ「現在の道路状況」という条件下ではすべての便について最適な設定をする

のは困難な面も否めない事情はある。） 

 

〈事業採算性〉 

 ・該当路線は、通常は管理車両のみしか通行しない未舗装道路のため、雪解けや大雨により 

  路面が洗掘される。今回も電動バスの運行前に、路面の凹凸や路肩の補修、側溝の滞留 

  物除去等を行い、路肩から繁茂する支障木についても最小限の伐採が必要であった。ま 

  た、路肩は笹等が繁茂しており、電動バスと歩行者が離合する際の歩行者の安全を確保す 

  るためのササ刈り等も必要であった。これらの環境整備には、年ごとの差異はあるものの、 

  状況に応じて、一定の準備期間と経費及び人手を要する。 

 ・電気自動車の走行については、排気ガスや騒音もなく、乗客および歩行者の双方から概ね

好評を得た。国立公園内であるからこそ低公害車で、という理解が進んでいると思われる。

一方、事業レベルでの運行を考えるには、電動バスの車両価格ならびに充電時間、運搬能

力等を勘案すると課題は多い。 
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（２）旧歩道の一時利用 

 （実施計画中の事業名称：Ｏ－２、実施場所：大清水～一ノ瀬） 

 

アアアア    実験の状況実験の状況実験の状況実験の状況 

〈旧道利用の案内〉 

・旧歩道の通行については、通常の登山装備（登山靴、ストック、手袋等装備）がある利用

者には旧歩道の入口や通行方法等の案内を行い、軽装利用者には積極的な案内はせず状況

説明等にとどめた。 

・大清水から旧道利用で一ノ瀬に向かう際、砂利道から一度奥鬼怒林道に入ることが理解し

づらかったという昨年度の反省に基づき、今年は大清水ゲートや砂利道からの分岐地点等

にも旧道のルート図（現在地も記載）を掲示した。また、一ノ瀬から大清水方面への入り

口にもわかりやすいよう林道脇にもルート図誘導看板を設置した。 

〈アンケートへの協力依頼〉 

・登山道利用者（歩行者）のアンケートは、大清水もしくは一ノ瀬到着時に呼びかけて記入

してもらった。しかし、アンケートへの協力（とくに歩道利用者への）依頼をする人手を

割きづらい状況にあり、とくに下山者が集中する時間帯はバス受付業務等で声かけをする

のも難しかったため、上山時に行き先を聞いたり、旧道情報を案内したりする中で積極的

にアンケートに協力してもらえるよう呼びかけた。 

 

イイイイ    利用者アンケート結果等利用者アンケート結果等利用者アンケート結果等利用者アンケート結果等 

 〈移動手段とその理由〉 

・大清水～一ノ瀬間の移動手段に関する回答は、入山時では「電気自動車」６４．１％、「林

道歩行」１５．５％、「旧道歩行」１．６％、「他の入山口利用」１８．８％で、下山時

では「電気自動車」６７．２％、「林道歩行」１２．９％、「旧道歩行」６．３％、「他

の入山口利用」１３．６％であった。 

・入下山時のどちらかでも「林道歩行」または「旧道歩行」と回答した利用者を対象に、「電

動バスを利用しなかった理由」をたずねた設問では、「（運行を）知らなかった」または

「満員だった」との回答が合わせて６５％強を占めたが、「歩きたかった」との回答も３

５％弱あった。（但し、この設問への回答数自体が全体で６３人と少数のため参考値。） 

 

〈旧道一時利用の反響〉 

・当日、旧道を歩くつもりできたベテラン風の方に、雨で足下が悪いので気をつけるよう伝

えたところ、戻ってきた際には「思ったより整備されていて歩きづらくはなかった」との

感想があった。アンケート結果でも、旧道を歩行した人の感想は「満足」が７５％（※）

を占めていた。（※この設問への回答数自体が２４人と少数のため参考値）。 

・昨年度の結果をふまえ、旧道の歴史的経緯や現在地も含めたルート図の配置を目立つよう

に設置した効果もあってか、「旧道がわかりづらい」という声はほとんどなかった。 

・一方、「旧道」「林道」という呼称についての率直な感想も聞かれた。尾瀬の詳細なルー

トや旧道の経緯をよく知らない利用者にとっては、一般的に「旧道＝歩きづらい古い道」

「林道＝新しく歩きやすい道」という印象となり、もともと林道の方が目立つこともあり

漠然と林道を歩き続けてしまいがちなことと併せて、あえて旧道には誘導されづらいので

はないかとの意見が尾瀬経験の浅い方からあった。今後の参考としたい。 
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（３）大清水以奥の歴史的経緯についての情報発信等 

 （実施計画中の事業名称：Ｏ－３、実施場所：大清水～一ノ瀬周辺） 

 

アアアア    実験の状況実験の状況実験の状況実験の状況 

〈ミニ写真展〉 

 ・社会実験の紹介、大清水以奥の歴史紹介、尾瀬の昔の写真展を、大清水休憩所の展示室内 

  北側で実施した。 

 ・大清水休憩所に以前から飾られていた写真やポスターはほとんど撤去してもらったが、同

展示室内の南側で、環境省ＡＲの国立公園写真展が９月上旬から開催中だったため、事前

協議の上、展示場所を調整してもらった。結果として、同時開催的なイメージで展示室内

が華やかになった。 

 ・昨年度の比べ、写真展をやっていることがわかるように、展示室内外に比較的大きめの立

て看板を設置し、入山者へ社会実験の情報発信がより伝わりやすいよう配慮した。 

〈説明パンフレットの作成〉 

 ・大清水以奥の道路に関する経緯や大清水地区に関する、別添のパンフレットを作成し、利 

  用者に配布した。 

〈岩清水の説明〉 

・現在の岩清水の場所に、名前の由来と昔の岩清水が失われた経緯を説明した解説板を設置

した。昨年度より、しっかりした立て看板を作成して設置した。利用者の多くが立ち寄る

場所なので効果はあったと思われる。 

 

イイイイ    利用者利用者利用者利用者アンケート結果等アンケート結果等アンケート結果等アンケート結果等 

大清水以奥の歴史的経緯等について、情報発信を行うとともに、アンケートを実施したと

ころ、利用者の動向は次のとおりであった。 

 ・会津（沼田）街道の歴史について「知らなかった」５４．８％ 

 ・道路計画の経緯について「知らなかった」５９．４％ 

 ・展示やパンフレットによる理解「深まった」４６．７％、「やや深まった」４３．６％ 

大清水以奥の歴史的経緯について、知らない人が昨年同様に予想よりも多かった。今後も

何らかの情報発信の充実が望ましい。 

 

 

（４）大清水口全般についての検討課題 

 

〈旧歩道の方針検討〉 

・現管理者である群馬県としては、並行する現歩道（県道扱いの砂利道）との兼ね合いや尾

瀬国立公園化の際の管理計画（案）上の歩道からは外れたこともあり、現在、積極的な整

備方針はなく、老朽化した木道や危険木・支障木もあるため、利用者の安全を担保できな

いことから通常は開放していない。今回は、事前に危険個所の除去（危険木・支障木処理、

赤リボン設置、順路誘導案内の設置等）やササ刈り等の作業を数回にわたり行ったが、次

回も開放する場合は、相応の経費・作業量を見込む必要がある。 

 

〈低公害車両の車種再検討〉 

・前回と今回の実験においては、大清水～一ノ瀬間では、過去の経緯や歩行者ルートでもあ

ることをふまえ、低公害車、とくに排気ガスが出ない電動バスを中心として試験運行を行
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った。歴史的経緯はもちろん、山間地である当該路線において、未舗装の路面状況や斜度、

充電環境、利用者の荷の重さ等の諸条件を電気バスがクリアする可能性がどれほどあるか

を確認する必要があったためである。その結果は、前述のとおり、乗客の乗り心地や歩行

者の感想も含め、概ね好評を得た。 

・しかしながら、電動バスは現実社会においては未だ実験車両のみであり、車両価格や充電

設備費用はもちろんのこと、充電時間や乗車人数等を勘案すると、当該路線で事業化を現

実に検討するに足る車両はいまだ開発されていない状況がある。 

・大清水～一ノ瀬間の車両乗り入れについては、歴史的経緯もふくめて慎重な議論が必要だ

が、それとともに尾瀬全体の利用分散化や回遊型利用の促進等といった将来の尾瀬の好ま

しい利用形態等を総合的に考えると、社会実験終了後の実用化を考慮した場合、次回運行

する車種については現実に即して再検討すべきである。 

 

 

 

                                                                         以上 
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尾瀬らしい自動車利用社会実験　【鳩待峠口】アンケート調査結果　概要
調査実施日：　平成24年9月20日（木）～23日（日）
調査用紙配布・回収場所：　鳩待峠第１駐車場
回収数：　鳩待峠556

■Ｑ１　居住地、性別、年齢をお伺いします。

■Q1-1　【居住地】
都道府県 数 % 地域 数 ％
北海道 1 0.2%
山形 4 0.7%
宮城 2 0.4%
福島 5 0.9%
新潟 13 2.3%
群馬 83 14.9%
栃木 25 4.5%
茨城 16 2.9%
神奈川 83 14.9%
埼玉 86 15.5%
東京 140 25.2%
千葉 61 11.0%
静岡 8 1.4%
山梨 3 0.5%
石川 2 0.4%
福井 2 0.4%
愛知 2 0.4%
岐阜 2 0.4%
三重 3 0.5%
大阪 3 0.5%
奈良 2 0.4%
兵庫 1 0.2%
岡山 1 0.2%
広島 1 0.2%
愛媛 3 0.5%
徳島 1 0.2%
大分 1 0.2%
無記入 2 0.4% 2 0.4%
計 556 100.0% 556 100.0%

■Ｑ２－１　尾瀬へは今回が何度目のご来訪ですか。　　
■Ｑ２－２　前回の尾瀬来訪はいつ頃ですか。　　
■Ｑ３　今回の入下山口についておうかがいします。

東
海
北
陸
等

22 4.0%

西
日
本

13 2.3%

東
北
等

25 4.5%

関
東
近
県

494 88.8%

群馬 
15.0% 

栃木 
4.5% 茨城 

2.9% 

神奈川 
15.0% 埼玉 

15.5% 

東京 
25.3% 

千葉 
11.0% 

その他 
8.5% 

■Q1-1 居住地（県別） 

東北等 
4.5% 

関東 

近県 
88.8% 

東海 

北陸等 
4.0% 

西日本 
2.3% 

■Q1-1 居住地（地域別）  

男 (278) 
50.3% 

女 (275) 
50% 

■Q1-2 性別 

20代
(73) 

13.2% 

30代 
(90) 

16.3% 

40 代
(87) 

 15.8% 

50代
(104) 
18.9% 

60代
(137) 
24.9% 

70以

上(46) 
8.3% 

■Q1-3 年齢 

初めて
(200) 
36.3% 

2回目 
(105) 
19.1% 

3～10

回 
(183) 
33.2% 

10数回 
(19) 
3.4% 

20回以上 
(44) 8.0% 

■Q2-1 来訪回数 

ひと月以

内(25) 
7.6% 

今季内
(89) 

26.9% 

昨季 
(60) 

18.1% 

2～10

年前 
(116) 
35.0% 

11年以

上( 41) 
12.4% 

■Q2-2 前回来訪 

大清水(24) 
4.4% 

鳩待峠
(504) 
91.6% 

沼山峠 
(16) 2.9% 

■Q3-1 入山口 

大清水
(13) 
2.4% 

鳩待峠

( 510） 
95.7% 

沼山峠
(7) 1.3% 

■Q3-2 下山口 



鳩待峠口　　2／3

■Q4　社会実験が行われていることを御存知でしたか。

■Q5-1　（知っていた方対象）　社会実験を何で知りましたか。
■Q5-2　（知っていた方対象）　社会実験により、入山口や日程を変更しましたか。

■Q6 戸倉～鳩待峠間の移動手段は何ですか。

(24) 

知ってい

た(122) 
22.1% 

知らな

かった 
(430) 
77.9% 

雑誌（5） 
4.7% 

新聞(24) 
22.4% 

財団ホーム

ページ 
(29) 

 27.1% 
その他ホー

ムページ 
(8) 7.5% 

TV・ラジオ 
(24)  

22.4% 

知人等(10) 
9.3% 

その他 

 （7） 6.5% 

■Q5-1 実験の情報源 

入山口 

変更(2) 
1.6% 日程変更 

(2)1.6% 

変化なし(106) 
86.9% 

無記入 
(12) 

 9.8% 

■Q5-2 実験の影響 

乗合バス・タ

クシー(392) 
70.9% 

ツアーバス・

貸切バス
(154) 
27.8% 
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■Q7-1 今日の鳩待第１駐車場では、混雑感や騒々しさを感じましたか。

■Q7-2 今日の第２駐車場に、必要と思われる施設がありますか。
■Q7-3 第１駐車場～第２駐車場間の歩行者レーンの広さ等は適切でしたか。

■Q8　今日の鳩待峠は、国立公園の入山口としてふさわしい雰囲気だったと思いますか。

ふさわしいと「思う」理由の例

・静か。車も少ない。

・広々としている。

・小屋周辺やトイレがきれい。ごみがない。

・マナーのよい人が多い。

ふさわしいと｢思わない｣理由の例

・雨天時の待機場所や雨具着脱場所等が少ない。

・情報・案内等が少ない。

・車がない方がよい。

・雑然としている。

その他

・国立公園として何がふさわしいか、わからない。

■Q9　将来的な鳩待峠の望ましいイメージとして近いものをお選びください。

車両は第２駐車場までとする意見の例

・上高地のように車は規制した方がよい。

・混雑期の乗り入れは抑えた方がよい。

・閑散期は第２Pのみとし、混雑期は第１Pも可とする。

車両は第１駐車場まで入れる意見の例

・できるだけ便利な方が助かる。

・一般車の乗り入れは反対だが、電気自動車は入山可としてほしい。

第１駐車場を歩行者と車両で区分する意見の例

・マイカー規制は良い。利便性を考えるとバス・タクシーは第１Pまで。

・第１Pには乗合バスのみとする。

その他

・マイカー乗り入れは全面禁止がよい。

・ハイブリッド車、電気自動車を優遇すべき。

日程変更 

静か
(285) 
53.9% 

どちらか

と言え

ば静か
(186) 
35.2% 

どちらか

と言えば

騒々しい
(50) 9.5% 

騒々しい
(8) 1.5% 

■Q7-1 第１駐車場の雰囲気 

556 

226 

142 

13 
0

100

200

300

400

500

600

■Q7-2 第２駐車場に必要な施設 

適切
(224) 
75.2% 

狭かった
(52) 

17.4% 

その他
(22) 
7.4% 

■Q7-3 歩行者レーンの広さ 

思う(437) 
85.9% 

思わない
(40) 
7.9% 

その他 
(32) 6.3% 

車両はす

べて第２P

まで(262) 
53.9% 

車両はな

るべく第１

Pまで
(121) 
24.9% 

第１Pを車

両と歩行

者と区分

け(103) 
21.2% 
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尾瀬らしい自動車利用社会実験　【大清水口】アンケート調査結果　概要
調査実施日：　平成24年9月20日（木）～23日（日）
調査用紙配布・回収場所：　大清水、一ノ瀬
回収数：大清水288、一ノ瀬207

■Ｑ１　居住地、性別、年齢をお伺いします。

■Q1-1　【居住地】
都道府県 数 ％ 地域 数 ％
宮城 1 0.2%
福島 0 0.0%
新潟 5 1.0%
群馬 205 41.4%
栃木 15 3.0%
神奈川 39 7.9%
埼玉 66 13.3%
東京 80 16.2%
千葉 33 6.7%
長野 2 0.4%
山梨 5 1.0%
福井 2 0.4%
愛知 9 1.8%
岐阜 4 0.8%
滋賀 2 0.4%
大阪 8 1.6%
奈良 3 0.6%
兵庫 2 0.4%
岡山 3 0.6%
広島 3 0.6%
愛媛 4 0.8%
大分 1 0.2%
無記入 3 0.6% 3 0.6%
計 495 100.0% 495 100.0%

■Ｑ２－１　尾瀬へは今回が何度目のご来訪ですか。　　
■Ｑ２－２　前回の尾瀬来訪はいつ頃ですか。　　
■Ｑ３　今回の入下山口はどちらですか。

東
海
北
陸
等

22 4.4%

西
日
本

26 5.3%

東
北
等

6 1.2%

関
東
近
県

438 88.5%

新潟 
1.0% 

群馬 
41.4% 

栃木 
3.0% 

神奈川 
7.9% 

埼玉 
13.3% 

東京 
16.2% 

千葉 
6.7% その他 

9.9% 

■Q1-1 居住地  （県別） 

500.0
% 

20代 
(53) 

10.9% 
30代 
(69) 

14.2% 

40代 
(84) 

17.3% 

50代 
(94) 

19.3% 

60代 
(129) 

 26.5% 

70以

上 
(45) 
9.3% 

■Q-1-3 年齢 

東北等 
1.2% 

関東近

県 
88.5% 

東海北

陸 
4.4% 

西日本 
5.3% 

■Q1-1 居住地 （地域別） 

初めて
(157) 
32.8% 

2回目
(89) 

18.6% 

3～10

回(164) 
34.3% 

10～19

回 
2.9% 

20回以

上(54) 
11.3% 

■Q2-1 来訪回数 

男 
(265) 
53.8% 

女 
(228) 
46.2% 

■Q1-2 性別 

ひと月以

内(21) 
6.9% 

今季内
(97) 

31.7% 

昨季(79) 
25.8% 

2～10年

前(82) 
26.8% 

11年以

上前 
8.8% 

■Q-2-2 前回来訪 大清

水
(391) 
81.3% 

鳩待峠
(64) 

13.3% 

沼山峠 
5.4% 

■Q3-1 入山口 

大清

水
(391) 
86.5% 

鳩待峠
(59) 

13.1% 

沼山峠 
0.4% ■Q3-2下山口 
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■Ｑ４　本日、尾瀬で社会実験が行われていることを御存知でしたか。

■Ｑ５－１　（知っていた方対象）　社会実験を何で知りましたか。
■Ｑ５－２　（知っていた方対象）　社会実験により、入山口や日程を変更しましたか。

■Ｑ６－１　大清水～一ノ瀬間の移動手段（入山時）は何ですか。
■Ｑ６－２　 　　　　　　同上　　　　　 　　　　（下山時）は何ですか。

知っていた
( 271) 55.1% 

知らなかっ

た 
(221) 

 44.9% 

沼山峠 
 

沼山峠 
0.4% 

雑誌（7） 
2.6% 

新聞

（113） 
42.0% 

財団
HP( 47) 
17.5% 

その他 
HP 

5.9% 

その他
( 86) 

32.0% 

■Ｑ5-1 実験についての情報源 

入山口変

更(43) 
 15.9% 日程 

変更 
6.6% 

変化なし
(169) 
62.4% 

無記入(41) 
15.1% 

■Ｑ5-2 実験による影響 

電気 

自動車 

（311=ﾊﾞｽ

307＋ﾘｰﾌ

4） 
64.1% 

林道 

歩行 
15.5% 

旧道 

歩行 
1.6% 他の 

入山口 
18.8% 

■Q6-1   移動手段  （入山時） 

電気 

自動車

（301＝ﾊﾞ

ｽ273 

＋ﾘｰﾌ 
28) 

67.2% 

林道 

歩行 
12.9% 

旧道 

歩行 
6.3% 他の 

入山口 
13.6% 

■Q6-2  移動手段 （下山時） 
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■Ｑ7-1-1 （電動バス乗車者対象）乗車した感想はどうでしたか。
■Ｑ7-1-2　（リーフ乗車者対象）乗車した感想はどうでしたか。
■Q7-2 電動バスの運行頻度はいかがでしたか。
■Q7-3-2　（リーフ乗車者対象）車両の大きさについてはいかがでしたか。

■Q9-１　将来、大清水～一ノ瀬の低公害バスが運行された場合、利用しますか。 
■Q9-2　（利用すると回答した方対象）　利用料金の上限はどのくらいですか。 

満足(541) 
93.3% 

不満 
0.3% 

どちらでも

ない(26) 
4.5% 

■Q7-1-1 電動バスの感想 

満足( 30) 
93.8% 

どちらでも 

ない(2) 
6.3% 

■Q7-1-2 リーフの感想  

バスが 

適当 （19） 
61.3% 

小型車が

適当（ 11） 
35.5% 

■Q7-3-2 車両サイズ  

利用したい
(421) 
94.8% 

利用したく

ない(8) 
1.8% 

■9-1 将来のバス利用意向 
200円以下

( 7） 1.6% 

300円 
(170) 
39.6% 

500円
(207) 
48.3% 

700円 
(32) 
7.5% 

1000円 
(10)2.3% 

■Q9-2 バス料金の上限額 

満足 
(398) 

 71.2% 

もっと多く 
(150) 

 26.8% 

■Q7-2 電動バス運行頻度 
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■Ｑ8-1　(電動バス利用しなかった方対象）　大清水～一ノ瀬間はどこを歩きましたか。
■Ｑ8-2　(電動バス利用しなかった方対象）　電動バスを利用しなかった理由は何ですか。
■Q8-3-1　林道（電動バスルート）を歩かれた感想はどうでしたか。
■Q8-3-2　旧道を歩かれた感想はどうでしたか。

■Q10-1　かつての会津沼田街道だったことを知っていますか。
■Q10-2　大清水～尾瀬沼の道路計画中止の経緯をしっていますか。
■Q10-3　今回の情報発信で尾瀬への理解が深まりましたか。

林道(53) 
69.7% 

旧道(13) 
17.1% 

両方(10) 
13.2% 

■Q8-1 歩行ルート 

知らな 

かった 
(16) 

 25.4% 

満員 
(25)  

39.7% 

歩きた 

かった 
(22) 

 34.9% 

■Q8-2 バスを利用しなかった理由 

満足(36) 
69.2% 

不満(4) 
7.7% 

どちらでも

ない(12) 
23.1% 

■Q8-3-1 林道の感想 

満足(18) 
75.0% 

不満(1) 4.2% 

どちらでも

ない(5) 
20.8% 

■Q8-3-2 旧道の感想 

円以下

知って

いた
(137) 
31.1% 

ある程

度 
14.1% 

知らな

かった
(241) 
54.8% 

■Q10-1  街道だった歴史 

知ってい

た 
(121) 
27.6% 

ある程度 
13.0% 

知らな

かった
(260) 
59.4% 

■Q10-2 道路計画の経緯 

深まっ

た(202) 
46.7% 

やや深

まった
(189) 
43.6% 

変化無

し(42) 
9.7% 

■Q10-3 展示等による理解 
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H25年度「尾瀬らしい自動車利用社会実験」実施計画（案）

第１０回尾瀬国立公園協議会資料４－３：群馬県

０ 目的

尾瀬らしい自動車利用の実現により、入山口の分散化、尾瀬をゆっくり楽しむことのできる

な利用環境の確保、国立公園としての適正な環境の保全を目指す「尾瀬国立公園快適利用の促

進（利用分散等）に関する小委員会」の基本目標に基づき、第３回目(最終年)となる社会実験

を実施し、様々な魅力を持つ尾瀬をゆっくり楽しむため交通体系とアプローチが与える効果に

ついてアンケート調査等を実施し検証する。

１ 基本的な考え方

「尾瀬らしい自動車利用社会実験」で実施する個別事業について、一体的かつ効果的に実施

するため、次に掲げる項目により整理した上で、事業展開の方針及び事業実施計画を策定する。

①公園計画の変更が行われないと実施できない事業

②民間と行政とが協働で取り組むべき事業

③検証すべき評価項目(（ア）事業の有効性、（イ）継続性（事業採算性）、（ウ）環境への影

響）を有する事業

２ 事業展開の方針

実験期間を通して、設定した評価項目について評価を行い、事業の見直しや継続についての

判断を行う。

【主要な社会実験の目的と対応する事業】

〔主要な社会実験の目的〕 〔対応する事業〕

●マイカー規制にあわせ、大清水～一ノ瀬間に低公害車

滞在型・回遊型の利用 両を運行【０－１】

促進 ●鳩待第１駐車場への車両乗り入れ制限【Ｈ－１】

●鳩待第２駐車場の利用【Ｈ－２】

尾瀬国立公園の主要入 ●鳩待第１駐車場への車両乗り入れ制限【Ｈ－１】

山口としてふさわしい ●鳩待第２駐車場の利用【Ｈ－２】

鳩待峠の創出

●大清水～一ノ瀬間の低公害車両の運行【０－１】

●旧道の利用【０－２】

入山口の魅力づくり ●大清水～一ノ瀬間の歴史的経緯等の発信【０－３】

●鳩待第１駐車場への車両乗り入れ制限【Ｈ－１】

●鳩待第２駐車場の利用【Ｈ－２】

低公害車両の導入 ●大清水～一ノ瀬間の低公害車両の運行【０－１】
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【社会実験実施事業の評価項目】

① ② ③ 評価項目

社会実験 公 園 民 間 ア） イ） ウ） 主要な実験の目 具体的な評価項目

実施事業 計 画 と 行 事 業 継 続 環 境 的

の 変 政 の の 有 性 へ の

更 協働 効性 影響

鳩待第１ ★峠の雰囲気 ・戸倉の拠点化

駐車場へ ● ● ● ● ● ★戸倉拠点化 ・継続性（事業採算性）

の車両乗 ★入山口利便性 ・利用者満足度

り入れ制 ・周辺環境への影響

限

【Ｈ－１】

鳩待第２ ★峠の雰囲気 ・戸倉の拠点化

駐車場の ● ● ● ● ★戸倉拠点化 ・継続性（事業採算性）

利用 ★入山口利便性 ・利用者満足度

・周辺環境への影響

【Ｈ－２】

低公害車 ★滞在・回遊型 ・入下山口の分散化

両の運行 ● ● ● ● ● ★低公害車導入 ・コース選択の多様化

★戸倉拠点化 ・戸倉の拠点化

★入山口の魅力 ・継続性（事業採算性）

向上 ・利用者満足度

【０－１】 ・周辺環境への影響

旧道の利 ★入山口の魅力 ・入下山口の分散化

用 ● ● ● ● 向上 ・コース選択の多様化

・継続性（事業採算性）

・利用者満足度

【０－２】

大清水～ ★入山口の魅力 ・利用者満足度

一ノ瀬の ● ● ● 向上 ・コース選択の多様化

歴史的経

緯等の発

信

【０－３】

３ 調査の手法等

（１）幅広い意見聴取 及び 観察調査

○幅広い意見聴取…情報発信（実験実施の趣旨・目的を理解してもらう）及び意見聴取

例）・各実施事業に対する評価（満足度等）について

・各実施事業後の利用意向について

・社会実験の認識状況について

○観察調査…アンケート調査だけでは見落としてしまう動線や滞留時間等の把握

（２）アンケート・ヒアリング調査等

○戸倉の拠点化…………実態調査

○入下山口の分散化……実態調査

○コース選択の多様性…実態調査

聞き取り調査

例）・選択理由及び選択しなかった理由

・今後の利用意向
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○継続性（事業採算性）……実態調査

○周辺環境への影響…………実態調査

例）騒音、砂埃、印象等

○利用者満足度………………聞き取り調査

例）・事業に対する評価

・今後の利用意向

（３）アンケート配付方法等

・直接配付（直接回収、ポスト回収）

・地域への配付

・事業者・団体等を通じての配付

・インターネット等

（４）調査対象属性

・入山者

・地元住民及び関係者

・交通事業者

・旅行業者、出版社

・尾瀬に関心を持つ全国民

４ 実験日時

（１）実験日：鳩待峠 平成２５年 ６月２２日（土）～ ６月３０日（日）の９日間

大清水 平成２５年 ７月１３日（土）～ ７月２１日（日）の９日間

（２）鳩待峠口実施時間 ：５時～１７時

大清水口低公害車両運行時間：６時～１７時

想定車両 ＥＶ自動車 乗車定員：４名

ハイブリッド自動車 乗車定員：８名
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５ 個別事業実施計画

事業名称 Ｈ－１ 実施場所 戸倉～鳩待第１駐車場

目 的 ・鳩待峠の雰囲気の向上

・戸倉の拠点化による入下山口の分散化

・入山口の利便性

実 施 者 環境省、片品村、戸倉区、東京電力、尾瀬林業、関越交通、尾瀬エコトランスファー

協同組合、尾瀬観光タクシー、群馬県

関係機関 日本自然保護協会、尾瀬保護財団

事業及び １ 鳩待第１駐車場への車両(ツアーバス等)乗り入れ制限(歩行者と車両とのエリア分け)

作業概要 ２ 鳩待峠への業務用車両乗り入れ制限

３ 歩行者エリアにインフォメーション機能を設置

４ 告知看板の作成

…告知文・設置箇所・設置方法の決定

５ アンケート調査

※１マイカー規制期間中も、鳩待峠には乗合バス・タクシー・ツアーバス・貸切バス、業務用許可車両(山

小屋関係者)等の乗り入れは可能であり、通常、第１駐車場には乗客待ちのバス・タクシーや業務用関

係者車両の駐車がある。

※２鳩待第1駐車場の車をすべて無くすのではなく、乗合バス・タクシーの待機を通常のマイカー規制時

期より出来るだけ減らして実施する。
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事業名称 Ｈ－２ 実施場所 戸倉～鳩待第２駐車場

目 的 ・鳩待峠の雰囲気の向上

・戸倉の拠点化による入下山口の分散化

・入山口の利便性

実 施 者 環境省、片品村、戸倉区、東京電力、尾瀬林業、関越交通、尾瀬エコトランスファー

協同組合、尾瀬観光タクシー、群馬県

関係機関 日本自然保護協会、尾瀬保護財団

事業及び １ 鳩待第２駐車場の運用方法等決定

作業概要 …安全対策、運行・転回方法決定

…設備環境整備（アメニティ向上）

２ 業務用車両の駐車

３ 告知・誘導看板の作成

…告知文・設置箇所・設置方法の決定

４ ヒアリング調査（交通事業者）

事業名称 Ｏ－１ 実施場所 大清水～一ノ瀬（休憩所手前）

目 的 ・戸倉の拠点化による入下山口の分散化

・大清水～一ノ瀬間の時間短縮による滞在型・回遊型利用の促進

・低公害車導入に係る技術的課題と継続性（事業採算性）の検証

・入山時間の短縮による大清水の魅力の向上

実 施 者 片品村、戸倉区、自動車メーカー、東京電力、尾瀬林業、群馬県

関係機関 環境省、日本自然保護協会、尾瀬保護財団

事業及び １ 低公害車両の運行

作業概要 …運行車両・運行形態・乗降場所等の決定

…走行のために必要な設備工事

２ 路面の凸凹の整地

３ 支障木の剪定

４ アンケート調査

５ 歩行者や周辺環境（動植物等）への影響調査（実験期間中の観察）

…騒音・砂埃・飛び石の状況把握、動物の反応調査等
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事業名称 Ｏ－２ 実施場所 大清水～一ノ瀬

目 的 ・大清水～一ノ瀬を静かに歩きたい人のニーズに応えるための、旧道の整備による

大清水の魅力の向上

実 施 者 環境省、片品村、戸倉区、尾瀬山小屋組合、東京電力、尾瀬林業、群馬県

関係機関 日本自然保護協会、尾瀬保護財団

事業及び １ 旧道を一時通行可とする

作業概要 ２ 危険箇所の除去

３ 刈払い

４ 告知・誘導看板の設置

５ アンケート調査

事業名称 Ｏ－３ 実施場所 大清水～一ノ瀬周辺

目 的 ・尾瀬の歴史の紹介と理解促進による、大清水の魅力の向上

実 施 者 環境省、片品村、戸倉区、日本自然保護協会、東京電力、尾瀬林業、尾瀬山小屋

組合、尾瀬保護財団、 群馬県

関係機関

事業及び １ 大清水入山口の歴史等に関する情報発信

作業内容 ２ 説明板等の設置

…説明文の作成、設置箇所・設置方法の決定

３ 説明パンフの作成

…説明文の作成、作成数・配付箇所・方法の決定

４ ミニ写真展の開催

…開催場所の決定、展示写真の収集

５ アンケート調査
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６ 全体計画（３カ年）

社会実験実施時期 実施事業等

２３年度 １ ０月（７日間） Ｈ－１～Ｏ－３

２４年度 ９月（４日間） Ｈ－１～Ｏ－３ 社会実験結果を踏まえて、今後

の具体的あり方について検討。

次年度の社会実験に反映。

２５年度 ６月～７月（９日間を２回） Ｈ－１～Ｏ－３ これまでの社会実験結果を踏ま

え、今後の具体的あり方や、実現

方法等について検討。

７ 社会実験の実施フロー

Ｈ－１ Ｈ－２ Ｏ－１ Ｏ－２ Ｏ－３

４月 ・交通対策協議会 ・交通対策協議会 ・交通対策協議会 ・交通対策協議会 ・交通対策協議会

・旅行会社等周知 ・旅行会社等周知 ・旅行会社等周知 ・パンフ作成 ・パンフ作成

５月 ・関係者打合せ ・関係者打合せ ・関係者打合せ ・関係者打合せ ・関係者打合せ

・(現地打合わせ) ・(現地打合わせ) ・現地打合わせ ・現地打合わせ ・現地打合わせ

・チラシ配付･周知 ・チラシ配付･周知 ・チラシ配付･周知

・周知看板設置 ・周知看板設置 ・周知看板設置

６月 ・利用分散小委員会 ・利用分散小委員会 ・利用分散小委員会 ・利用分散小委員会 ・利用分散小委員会

社 会 実 験社 会 実 験社 会 実 験社 会 実 験 (22～30日)(22～30日)(22～30日)(22～30日)

・周知看板撤去 ・周知看板撤去

・関係者意見交換会 ・関係者意見交換会 ・関係者意見交換会 ・関係者意見交換会 ・関係者意見交換会

７月 ・危険箇所除去

・刈り払い ・刈り払い

・説明看板設置 ・注意喚起看板設置 ・説明板・写真展設営

社 会 実 験社 会 実 験社 会 実 験社 会 実 験 (13～21日)(13～21日)(13～21日)(13～21日)

・説明板撤去 ・注意喚起看板撤去 ・説明板・写真展撤去

８月 ・アンケート調査等分析 ・アンケート調査等分析 ・アンケート調査等分析 ・アンケート調査等分析 ・アンケート調査等分析

９月 ・次年度以降の検討 ・次年度以降の検討 ・次年度以降の検討 ・次年度以降の検討 ・次年度以降の検討

１０月

～

３月
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